
令和５年度 千葉市防災会議 

次第 

 

日 時 令和５年１１月２２日（水）     

 １０：３０～１１：３０       

会 場 千葉市役所高層棟３階        

危機管理センター内 関係機関調整室 

 

 

 

１ 開会 

 

２ 挨拶 

  千葉市防災会議会長（千葉市長） 

 

３ 議題 

  千葉市地域防災計画及び千葉市水防計画の修正について 

 

４ 閉会 



令和５年度　千葉市防災会議出欠者名簿

No 区分 機関名 職名 出欠 備考

1 1 関東財務局千葉財務事務所 所長 × 聴講（対面）

2 1 関東農政局千葉県拠点 地方参事官 〇

3 1 関東運輸局千葉運輸支局 支局長 × 聴講（対面）

4 1 第三管区海上保安本部千葉海上保安部 千葉海上保安部長 〇

5 1 銚子地方気象台 気象台長 〇

6 1 関東地方整備局千葉国道事務所 事務所長 〇

7 1 千葉労働基準監督署 署長 ×

8 2 千葉県防災危機管理部 次長 〇

9 2 千葉県千葉土木事務所 所長 〇

10 2 千葉県千葉港湾事務所 所長 〇

11 2 千葉県企業局千葉水道事務所 所長 〇

12 3 千葉県警察 千葉市警察部長 〇

13 3 千葉県警察 千葉中央警察署長 × 聴講（対面）

14 3 千葉県警察 千葉東警察署長 × 聴講（対面）

15 3 千葉県警察 千葉西警察署長 × 聴講（対面）

16 3 千葉県警察 千葉南警察署長 × 聴講（対面）

17 3 千葉県警察 千葉北警察署長 × 聴講（対面）

18 4 千葉市 副市長 〇

19 4 千葉市 副市長 〇

20 4 千葉市 危機管理監 〇

21 4 千葉市 総務局長 〇

22 4 千葉市 総合政策局長 〇

23 4 千葉市 財政局長 〇

24 4 千葉市 市民局長 〇 ＷＥＢ

25 4 千葉市 保健福祉局長 〇 ＷＥＢ

26 4 千葉市 こども未来局長 〇 ＷＥＢ

27 4 千葉市 環境局長 〇 ＷＥＢ

28 4 千葉市 経済農政局長 〇 ＷＥＢ

29 4 千葉市 都市局長 〇 ＷＥＢ

30 4 千葉市 建設局長 〇 ＷＥＢ

31 4 千葉市 水道局長 〇 ＷＥＢ

32 4 千葉市 病院事業管理者 〇 ＷＥＢ

33 4 千葉市 会計管理者 〇 ＷＥＢ

34 4 千葉市 中央区長 〇 ＷＥＢ

35 4 千葉市 花見川区長 〇 ＷＥＢ

36 4 千葉市 稲毛区長 〇 ＷＥＢ

37 4 千葉市 若葉区長 〇 ＷＥＢ

38 4 千葉市 緑区長 〇 ＷＥＢ

39 4 千葉市 美浜区長 〇 ＷＥＢ

40 5 千葉市教育委員会 教育長 〇 ＷＥＢ

41 6 千葉市消防局 消防局長 〇 ＷＥＢ

42 6 千葉市消防団 団長 〇

43 7 日本郵便株式会社千葉中央郵便局 千葉中央郵便局長 ×

44 7 東日本旅客鉄道株式会社 千葉営業統括センター副所長 〇 ＷＥＢ

45 7 東日本電信電話株式会社 千葉事業部 千葉支店長 × 聴講（対面）

46 7 日本赤十字社千葉県支部 事務局長 × 聴講（対面）

47 7 日本放送協会千葉放送局 局長 ×

48 7 日本通運株式会社千葉支店 所長 〇 ＷＥＢ

49 7 東京電力パワーグリッド株式会社千葉総支社 千葉総支社長 × 聴講（対面）

50 7 東京ガス株式会社千葉支社 支社長 × 聴講（WEB）

51 7 大多喜ガス株式会社供給部千葉事業所 所長 〇 ＷＥＢ

52 7 東日本高速道路㈱関東支社千葉管理事務所 所長 ×

53 7 京成電鉄株式会社 京成千葉駅長 〇
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令和５年度　千葉市防災会議出欠者名簿

No 区分 機関名 職名 出欠 備考

54 7 千葉都市モノレール株式会社 専務取締役 ×

55 7 一般社団法人千葉県トラック協会 専務理事 ×

56 7 一般社団法人千葉県バス協会 専務理事 ×

57 7 千葉テレビ放送株式会社 取締役　報道局長 〇

58 7 株式会社ベイエフエム 本社営業局次長 × 聴講（WEB）

59 7 公益社団法人千葉県ＬＰガス協会 会長 〇

60 7 公益社団法人千葉県看護協会 専務理事 〇 ＷＥＢ

61 8 国立大学法人千葉大学 教授 ×

62 8 淑徳大学　総合福祉学部 准教授 ×

63 8 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会 常務理事 〇 ＷＥＢ

64 8 災害救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進委員会千葉市ＳＬﾈｯﾄﾜｰｸ 代表 〇

65 9 一般社団法人千葉市医師会 副会長 〇

66 9 陸上自衛隊高射学校 陸上自衛隊高射教導隊本部管理中隊長 〇

67 9 千葉市町内自治会連絡協議会 会員 ×

68 9 千葉商工会議所 常務理事 〇

69 9 一般社団法人千葉市歯科医師会 会長 ×

70 9 一般社団法人千葉市薬剤師会 理事 〇 ＷＥＢ

71 9 一般社団法人千葉市建設業協会 防災担当副会長 〇

72 9 千葉市女性団体連絡会 会長 〇
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令和５年度

千葉市防災会議説明資料

日時：令和５年１１月２２日（水）1０：３0～１１：３０
場所：千葉市役所 高層棟３階 危機管理センター 関係機関調整室

資料１

1



部門計画・対応マニュアル

千葉市地域防災計画

千
葉
市

県

国 防災基本計画

千葉県地域防災計画

千葉県水防計画

千葉市基本計画

防災関係機関別市各局（区）別

業務・対策別
（千葉市水防計画）

災害応急対策編
●地震対策計画
●風水害対策計画
●大規模事故災害対策計画

共通編

整合

2

１ 計画の構成について

共
通
資
料
編

反映



○主な修正項目

（１）災害救助法に基づく救助実施市の指定に伴う修正

（２）日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進

地域の指定に伴う修正

（３）国の防災基本計画改正を踏まえた修正

（４）千葉県地域防災計画改正を踏まえた修正

（５）その他所要の修正

3

２ 令和５年度千葉市地域防災計画の修正



【災害救助法及び救助実施市の概要】

• 災害救助法は、発災後の応急期の救助に対応するため
の法律

• 災害により一定規模の住家の滅失や、生命・身体への
危害又はその恐れが生じた場合に、都道府県等が救助
の実施主体となるとともに、救助費用の一部を国が負
担

• 救助実施市の指定を受けることにより、都道府県に代わ
って救助の実施主体となり、適用の判断・決定を自ら行
うことができる。

4

２ 令和５年度千葉市地域防災計画の修正



【救助の種類】

災害が発生した段階の救助

• 避難所及び応急仮設住宅の供与

• 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

• 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

• 医療及び助産

• 被災者の救出

• 被災した住宅の応急修理

• 学用品の給与

• 埋葬

• 死体の捜索及び処理

• 障害物の除去

災害が発生するおそれ段階の救助

• 避難所の供与 5

２ 令和５年度千葉市地域防災計画の修正



6

２ 令和５年度千葉市地域防災計画の修正

（１）災害救助法に基づく救助実施市の指定に伴う修正

○救助実施者の修正

• 災害救助法の救助実施者を千葉県から千葉市に

修正

○災害救助法適用手続きの追記

• 災害に際し、災害救助法適用に至るまでの具体的な

手続きを追記



【日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策とは】

国では、日本海溝及び千島
海溝並びにその周辺の地域（
房総半島の東方沖から択捉
島の東方沖まで）は、著しい
地震が発生するおそれがある
ため、推進計画の作成を求め
ている。
令和４年９月３０日に開催さ
れた中央防災会議を経て、東
日本大震災で震度６弱の揺
れを観測した本市も同地域
に指定 7

２ 令和５年度千葉市地域防災計画の修正

※日本海溝・千島海溝沿いでの後発地震の発生事例
（気象庁ホームページから引用）



（２）日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進

地域の指定に伴う修正

〇日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進

計画の追記

• 法の規定に基づく推進計画に盛り込む内容として既

存の対策を整理

8

２ 令和５年度千葉市地域防災計画の修正



（３）国の防災基本計画改正を踏まえた修正

• 災害ケースマネジメント※の仕組みの整備について

追記

※一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、

被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組

• 気象庁が令和5年2月から緊急地震速報の発表基準

に長周期地震動階級を追加したことに伴い、市の配備

基準に長周期地震動階級を追加 9

２ 令和５年度千葉市地域防災計画の修正



（４）千葉県地域防災計画改正を踏まえた修正

• 危険が確認された盛土について、各法令に基づき

速やかに撤去命令等の是正指導を行う旨を追記

• 安否不明者の氏名等を公表することを追記

10

２ 令和５年度千葉市地域防災計画の修正



（５）その他所要の修正

○富士山等の噴火に伴う降灰対策

• 降灰による健康被害等や生活への影響に関する、

市民への呼びかけ、注意喚起例を追記

○組織改正の反映やデータ更新

11

２ 令和５年度千葉市地域防災計画の修正
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３ 令和５年度千葉市水防計画の修正

○主な修正項目

（１）千葉県水防計画の改正に伴う修正

（２）その他所要の修正



（１）千葉県水防計画の改正に伴う修正

○水防団等の安全配慮について追記

• 水防活動が長時間にわたるときの団員の交代など

安全配慮について追記

〇浸水想定区域を新たに追記

• 千葉県が公表している浸水想定区域図を新たに

追記

13

３ 令和５年度千葉市水防計画の修正



（２）その他所要の修正

○組織改正の反映やデータ更新

14

３ 令和５年度千葉市水防計画の修正



〇対象施策

• 千葉市地域防災計画（案）

• 千葉市水防計画（案）

〇期間

令和５年１０月２日（月）～１１月１日（水）

15

４ パブリックコメント手続の結果概要
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４ パブリックコメント手続の結果概要

意見の提出方法 人数 件数

郵送 ０人 ０件

FAX ０人 ０件

電子メール １人 １２件

持参 ０人 ０件

合計 １人 １２件

項目 件数

共通編 ８件

地震対策計画 ２件

風水害・雪害・火山災害対策計画 ２件

大規模事故災害対策計画 ０件

水防計画 ０件

〇募集結果 〇意見の内訳

〇反映状況

修正案へ反映する意見 8件

修正案へ反映しない意見 ４件



４ パブリックコメント手続の結果概要

意見の概要 事務局の考え方 修正

「伊勢湾台風級」だけでは、
台風の規模がわからないの
で、台風の強さや大きさがわ
かるように、計画上の記載を
修正する必要があると考える。

内閣府が作成した「避難情報に関するガイド
ライン」において、伊勢湾台風級（930ｈPa以
下又は最大風速５０ｍ/ｓ以上）の規模が数値
として表現されているため、ご意見のとおり修
正します。

〇

「ブロック塀」に限らず、（一
社）千葉市建設業協会への
協力要請を行う必要があると
考える。

（一社）千葉市建設業協会の処理すべき事
務については、計画内において道路・河川等
公共施設の応急対策、倒壊住宅等の撤去及び
その他災害時における建設活動についてそれ
ぞれ協力を行うこととしており（共通編１０頁）、
ブロック塀に限らず様々な協力要請を行うこと
としていることから、修正案のとおりとします。

×

17

※提出されたすべての「意見の概要」と「意見に対する事務局の考え方」
については、本市のホームページにて公表します。

〇提出された主な意見



５ 今後のスケジュールについて

令和５年１２月上旬 計画の決定

修正の通知、公表

3月 共通資料編の修正

18



No. 記載場所 意見概要 意見に対する本市の考え方 修正 パブコメ実施後 パブコメ実施前

1

共通編（37頁）
第2章 第2節 第3 １(2)ｱ
(ｱ)防災行政無線の整備

計画上で「アナログ設備について令和4年度
までのデジタル化を進める。」と記載されて
いるため修正する必要があると考える。

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。

〇

 総務省の基本方針に基づき、６０MHz帯アナ
ログ設備について令和４年度までに更新し、
デジタル化を行った。

 総務省の基本方針に基づき、アナログ設備
について令和４年度までのデジタル化を進め
る。

2

共通編（42頁）
第2章 第2節
第4 道路・橋梁の整備

道路と橋梁だけでなく、トンネルの整備につ
いても、計画上に記載する必要があると考え
る。

千葉市では、市内のトンネルが3本と限定的であり、道路に含め
ているため、修正案のとおりとします。
なお、橋梁は、558橋と数が多いことから「道路・橋梁」として
表現しております。

×

（修正なし） 第４　道路・橋梁(きょうりょう)の整備

3

共通編（62頁）
第2章 第3節
第3 ブロック塀等対策

「ブロック塀」に限らず、（一社）千葉市建
設業協会への協力要請を行う必要があると考
える。

（一社）千葉市建設業協会の処理すべき事務については、計画内
において道路・河川等公共施設の応急対策、倒壊住宅等の撤去及
びその他災害時における建設活動についてそれぞれ協力を行うこ
ととしており（共通編１０頁）、ブロック塀に限らず様々な協力
要請を行うこととしていることから、修正案のとおりとします。

×

（修正なし） １　事前指導の強化
（略）こうした被害の反省を踏まえ、建築物
建築確認に伴う事前指導を強化するととも
に、（一社）千葉市建設業協会等関係業者の
協力を要請し（略）

4

共通編（75頁）
第2章 第4節 第2 4(2)
ア 防災行政無線の整備
活用

計画において、「市民等への情報伝達や避難
指示等を迅速かつ確実に実施するため、同報
無線の整備拡充、更新に努める」とされてい
るが、自身の近所にある防災行政無線につい
て、市に何度も要望を出しているが改善され
ていない。
計画上の記載を修正する必要があると考え
る。

防災行政無線は、建物や地形などの周辺環境の影響や住居の遮音
性向上などの要因で、伝達範囲に限界があるため、防災行政無線
以外の情報伝達手段の拡充に努めています。放送内容について
は、テレホンサービス、市HP、千葉市防災ポータルサイト、ちば
し安全・安心メールで発信しているとともに、その他の災害情報
などの重要なお知らせについては、ラジオ、Yahoo!防災速報（ス
マホアプリ）、SNSのほか、スマートフォン等を使用していない
方向けに自宅の電話・FAXに緊急情報を配信するサービスも行っ
ており、いずれかの方法で情報取得をできるよう案内していま
す。上記を踏まえ、修正案のとおりとします。

×

（修正なし） 市民等への情報伝達や避難指示等を迅速かつ
確実に実施するため、同報無線の整備拡充、
更新に努める。

5
共通編（82頁）
第2章 第5節 第2 5(2)
イ　所内設備

項目内で「所内」を「局内」に修正している
が、項目名は「所内」のままになっている。

ご意見のとおり修正いたします。
〇

イ　所内設備 イ　局内整備

6

①共通編（96頁）
第2章 第7節 第2　１
(3)避難行動要支援者名
簿の作成方法等　他

避難行動要支援者名簿情報及び個別避難計画
に係る記載箇所では、民生委員だけでなく児
童委員を併記する必要があると考える。

防災基本計画における避難行動要支援者名簿の整備及び個別避難
計画の策定に関する記載箇所において、民生委員だけでなく、児
童委員も併記されているため、ご意見のとおり修正します。 〇

（３）避難行動要支援者名簿の作成方法等
　避難行動要支援者名簿の情報は、（略）ち
ば消防共同指令センター、消防団、民生委員
及び児童委員で共有する。

（３）避難行動要支援者名簿の作成方法等
　避難行動要支援者名簿の情報は、（略）ち
ば消防共同指令センター、消防団及び民生委
員で共有する。

7

共通編（104頁）
第2章 第8節 第14
(2)災害時帰宅支援ス
テーションの確保と周知

帰宅支援ステーションの確保と周知に係る記
載箇所について、「連携して」とあるが、ど
こと連携するのかわからないため、連携先を
明記する必要があると考える。

災害時帰宅支援ステーションの認知度向上のために九都県市首脳
会議で連携を行う先は「事業者」です。
ご意見のとおり、連携先をわかりやすく明記いたします。

〇

九都県市首脳会議における協定締結事業者の
確保と併せて、市内で店舗を経営する事業者
との協定締結を進め、災害時帰宅支援ステー
ションを確保し、災害時帰宅支援ステーショ
ンの認知度向上のため、これらの事業者と連
携して、ホームページ、SNS、広報紙等を活
用した広報を実施する。

　九都県市首脳会議における協定締結事業者
の確保と併せて、市内で店舗を経営する事業
者との協定締結を進め、災害時帰宅支援ス
テーションを確保する。また、災害時帰宅支
援ステーションの認知度向上のため、連携し
て、ホームページや広報紙などを活用した広
報を実施する。

8

①共通編（105頁）
第2章 第9節 第1 1
(3)緊急輸送道路の改築
等　他

緊急輸送道路の改築等については、（一社）
建設業協会だけでなく、鋼橋の専門業者が参
加する必要があると考える。

本計画では応急復旧として、災害復旧における協定を締結してい
る（一社）千葉市建設業協会を記載しております。
上記理由から、修正案のとおりとします。
なお、本復旧の際には、ご意見いただいた専門業者の協力を得な
がら対応してまいります。

×

（修正なし） 第１　陸上輸送の環境整備
　【総務局危機管理部、財政局、建設局、千
葉国道事務所、千葉運輸支局、自衛隊、各鉄
道事業者、各輸送事業者、（一社）千葉市建
設業協会】

9
地震対策計画（45頁）
第3節 第2 2
(3)ヘコプターの活用

項目名において、ヘリコプターを「ヘコプ
ター」と記載している。計画上の記載を修正
する必要があると考える。

ご意見のとおり修正いたします。
〇

（３）ヘリコプターの活用 （３）ヘコプターの活用

10

①地震対策計画（117
頁）
第10節 第4 3
県の災害拠点病院の図
他

「千葉県の災害拠点病院」の図がわかりにく
い。
計画上の記載を修正する必要があると考え
る。

千葉県地域防災計画における図を一部抜粋しており、わかりづら
い表記となっていたため、ご意見を基に記載を修正いたします。

〇

11

風水害・雪害・火山災害
対策計画（84頁）
第9節 第5 １
(3)高潮

「伊勢湾台風級」だけでは、台風の規模がわ
からないので、台風の強さや大きさがわかる
ように、計画上の記載を修正する必要がある
と考える。

内閣府が作成した「避難情報に関するガイドライン」において、
伊勢湾台風級の規模が数値として表現されているため、ご意見の
とおり修正します。 〇

エ　「伊勢湾台風」級（中心気圧 930hPa 以
下又は最大風速 50m/s 以上）の台風が接近
し、上陸24時間前に、特別警報発表の可能性
がある旨、府県気象情報や気象庁の記者会見
等により周知された場合

エ　「伊勢湾台風」級の台風が接近し、上陸
24時間前に、特別警報発表の可能性がある
旨、府県気象情報や気象庁の記者会見等によ
り周知された場合

「千葉市地域防災計画及び千葉市水防計画の修正（案）」への意見の概要と市の考え方 当日配布資料

1



No. 記載場所 意見概要 意見に対する本市の考え方 修正 パブコメ実施後 パブコメ実施前

「千葉市地域防災計画及び千葉市水防計画の修正（案）」への意見の概要と市の考え方 当日配布資料

12
風水害・雪害・火山災害
対策計画（153頁）
第15節 住宅政策

【】内の団体名称に、誤って取り消し線が記
載されているため、計画上の記載を修正する
必要があると考える。

ご意見のとおり修正いたします。
〇

第１５節 住宅対策
【都市局、各区、県、（一社）千葉市建設業
協会、プレハブ建築協会】

第１５節 住宅対策
【都市局、各区、県、（一社）千葉市建設業
協会、プレハブ建築協会】

2



令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市地域防災計画　共通編

No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

1

共通編 目次

- -

・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に指定されたた
め。（追記）

2

共通編 第1章　総則

- -

・計画修正に伴う、所要の修正（修正）

3

共通編 第1章　総則 第１節　計画の
策定方針

2

第１節　計画の策定方針
第３　他の計画等との関係
２　千葉市基本計画との関係
　この計画は、「千葉市基本計画」と整合を図り、「安全で災害に強い、安
全・安心なまちづくり」の実現に向けて策定したものである。
　したがって、「千葉市基本計画」に修正が生じ、この計画を修正する必要
がある場合は、防災会議において調整を図るものとする。

第１節　計画の策定方針
第３　他の計画との関係
２　千葉市新基本計画との関係
　この計画は、「千葉市新基本計画」と整合を図り、「災害に強いまちづく
り」の実現に向けて策定したものである。
　したがって、「千葉市新基本計画」に修正が生じ、この計画を修正する必
要がある場合は、防災会議において調整を図るものとする。

・千葉市新基本計画は令和３年度末で計画期間を満了しているため。（削
除）
・千葉市基本計画で用いている表現と併せるため。（追記）

4

共通編 第1章　総則 第１節　計画の
策定方針

3

第１節　計画の策定方針
第３　他の計画等との関係
４　災害救助法との関係
　本計画は、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）に基づき、市長が
実施する救助又は同法が適用されない場合の救助に関する計画を包括
するものである。

第１節　計画の策定方針
第３　他の計画との関係
（追記）

・救助実施市に指定されたため。（追記）

5

共通編 第1章　総則 第2節
防災関係機関
の処理すべき
事務又は業務
の大綱

5

第１節　計画の策定方針
第１　市

第１節　計画の策定方針
第１　市

・救助実施市に指定されたため。（追記）
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令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市地域防災計画　共通編

No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

6

共通編 第1章　総則 第2節
防災関係機関
の処理すべき
事務又は業務
の大綱

6

第１節　計画の策定方針
第２　県

第１節　計画の策定方針
第２　県

・救助実施市に指定されたため。（修正）

7

共通編 第1章　総則 第2節
防災関係機関
の処理すべき
事務又は業務
の大綱

8

第１節　計画の策定方針
第５ 指定公共機関

第１節　計画の策定方針
第５ 指定公共機関

・新たに指定公共機関に指定されたため。（追記）

8

共通編 第1章　総則 第2節
防災関係機関
の処理すべき
事務又は業務
の大綱

9

第１節　計画の策定方針
第５ 指定公共機関

第１節　計画の策定方針
第５ 指定公共機関

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

9

共通編 第1章　総則 第2節
防災関係機関
の処理すべき
事務又は業務
の大綱

9

第２節　防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱
第５　指定公共機関

第２節　防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱
第５　指定公共機関

・千葉市を通過しているため。（追記）

10

共通編 第1章　総則 第2節
防災関係機関
の処理すべき
事務又は業務
の大綱

10

第２節　防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱
第６　指定地方公共機関

（削除）

第２節　防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱
第６　指定地方公共機関

・「千葉外房有料道路」の管理が移管されたため。（削除）
・公益法人に変更したため。（修正）
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令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市地域防災計画　共通編

No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

11

共通編 第1章　総則 第３節　市の概
況

13

第３節　市の概況
第１　自然的条件
１　位置
（略）
（２）緯度、経度
　千葉市役所（中央区千葉港１番１号）の緯度、経度は次のとおりである。
＜千葉市役所の緯度経度（令和4年1月13日時点）＞

（出典：国土地理院ホームページ「千葉県　市区町村の役所・役場及び東西
南北端点の経度緯度　（世界測地系）」）

（３）隣接市
　千葉市の隣接市は、次のとおりである。なお、西は東京湾に面してい
る。
＜千葉市の隣接市＞
（略）

第３節　市の概況
第１　自然的条件
１　位置
（略）
（２）緯度、経度
　千葉市役所（中央区千葉港１番１号）の緯度、経度は次のとおりである。
（追記）

（追記）

（３）隣接市
　千葉市の隣接市は、次のとおりである。なお、西は東京湾に面してい
る。
（追記）
（略）

・時点を記載（追記）
・時点更新による修正（修正）
・出典元を記載（追記）

12

共通編 第1章　総則 第３節　市の概
況

13

第３節　市の概況
第１　自然的条件
２　面積及びひろがり
（略）
＜千葉市の総面積及びひろがり（令和5年4月21日時点）＞

（出典：千葉市ホームページ「千葉市統計書(令和4年度版）」)

第３節　市の概況
第１　自然的条件
２　面積及びひろがり
（略）
（追記）

（追記）

・時点を記載（追記）
・時点更新による修正（修正）
・出典元を記載（追記）

13

共通編 第1章　総則 第３節　市の概
況

14

第３節　市の概況
第１　自然的条件
４　気象
　気象は、東京湾に面した海洋性の気象であり、関東平野中心部の気象
区に属し、年間平均気温16.7℃（令和4年）で、１年を通じおおむね温暖
な気候となっている。
　また、降水量は年間1427.5mm（令和4年）となっており、年間降水量
は減少傾向にある。
　※（出典：気象庁ホームページ「千葉（千葉県)　年ごとの値」）

第３節　市の概況
第１　自然的条件
４　気象
　気象は、東京湾に面した海洋性の気象であり、関東平野中心部の気象
区に属し、年間平均気温17℃（令和2年）で、１年を通じおおむね温暖な
気候となっている。
　また、降水量は年間1791.5mm（令和2年）となっており、年間降水量
は増加傾向にある。
　（追記）

・時点更新による修正（修正）
・出典元を記載（追記）

14

共通編 第1章　総則 第３節　市の概
況

15

第３節　市の概況
第２　社会的条件
１　人口
（１）人口と世帯
　令和２年10月1日の国勢調査の人口は974,951人で、世帯数は
445,814世帯であり、近年の人口の伸びは緩やかに推移している。
　さらに、国勢調査の平均世帯人員は、2.21人で核家族化の傾向が顕著
となっている。
　また、令和２年国勢調査による年齢別人口は、生産年齢人口（15～64
歳）の割合が61.8％（全国平均59.5％）、老年人口（65歳以上）は
26.8％（全国平均28.6％）となっており、出生率の低下により高齢化が
進んでいる。

第３節　市の概況
第２　社会的条件
１　人口
（１）人口と世帯
　平成27年10月1日の国勢調査の人口は971,882人で、世帯数は
417,857世帯であり、近年の人口の伸びは緩やかに推移している。
　さらに、国勢調査の平均世帯人員は、2.33人で核家族化の傾向が顕著
となっている。
　また、平成27年国勢調査による年齢別人口は、生産年齢人口（15～
64歳）の割合が62.4％（全国平均60.7％）、老年人口（65歳以上）は
24.9％（全国平均26.6％）となっており、出生率の低下により高齢化が
進んでいる。

・時点更新による修正（修正）
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令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市地域防災計画　共通編

No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

15

共通編 第1章　総則 第３節　市の概
況

15

第３節　市の概況
第２　社会的条件
１　人口
（２）行政地域別人口と世帯数
　地域別に見ると、市街地中心部である中央区と、東京に近い花見川区
の人口が大きい。また、年齢構成を見ると、中央区や緑区では比較的高
齢者が少ないが、将来的には急激な高齢化が想定される。
（令和２年10月1日現在）

第３節　市の概況
第２　社会的条件
１　人口
（２）行政地域別人口と世帯数
　地域別に見ると、市街地中心部である中央区と、東京に近い花見川区
の人口が大きい。また、年齢構成を見ると、美浜区では比較的高齢者が
少ないが、将来的には急激な高齢化が想定される。
（平成２７年10月1日現在）

・時点更新による修正（修正）

16

共通編 第1章　総則 第３節　市の概
況

16

第３節　市の概況
第２　社会的条件
１　人口
（３）昼夜間人口
（令和２年国勢調査）

出典：令和2年国勢調査
（https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/index.html）

第３節　市の概況
第２　社会的条件
１　人口
（３）昼夜間人口
（平成27年国勢調査）

（追記）

・時点更新による修正（修正）
・出典元を記載（追記）

17

共通編 第1章　総則 第３節 市の概
況

15

第３節　市の概況
第２　社会的条件
１　人口
（４）将来の見通し
　市の総人口は、2020年代前半をピークに、減少に転じる見通しであ
り、年少人口、生産年齢人口が減少し、高齢者人口が増加する見通し。
　また、高齢化率は、2040年に33.2％まで上昇する見通しであり、世
帯数は2030年頃にピークを迎え、平均世帯人員は減少傾向が続く見通
し。
※参考：千葉市ホームページ「人口の将来見通し」
（https://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/sogoseisaku/kik
aku/population2.html）

第３節　市の概況
第２　社会的条件
１　人口
（４）将来の見通し
　近年の人口増加率は徐々に小さくなっており、総人口は令和２年の約
98万人をピークに減少へ転じることが予想されている。
　また、高齢者（65歳以上）の人口が増加を続け、令和17年には3人に1
人が高齢者という超高齢社会が到来する見通しである。

・時点更新による修正（修正）
・出典元を記載（追記）

18

共通編 第1章　総則 第３節 市の概
況

16

第３節　市の概況
第２　社会的条件
2　交通
（1）道路
（略）
さらに、広域道路として（略）生実本納線（削除）
（略）

第３節　市の概況
第２　社会的条件
2　交通
（1）道路
（略）
さらに、広域道路として（略）生実本納線（千葉外房有料道路）
（略）

・「千葉外房有料道路」の管理が移管されたため。（削除）

19

共通編 第1章　総則 第４節　計画の
前提条件

24

第４節　計画の前提条件
第２　風水害・土砂災害・雪害・火山災害被害
１　風害
（略）
２　水害
（略）
３　高潮災害
（略）
４　土砂災害
（略）
５　雪害
（略）
６　火山災害
（略）

第４節　計画の前提条件
第２　風水害・土砂災害・雪害・火山災害被害
（１）　風害
（略）
（２）　水害
（略）
（３）　高潮災害
（略）
（４）　土砂災害
（略）
（５）　雪害
（略）
（６）　火山災害
（略）

・計画修正に伴う、所要の修正（修正）
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20

共通編 第２章　災害予
防計画

目次

29

・計画修正に伴う、所要の修正（修正）

21

共通編 第2章 災害予
防計画

第１節　防災体
制の整備

33

第１節　防災体制の整備
第１　防災組織の整備
８　ＮＰＯ・ボランティア等による災害活動の環境整備
　（略）
　市は、 このような事態に備え、ＮＰＯ・ボランティア等の協力活動が円滑
に行えるよう日本赤十字社千葉県支部、（削除）市社会福祉協議会、ＮＰＯ
等との連携を強化し、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支
援や活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図るとともに、災
害時の中核となる（削除）市災害ボランティアセンターの活動が円滑に行
われるよう、情報を共有する場の整備に努め、また、市民に災害時におけ
るボランティア活動や事前の登録等について広く呼びかけ、ボランティア
の意識の啓発や育成に努めるとともに、避難所運営委員会と協力して避
難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に
努める。

第１節　防災体制の整備
第１　防災組織の整備
８　ＮＰＯ・ボランティア等による災害活動の環境整備
　（略）
　（追記） このような事態に備え、ＮＰＯ・ボランティア等の協力活動が円
滑に行えるよう日本赤十字社千葉県支部、千葉市社会福祉協議会、ＮＰＯ
等との連携を強化し、（追記）中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動
支援や活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図るとともに、
災害時の中核となる千葉市災害ボランティアセンターの活動が円滑に行
われるよう、情報を共有する場の整備に努め、また、市民に災害時におけ
るボランティア活動や事前の登録等について広く呼びかけ、ボランティア
の意識の啓発や育成に努める（追記）。

・防災基本計画の修正を反映するため。（追記）
・団体名称を計画内で統一するため。（削除）

21

共通編 第2章 災害予
防計画

第１節　防災体
制の整備

35

第１節　防災体制の整備
第２　防災拠点施設の整備
３　市総合防災拠点

（削除）

第１節　防災体制の整備
第２　防災拠点施設の整備
３　市総合防災拠点

・所要の修正（削除）

22

共通編 第2章 災害予
防計画

第１節　防災体
制の整備

35

第１節　防災体制の整備
第２　防災拠点施設の整備
４ 市広域防災拠点

第１節　防災体制の整備
第２　防災拠点施設の整備
４ 市広域防災拠点

・千葉市蘇我スポーツ公園の整備事業が完了したため。（削除）
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23

共通編 第2章 災害予
防計画

第１節　防災体
制の整備

36

第１節　防災体制の整備
第３　情報連絡体制の整備
　大規模災害発生時には、（略）災害時優先電話指定の拡充、通信網の強
化（冗長化）等により、情報連絡体制の確保を図る。なお、（略）

第１節　防災体制の整備
第３　情報連絡体制の整備
　大規模災害発生時には、（略）災害時優先電話指定の拡充（追記）等によ
り、情報連絡体制の確保を図る。なお、（略）

・実施済みの対策を追記（追記）

24

共通編 第2章 災害予
防計画

第１節　防災体
制の整備

37

第１節　防災体制の整備
第３　情報連絡体制の整備
１　施設・設備の整備
（２）事業計画
ア　機器の整備
（ア）防災行政無線の整備
 総務省の基本方針に基づき、（削除）６０MHz帯アナログ設備について令
和４年度までに更新し、（削除）デジタル化を行った。

第１節　防災体制の整備
第３　情報連絡体制の整備
１　施設・設備の整備
（２）事業計画
ア　機器の整備
（ア）防災行政無線の整備
 総務省の基本方針に基づき、現行６０MHz帯アナログ設備について令和
４年度まで（追記）のデジタル化を進める。

・対策事業の完了に伴い、表現を修正（削除、追記、修正）

25

共通編 第2章 災害予
防計画

第１節　防災体
制の整備

38

第１節　防災体制の整備
第３　情報連絡体制の整備
１　施設・設備の整備
（２）事業計画
ア　機器の整備
（カ）庁内の通信網の強化
　サーバ群が設置されたデータセンタと主要拠点（本庁等）との通信網
や、千葉県セキュリティクラウドへの通信網を冗長化（マルチキャリア等）
することで、強化している。

第１節　防災体制の整備
第３　情報連絡体制の整備
１　施設・設備の整備
（２）事業計画
ア　機器の整備
（カ）庁内の通信網の強化
　サーバ群が設置されたデータセンタと主要拠点（本庁等）との通信網
や、千葉県セキュリティクラウドへの通信網を冗長化（マルチキャリア等）
することで、強化を図る。

・対策事業の完了に伴い、表現を修正（修正）

26

共通編 第2章 災害予
防計画

第１節　防災体
制の整備

38

第１節　防災体制の整備
第３　情報連絡体制の整備
１　施設・設備の整備
（２）事業計画
イ　災害時優先電話指定の拡充
　市各部局、市出先機関、防災関係機関に関し、災害時優先電話指定の拡
充を通信回線契約業者に要請し、有事緊急連絡体制の確立に万全を期
す。
　※情報伝達体系図、千葉市総合防災情報災害情報共有システム、千葉
市防災ポータルサイト（資料2-24）

第１節　防災体制の整備
第３　情報連絡体制の整備
１　施設・設備の整備
（２）事業計画
イ　災害時優先電話指定の拡充
　市各部局、市出先機関、防災関係機関に関し、災害時優先電話指定の拡
充を通信回線契約業者に要請し、有事緊急連絡体制の確立に万全を期
す。
　※情報伝達体系図、千葉市災害情報共有システム、千葉市防災ポータル
サイト（資料2-24）

・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正）

27

共通編 第2章 災害予
防計画

第2節　安全で
災害に強いま
ちづくりの推
進

41

第2節　安全で災害に強いまちづくりの推進
第２　市街地の整備
１　市街地再開発事業の推進

第2節　安全で災害に強いまちづくりの推進
第２　市街地の整備
１　市街地再開発事業の推進
①修正
②追加

・時点更新による修正（修正）

28

共通編 第2章 災害予
防計画

第2節　安全で
災害に強いま
ちづくりの推
進

41

第2節　安全で災害に強いまちづくりの推進
第２　市街地の整備
２　土地区画整理事業等の推進

第2節　安全で災害に強いまちづくりの推進
第２　市街地の整備
２　土地区画整理事業等の推進

・時点更新による修正（修正）
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29

共通編 第2章 災害予
防計画

第2節　安全で
災害に強いま
ちづくりの推
進

43

第2節　安全で災害に強いまちづくりの推進
第４　道路・橋梁(きょうりょう)の整備
１　幹線道路
（１）現況
（令和５年４月１日現在）

※国道の総路線数は5路線、市管理はそのうち2路線（削除）（うち1路線
は一部区間）である。

第2節　安全で災害に強いまちづくりの推進
第４　道路・橋梁(きょうりょう)の整備
１　幹線道路
（１）現況
（平成２９年４月１日現在）

※国道の総路線数は5路線、市管理はそのうち2路線の（追記）一部区間
（追記）である。

・時点更新による修正（修正）

30

共通編 第2章 災害予
防計画

第2節　安全で
災害に強いま
ちづくりの推
進

50

第2節　安全で災害に強いまちづくりの推進
第８　河川・排水路等の整備
３ 一級・二級河川の洪水浸水想定区域図の（削除）公表
　市民等に水害の危険性を正しく認識してもらうことで、防災意識の向上
により被害の軽減につなげるため、公表された洪水浸水想定区域等を記
載した（削除）浸水想定図の周知に努める。

第2節　安全で災害に強いまちづくりの推進
第８　河川・排水路等の整備３ 都川水系浸水想定図・村田川浸水想定（追
記）図の作成・公表
　市民等に水害の危険性を正しく認識してもらうことで、防災意識の向上
により被害の軽減につなげるため、（追記）浸水想定区域等を記載した都
川水系浸水想定図・村田川浸水想定図を作成し周知に努める。

・浜田川、印旛放水路、勝田川、浜野川、生実川の洪水浸水想定区域図が公
表されたため。（修正、削除）
・所要の修正（追記）
・現在の運用に合わせて修正するため。（削除、修正）

31

共通編 第2章 災害予
防計画

第３節　被害の
軽減

54

第３節　被害の軽減
第1　地震火災の防止
３　火災の拡大防止
（１）常備消防の強化
　ア　消防力の現況
　千葉市の常備消防は、千葉市消防局のもと、各区各署・計６消防署、19
出張所の体制のもと、消防車両及び資機材の整備を図り、消防活動にあ
たっている。

第３節　被害の軽減
第1　地震火災の防止
３　火災の拡大防止
（１）常備消防の強化
　ア　消防力の現況
　千葉市の常備消防は、千葉市消防局のもと、各区各署・計６消防署、1８
出張所の体制のもと、消防車両及び資機材の整備を図り、消防活動にあ
たっている。

・あすみが丘出張所が新設されたため。（追記）

32

共通編 第2章 災害予
防計画

第３節　被害の
軽減

55

第３節　被害の軽減
第２　津波・高潮対策
３　標識等の整備
　【総務局危機管理部】
　　津波・高潮等に対応するため誘導標識等の設置を進める。

第３節　被害の軽減
第２　津波・高潮対策
３　標識等の整備
　【総務局危機管理部】
　　津波・高潮等に対応するため誘導標識（追記）の設置を進める。

・現在の運用に合わせて修正するため。（追記）

33

共通編 第2章 災害予
防計画

第３節　被害の
軽減

59

第３節　被害の軽減
第４　土砂災害等の防止
（略）
１　土砂災害の危険がある区域
（略）
３　各法令等（各危険箇所）に基づく対応
（略）
（４）盛土の崩落を防ぐ安全対策
　市は、盛土による災害防止に向けた総点検等を踏まえ、危険が確認さ
れた盛土について、各法令に基づき、速やかに撤去命令等の是正指導を
行うものとする。
（５）山地災害対策（山地災害危険地区（山腹崩壊危険地区））
（略）

第３節　被害の軽減
第４　土砂災害等の防止
（略）
１　土砂災害の危険がある（追記）
（略）
３　各法令等（各危険箇所）に基づく対応
（略）
（追記）

（４）山地災害対策（山地災害危険地区（山腹崩壊危険地区））
（略）

・所要の修正（追記）
・防災基本計画の修正を反映するため。（追記）

34

共通編 第2章 災害予
防計画

第３節　被害の
軽減

62

第３節　被害の軽減
第５　ブロック塀等対策
　【都市局、施設管理者、（一社）千葉市建設業協会】
（略）
１　事前指導の強化
（略）こうした被害の反省を踏まえ、建築物建築確認に伴う事前指導を強
化するとともに、（一社）千葉市建設業協会等関係業者の協力を要請し
（略）

第３節　被害の軽減
第５　ブロック塀等対策
　【都市局、施設管理者、千葉市建設業協会】
（略）
１　事前指導の強化
（略）
　　こうした被害の反省を踏まえ、建築物建築確認に伴う事前指導を強化
するとともに、千葉市建設業協会等関係業者の協力を要請し（略）

・団体名称を計画内で統一するため。（修正）
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35

共通編 第2章 災害予
防計画

第３節　被害の
軽減

68

第３節　被害の軽減
第８　風水害その他の災害の防止
１　風害防止対策
（１）台風・竜巻等に関する知識の普及啓発　【総務局危機管理部】
　ア　気象情報の確認
（略）
　なお、竜巻などの激しい突風に関する気象情報には、事前に注意を呼び
かける「予告的な気象情報」と「雷注意報」、竜巻等の激しい突風が発生し
やすい気象状況になった時点の「竜巻注意情報」があり、「予告的な気象
情報」と「雷注意報」は各地の気象台から、「竜巻注意情報」は気象庁から
発表される。

第３節　被害の軽減
第８　風水害その他の災害の防止
１　風害防止対策
（１）台風・竜巻等に関する知識の普及啓発　【総務局危機管理部】
　ア　気象情報の確認
（略）
　なお、竜巻などの激しい突風に関する気象情報には、事前に注意を呼び
かける「予告的な気象情報」と「雷注意報」、竜巻等の激しい突風が発生し
やすい気象状況になった時点の「竜巻注意情報」があり、（追記）各地の気
象台から（追記）発表される。

・「竜巻注意情報」の発表方法が変更となったため。（追記）

36

共通編 第2章 災害予
防計画

第３節　被害の
軽減

68

第３節　被害の軽減
第８　風水害その他の災害の防止
１　風害防止対策
（３）電話施設対策 【ＮＴＴ東日本㈱】
　以下のとおり、局外設備、局内設備対策を実施するとともに、通信施設
途絶時の対策として、可搬型無線装置等を配備している。
また、海岸線付近に設置する空中線については、塩害防止対策を施して
いる。
　ア 　局外設備
過去の発生地域の調査検討により、工法上の補強を施して重複災害の発
生を防ぐとともに設備の２ルート化対策を実施する。

第３節　被害の軽減
第８　風水害その他の災害の防止
１　風害防止対策
（３）電話施設対策 【ＮＴＴ東日本㈱】
　以下のとおり、通信線路設備、局内設備対策を実施するとともに、通信
施設途絶時の対策として、可搬型無線装置等を配備している。
なお、海岸線付近に設置する空中線については、塩害防止対策を施して
いる。
　ア 過去の発生地域の調査検討により、工法上の補強を施して重複障害
の発生を防ぐとともに設備の２ルート化対策を実施する。

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

37

共通編 第2章 災害予
防計画

第４節  津波災
害予防対策

71

第４節  津波災害予防対策（津波避難計画予防編）
　２０１１年３月の東日本大震災（Ｍ9.0）では、（略）保安林などのハード対
策を組み合わせ、ソフト・ハードを織り交ぜた総合的な津波対策を推進す
る。
　（略）
　津波対策の推進にあたっては、津波に関する防災教育、訓練、津波から
の避難の確保等を効果的に実施するため、デジタル技術を活用するよう
努めるものとする。

第４節  津波災害予防対策（津波避難計画予防編）
　２０１１年３月の東日本大震災（Ｍ9.0）では、（略）保安林などのハード対
策を組み合わせ、ソフト・ハードを織り交ぜた総合的な津波対策を推進す
る。
　（略）
　（追記）

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

38

共通編 第2章 災害予
防計画

第４節  津波災
害予防対策

74

第４節  津波災害予防対策（津波避難計画予防編）
第２　津波避難対策
３　津波避難体制の確立
（２）市民等の避難誘導体制
エ　市は、避難場所の表示板や避難誘導標識等の整備に努める。

第４節  津波災害予防対策（津波避難計画予防編）
第２　津波避難対策
３　津波避難体制の確立
（２）市民等の避難誘導体制
エ　市は、避難場所の案内板や避難誘導標識等の整備に努める。

・文言の整理（修正）

39

共通編 第2章 災害予
防計画

第４節  津波災
害予防対策

75

第４節  津波災害予防対策（津波避難計画予防編）
第３　津波避難ビル等の指定・整備
　　市は、「千葉県津波避難計画策定指針」や（略）、できるだけ短時間に避
難が可能となるよう、津波避難ビル等の指定・整備をしている。

第４節  津波災害予防対策（津波避難計画予防編）
第３　津波避難ビル等の指定・整備
　　市は、「千葉県津波避難計画策定指針」や（略）、できるだけ短時間に避
難が可能となるよう、津波避難ビル等の指定・整備を進める。

・文言の整理（修正）

40

共通編 第2章 災害予
防計画

第５節　都市公
共施設の災害
対応力の強化

79

第５節　都市公共施設の災害対応力の強化
第２　ライフライン施設
２　下水道施設、農業集落排水施設
　ウ　農業集落排水管路施設台帳の整備
　管路施設をデジタルマッピング化し、下水道システムへ取り込むことに
より、埋設管渠(かんきょ)やポンプ施設に係る情報の検索性の向上等に
努めている。

第５節　都市公共施設の災害対応力の強化
第２　ライフライン施設
２　下水道施設、農業集落排水施設
　ウ　農業集落排水管路施設台帳の整備
　埋設管渠(かんきょ)やポンプ施設に係る情報の検索性の向上等のた
め、管路施設をデジタルマッピング化し、下水道システムへ取り込むこと
を検討する。

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）
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41

共通編 第2章 災害予
防計画

第５節　都市公
共施設の災害
対応力の強化

82

第５節　都市公共施設の災害対応力の強化
第２　ライフライン施設
５　電話施設
（２）施設の現況
（略）
　イ　局内設備
　（ア）局内に設置する通信装置等は、地震動による倒壊、損傷を防止
　　　するため、耐震措置を行っている。
　（イ）局内に設置する通信装置等は耐火対策を行っている。
　ウ　局外設備
　（イ）非常用可搬形加入者線収容装置
　　　局内通信設備が被災した場合、重要な通信を確保するため、
　　　代替交換装置として、非常用可搬形加入者線収容装置を配備
　　　している。

第５節　都市公共施設の災害対応力の強化
第２　ライフライン施設
５　電話施設
（２）施設の現況
（略）
　イ　所内設備
　（ア）所内に設置する通信装置等は、地震動による倒壊、損傷を防止
　　　するため、耐震措置を行っている。
　（イ）所内に設置する通信装置等は耐火対策を行っている。
　ウ　所外設備
　（イ）非常用可搬形加入者線収容装置
　　　　所内通信設備が被災した場合、重要な通信を確保するため、
　　　代替交換装置として、非常用可搬形加入者線収容装置を配備
　　　している。

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

42

共通編 第2章 災害予
防計画

第５節　都市公
共施設の災害
対応力の強化

83

第５節　都市公共施設の災害対応力の強化
第２　ライフライン施設
６　鉄道等
　【ＪＲ東日本㈱千葉支社、日本貨物鉄道㈱、京成電鉄㈱、千葉都市モノ
レール㈱】
（略）
（２）事業計画
　　　以下には、ＪＲ東日本㈱千葉支社の計画のあらましを掲げる。

第５節　都市公共施設の災害対応力の強化
第２　ライフライン施設
６　鉄道等
　【ＪＲ東日本㈱（追記）、日本貨物鉄道㈱、京成電鉄㈱、千葉都市モノレー
ル㈱】

（２）事業計画
　　　以下には、ＪＲ東日本㈱（追記）の計画のあらましを掲げる。

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

43

共通編 第2章 災害予
防計画

第５節　都市公
共施設の災害
対応力の強化

83

第５節　都市公共施設の災害対応力の強化
第2　ライフライン施設
6　鉄道等
（２）事業計画
（３）インフラの活用【千葉都市モノレール㈱】
　モノレールインフラを活用し、発電する電力（太陽光発電、回生電力等）
を近隣施設や避難所等（千葉公園）へ供給する。

第５節　都市公共施設の災害対応力の強化
第2　ライフライン施設
6　鉄道等
（２）事業計画
オ　インフラの活用【千葉都市モノレール㈱】
　モノレールインフラを活用し、発電する電力（太陽光発電、回生電力等）
を近隣施設や避難所（追記）へ供給する。

・「（２）事業計画」は「ＪＲ東日本㈱千葉支社」の計画のあらましに係る項目
であり、千葉都市モノレール（株）に係る記載と分ける必要があるため。（修
正）
・広域避難場所である千葉公園に避難してきた人が、充電できるようにR5
年度に設備を追加するため。（追記）

44

共通編 第2章 災害予
防計画

第５節　都市公
共施設の災害
対応力の強化

84

第５節　都市公共施設の災害対応力の強化
第３　道路・橋梁(きょうりょう)
（略）
道路の安全化については緊急輸送道路や災害時の（削除）道路等につい
て、道路パトロール等を実施し、道路の維持管理に努める
（略）

１　道路防災計画
（１）市の対策　【建設局】
　（略）
　緊急輸送道路として指定されている路線や、（削除）道路については、よ
り一層安全性の確保に努め、必要に応じて、拡幅（削除）の整備等を行う
（削除）。

（２）県の対策【千葉県（削除）】
（略）

第５節　都市公共施設の災害対応力の強化
第３　道路・橋梁(きょうりょう)
（略）
道路の安全化については緊急輸送道路や災害時の避難所に通じる道路
等について、道路パトロール等を実施し、道路の維持管理に努める
（略）

１　道路防災計画
（１）市の対策　【建設局】
　（略）
　緊急輸送道路として指定されている路線や、避難所に通じる道路につ
いては、より一層安全性の確保に努め、必要に応じて、拡幅等の整備（追
記）を行うものとする。

（２）県の対策　【千葉県道路公社】
（略）

・現在の運用に合わせて修正するため。（削除）
・「千葉外房有料道路」の管理が移管されたため。（削除）
・緊急輸送路の無電中化を含めた表現に修正するため。（追記、削除）

45

共通編 第2章 災害予
防計画

第５節　都市公
共施設の災害
対応力の強化

84

第５節　都市公共施設の災害対応力の強化
第３　道路・橋梁(きょうりょう)
（略）
２　橋梁(きょうりょう)防災計画
（２）国の対策　【千葉国道事務所】
　　緊急輸送道路上の橋梁について、耐震補強を推進していく。
（大規模な地震時でも軽微な損傷に留まり、速やかな機能回復が可能と
なる対策を実施）

第５節　都市公共施設の災害対応力の強化
第３　道路・橋梁(きょうりょう)
（略）
２　橋梁(きょうりょう)防災計画
（２）国の対策　【千葉国道事務所】
　震災点検による計画に基づいて、耐震対策を進めていく。

・国の対策が更新されたため。（修正）
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46

共通編 第2章 災害予
防計画

第６節　安全避
難の環境整備

87

第６節　安全避難の環境整備
第１　指定緊急避難場所等の指定・整備
１　避難場所、避難所
（２）避難所
（略）
イ　整備目標
　市立の各小・中学校（略）努める。
　また、必要に応じ、良好な生活環境を確保するために、換気、照明等の
設備や停電に対応できる非常用発電機等の整備・改修、自立・分散型エネ
ルギーの導入及び感染症対策を踏まえたパーティション等の整備、季節
対策として、寒さ対策や暑さ対策など、季節の移り変わりにも柔軟に対
応できる環境づくりに努めるものとする。
　さらに、食料、ペットボトル入り飲料水（略）を進める（削除）とともに指
定避難所のうち（略）環境の整備を進める。

第６節　安全避難の環境整備
第１　指定緊急避難場所等の指定・整備
１　避難場所、避難所
（２）避難所
（略）
イ　整備目標
　市立の各小・中学校（略）努め、必要に応じ、良好な生活環境を確保する
ために、換気、照明等の設備や停電に対応できる非常用発電機等の整
備・改修、自立・分散型エネルギーの導入及び感染症対策を踏まえたパー
ティション等の整備（追記）に努めるものとする。

　また、食料、ペットボトル入り飲料水（略）を進める。
　さらに、指定避難所のうち（略）環境の整備を進める。

・防災基本計画の修正を反映するため。（追記）

47

共通編 第2章 災害予
防計画

第６節　安全避
難の環境整備

87

第６節　安全避難の環境整備
第１　指定緊急避難場所等の指定・整備
１　避難場所、避難所
（２）避難所
エ　避難所の開設
※避難所開設・運営マニュアル例

第６節　安全避難の環境整備
第１　指定緊急避難場所等の指定・整備
１　避難場所、避難所
（２）避難所
エ　避難所の開設
※避難所開設・運営マニュアル（追記）

・令和4年4月にマニュアルを改訂したため。（追記）

48

共通編 第2章 災害予
防計画

第６節　安全避
難の環境整備

88

第６節　安全避難の環境整備
第１　指定緊急避難場所等の指定・整備
１　避難場所、避難所
（２）避難所
　オ　避難所の運営
　避難所は（略）主体として避難所を開設・運営を行う体制を整備する。こ
の際、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材に対し
て協力を求めるなど、地域全体で避難者を支えることができるよう留意
すること。
　また、避難所を運営するにあたっては（略）

第６節　安全避難の環境整備
第１　指定緊急避難場所等の指定・整備
１　避難場所、避難所
（２）避難所
　オ　避難所の運営
　避難所は（略）主体として避難所を開設・運営を行う体制を整備する。
（追記）

　また、避難所を運営するに当たっては（略）

・防災基本計画の修正を反映するため。（追記）

49

共通編 第2章 災害予
防計画

第６節　安全避
難の環境整備

89

第６節　安全避難の環境整備
第１　指定緊急避難場所等の指定・整備
４　指定等の通知及び広報
　また、速やかに市の広報紙（市政だより）、ホームページ等で市民への周
知徹底を図る。

第６節　安全避難の環境整備
第１　指定緊急避難場所等の指定・整備
４　指定等の通知及び広報
　また、速やかに市の広報誌（市政だより）、ホームページ等で市民への周
知徹底を図る。

・所要の修正（修正）

共通編 第2章 災害予
防計画

第６節　安全避
難の環境整備

90

第６節　安全避難の環境整備
第２　避難誘導体制の整備

第６節　安全避難の環境整備
第２　避難誘導体制の整備

・「避難情報に関するガイドライン（内閣府作成）」の改訂に合わせて記載を
修正するため。（削除）
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50

共通編 第2章 災害予
防計画

第６節　安全避
難の環境整備

90

第６節　安全避難の環境整備
第２　避難誘導体制の整備
２ 避難場所等の表示板、標識等の整備 【総務局危機管理部】
（２）事業計画
ア　避難場所等表示板の整備
　避難場所・避難所及び広域避難場所（削除）について、新規に指定する
際に整備する。

イ 誘導標識等の整備
　既に設置済みの誘導標識、広域避難場所明示標識等の維持管理を行う
とともに、要配慮者への配慮等をも含めた内容の再検討を行い、適切な
ものの整備（削除）を進める。

ウ 避難場所案内図の再整備
　スマートフォンなどのデバイスにより、自身の周辺の避難場所等の位置
が容易に把握できることなどを踏まえながら、避難場所案内図の必要性
を勘案して再整備を検討する。

第６節　安全避難の環境整備
第２　避難誘導体制の整備
２ 津波避難ビルの表示板、標識等の整備 【総務局危機管理部】
（２）事業計画
ア 避難場所周辺の安全性確保
　避難場所・避難所及び広域避難場所周辺について、地震被害想定等を
もとにして、安全性の検討を行い、看板等設置場所の見直し整備を進め
る。

イ 誘導標識等の整備
　既に設置済みの誘導標識、（追記）避難場所明示標識等の維持管理を行
うとともに、要配慮者への配慮等をも含めた内容の再検討を行い、適切
なものの整備・増設を進める。

ウ 避難場所案内図の再整備・増設
　現行の避難場所案内図は、略図形式のため、貼り紙をされたり、管理に
困難が伴うケースがある。
　そのため、「まちの案内図」の図上に避難場所等の所在を併記するな
ど、地理不案内な人に対してはもちろん、施設そのものの所在を知って
いる市民に対しても多目的に利用されるものとなるよう検討する。

・計画修正に伴う、所要の修正（修正）
・現在の運用に合わせて修正するため。（削除、修正、追記）

51

共通編 第2章 災害予
防計画

第６節　安全避
難の環境整備

91

第６節　安全避難の環境整備
第２　避難誘導体制の整備
３　避難誘導体制の確立
（１）総務局・消防局及び区の対策
イ　状況判断基準等の確立
　また、国が作成した「避難情報に関するガイドライン」に基づき、「高齢者
等避難」を含め避難情報を適切に発令するための判断基準等の確立を図
る。

第６節　安全避難の環境整備
第２　避難誘導体制の整備
３　避難誘導体制の確立
（１）総務局・消防局及び区の対策
イ　状況判断基準等の確立
　また、国が作成した「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライ
ン」に基づき、「避難準備・高齢者等避難開始」を含め避難の勧告・指示を
適切に発令するための判断基準等の確立を図る。

・「避難情報に関するガイドライン（内閣府作成）」の改訂に合わせて記載を
修正するため。（修正）

52

共通編 第2章 災害予
防計画

第６節　安全避
難の環境整備

93

第６節　安全避難の環境整備
第２　避難誘導体制の整備
３　避難誘導体制の確立
（２）警察署の対策　【千葉市警察部、各警察署】

第６節　安全避難の環境整備
第２　避難誘導体制の整備
３　避難誘導体制の確立
（２）警察署の対策　【千葉市警察部、各警察署】

・「避難情報に関するガイドライン（内閣府作成）」の改訂に合わせて記載を
修正するため。（削除）

53

共通編 第2章 災害予
防計画

第７節　要配慮
者の安全確保

94

第７節　要配慮者の安全確保
第１　基本的な考え方
２　千葉市災害時要配慮者支援計画]
　市は、要配慮者対策を重点的に具体化した個別計画として、（略）高齢者
等避難の発令・伝達、（略）

第７節　要配慮者の安全確保
第１　基本的な考え方
２　千葉市災害時要配慮者支援計画]
　市は、要配慮者対策を重点的に具体化した個別計画として、（略）避難準
備・高齢者等避難開始等の発令・伝達、（略）

・「避難情報に関するガイドライン（内閣府作成）」の改訂に合わせて記載を
修正するため。（修正）

54

共通編 第2章 災害予
防計画

第７節　要配慮
者の安全確保

95

第７節　要配慮者の安全確保
第１　基本的な考え方
４　災害に強いまちづくりの推進
（２）地域の防災力向上に向けた取り組み
　市は、地域ぐるみの支援体制づくりを実現するために、自主防災組織、
社会福祉施設、民間福祉団体、民生委員児童委員協議会（削除）等相互の
連携の充実に努める。

５　被災者等への的確な情報伝達
　市は、障害の種類及び程度に応じて障害者が防災及び防犯に関する情
報を迅速かつ確実に取得することができるようにするため、体制の整備
充実、設備又は機器の設置の推進その他の必要な施策を講ずる。

第７節　要配慮者の安全確保
第１　基本的な考え方
４　災害に強いまちづくりの推進
（２）地域の防災力向上に向けた取り組み
　市は、地域ぐるみの支援体制づくりを実現するために、自主防災組織、
社会福祉施設、民間福祉団体、民生委員児童委員協議会、社会福祉協議
会地区部会 等相互の連携の充実に努める。

（追記）

・現在の運用に合わせて修正するため。（削除）
・防災基本計画の修正を反映するため。（追記）
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55

共通編 第2章 災害予
防計画

第７節　要配慮
者の安全確保

96

第７節　要配慮者の安全確保
第２　在宅の要配慮者に対する対応
１　避難行動要支援者名簿の整備
（３）避難行動要支援者名簿の作成方法等
　避難行動要支援者名簿の情報は、（略）ちば消防共同指令センター、消
防団、民生委員及び児童委員で共有する。

第７節　要配慮者の安全確保
第２　在宅の要配慮者に対する対応
１　避難行動要支援者名簿の整備
（３）避難行動要支援者名簿の作成方法等
　避難行動要支援者名簿の情報は、（略）ちば消防共同指令センター、消
防団及び民生委員（追記）で共有する。

・防災基本計画の修正を反映するため。（修正、追記）

56

共通編 第2章 災害予
防計画

第７節　要配慮
者の安全確保

97

第７節　要配慮者の安全確保
第２ 在宅の要配慮者に対する対応
２　避難行動要支援者の名簿情報の提供
（２）避難支援等関係者
（略）
　千葉県警察、（削除）市社会福祉協議会、自主防災組織、町内自治会、マ
ンション管理組合、その他避難支援等の実施に携わる関係者として規則
で定めるものをいう。
（略）

４　個別避難計画
　総務局危機管理部や保健福祉局など関係部局の連携の下、福祉専門
職、市社会福祉協議会、民生委員、児童委員、地域住民、ＮＰＯ等の避難
支援等に携わる関係者と連携して、名簿情報に係る避難行動要支援者ご
とに、作成の同意を得て、個別避難計画を作成するよう努める。この場
合、例えば積雪寒冷地における積雪や凍結といった地域特有の課題に留
意する。
　また、個別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハ
ザードマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反
映したものとなるよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等の
事態が生じた場合においても、計画の活用に支障が生じないよう、個別
避難計画情報の適切な管理に努める。
　なお、策定に際しては、デジタル技術を活用するよう積極的に検討す
る。

第７節　要配慮者の安全確保
第２ 在宅の要配慮者に対する対応
２　避難行動要支援者の名簿情報の提供
（２）避難支援等関係者
（略）
　千葉県警察、千葉市社会福祉協議会、自主防災組織、町内自治会、マン
ション管理組合、その他避難支援等の実施に携わる関係者として規則で
定めるものをいう。
（略）

（追記）

・団体名称を計画内で統一するため。（削除）
・防災基本計画の修正を反映するため。（追記）

57

共通編 第2章 災害予
防計画

第７節　要配慮
者の安全確保

98

第７節　要配慮者の安全確保
第２ 在宅の要配慮者に対する対応
５　個別避難計画の提供
　市は、消防機関、都道府県警察、民生委員・児童委員、市社会福祉協議
会、自主防災組織など避難支援等に携わる関係者に対し、避難行動要支
援者本人及び避難支援等実施者の同意がある場合には、あらかじめ個別
避難計画を提供する。また、個別避難計画の実効性を確保する観点等か
ら、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達
体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層
図るものとする。その際、個別避難計画情報の漏えいの防止等必要な措
置を講じるものとする。

６　避難支援体制の整備
（略）
（４）安否情報の収集等
　避難行動要支援者は、高齢者等避難等を確実に受信できていない場合
も多いことから、（略）

７　避難所等の整備
（１）福祉避難所（福祉避難室及び拠点的福祉避難所）の設置・運営
（略）
　また、要配慮者に対して円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達
手段の確保に努める。

８　市民への防災知識の普及・啓発

９　在宅避難者への支援

第７節　要配慮者の安全確保
第２ 在宅の要配慮者に対する対応
　（追記）

４　避難支援体制の整備
（略）
（４）安否情報の収集等
　避難行動要支援者は、避難準備・高齢者等避難開始等を確実に受信で
きていない場合も多いことから、（略）

５　避難所等の整備
（１）福祉避難所（福祉避難室及び拠点的福祉避難所）の設置・運営
（略）
（追記）

６　市民への防災知識の普及・啓発

７　在宅避難者への支援

・防災基本計画の修正を反映するため。（追記）
・「避難情報に関するガイドライン（内閣府作成）」の改訂に合わせて記載を
修正するため。（修正）
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58

共通編 第2章 災害予
防計画

第７節　要配慮
者の安全確保

100

第７節　要配慮者の安全確保
第３　社会福祉施設等における対策
２　防災教育・訓練の実施
　各施設の管理者は、施設の職員や入所者及び児童生徒が災害に関する
基礎的な知識や災害時に取るべき行動について理解や関心を高めるた
め、家庭や地域の消防団員等との連携により、防災教育を定期的に実施
する。

第７節　要配慮者の安全確保
第３　社会福祉施設等における対策
２　防災教育・訓練の実施
　各施設の管理者は、施設の職員や入所者及び児童生徒が災害に関する
基礎的な知識や災害時に取るべき行動について理解や関心を高めるた
め（追記）の防災教育を定期的に実施する。

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

59

共通編 第2章 災害予
防計画

第７節　要配慮
者の安全確保

101

第７節　要配慮者の安全確保
第４ 日本語の理解が十分ではない外国人等への対策
４　支援体制
　また、日本語の理解が十分ではない外国人向けの（略）
　さらに日本語理解が十分でない外国人とコミュニケーションをとるた
め、翻訳アプリを活用していく。

第７節　要配慮者の安全確保
第４ 日本語の理解が十分ではない外国人等への対策
４　支援体制
　また、日本語の理解が十分ではない外国人向けの（略）
　（追記）

・防災基本計画の修正をふまえ、本市の現状に即した記載に修正（追記）

60

共通編 第2章 災害予
防計画

第８節　帰宅困
難者等対策

102

第８節　帰宅困難者等対策
第１　基本的な考え方
２　一斉帰宅の抑制
（２）安否確認手段の普及・啓発
Ｘ（旧：Twitter）・Facebook・LINE等のSNS～に追加修正する。

第８節　帰宅困難者等対策
第１　基本的な考え方
２　一斉帰宅の抑制
（２）安否確認手段の普及・啓発
ツイッター・Facebook（追記）等のSNS～に追加修正する。

・所要の修正（修正）
・LINEの普及率は全年代総合で９０％を超えており、手段のひとつとして
有効と考えられるため。（追記）

61

共通編 第2章 災害予
防計画

第８節　帰宅困
難者等対策

104

第８節　帰宅困難者等対策
第１　基本的な考え方
４　帰宅支援対策（徒歩帰宅支援含む）
（２）災害時帰宅支援ステーションの確保と周知
「ホームページ、ＳＮＳ、広報紙等」

５　関係機関と連携した取組
（４）駅周辺帰宅困難者等対策協議会
　（略）
　このため、市が事務局となり、県、民間事業者及び交通事業者等を（略）

第８節　帰宅困難者等対策
第１　基本的な考え方
４　帰宅支援対策（徒歩帰宅支援含む）
（２）災害時帰宅支援ステーションの確保と周知
「ホームページや広報紙など」

５　関係機関と連携した取組
（４）駅周辺帰宅困難者等対策協議会
　（略）
　このため、市や県、民間事業者、交通事業者等を（略）

・計画内の記載を統一するため。（修正）
・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）

62

共通編 第2章 災害予
防計画

第９節　緊急輸
送の環境整備

105

第９節　緊急輸送の環境整備
第１　陸上輸送の環境整備
　【総務局危機管理部、財政局、建設局、千葉国道事務所、千葉運輸支局、
自衛隊、各鉄道事業者、各輸送事業者、（一社）千葉市建設業協会】

第９節　緊急輸送の環境整備
第１　陸上輸送の環境整備
　【総務局危機管理部、財政局、建設局、千葉国道事務所、千葉運輸支局、
自衛隊、各鉄道事業者、各輸送事業者、千葉市建設業協会】

・団体名称を計画内で統一するため。（修正）

63

共通編 第2章 災害予
防計画

第９節　緊急輸
送の環境整備

105

第９節　緊急輸送の環境整備
第１　陸上輸送の環境整備
１　緊急輸送道路
（１）選定基準　【千葉県】
（略）
　イ　第２次緊急路線
　第２次緊急路線は、第１次緊急路線と市町村役場、主要な防災拠点を相
互に連絡する幹線的な道路

ウ　第３次緊急路線
　第３次緊急路線は、第２次路線と主要な防災拠点除くその他の防災拠
点を連絡する道路

第９節　緊急輸送の環境整備
第１　陸上輸送の環境整備
１　緊急輸送道路
（１）選定基準　【千葉県】
（略）
　イ　第２次緊急路線
　第２次緊急路線は、第１次緊急路線を補助する道路

（追記）

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正、追記）

64

共通編 第2章 災害予
防計画

第９節　緊急輸
送の環境整備

107

第９節　緊急輸送の環境整備
第３　海上輸送の環境整備
　【都市局、千葉運輸支局、自衛隊、千葉海上保安部、県千葉港湾事務所、
各輸送事業者、（一社）千葉市建設業協会、千葉港運協会】

第９節　緊急輸送の環境整備
第３　海上輸送の環境整備
　【都市局、千葉運輸支局、自衛隊、千葉海上保安部、県千葉港湾事務所、
各輸送事業者、（追記）千葉市建設業協会、千葉港運協会】

・団体名称を計画内で統一するため。（追記）
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65

共通編 第2章 災害予
防計画

第１０節　救援・
救護体制の整
備

108

第１０節　救援・救護体制の整備
第１　給水体制の整備
１　初期応急飲料水の確保
（３）防災井戸の指定
　現に（削除）使用されている（略）

３ 受水槽の活用 【総務局危機管理部・施設管理者】

４ 仮設給水栓設置による給水　【総務局危機管理部、各区役所】
 通水阻害の無い配水管の消火栓等を活用し、千葉県より無償貸与され
た仮設給水栓を設置し、応急給水を実施する。

５　緊急時協力体制の整備

第１０節　救援・救護体制の整備
第１　給水体制の整備
１　初期応急飲料水の確保
（３）防災井戸の指定
　現に飲料用に使用されている（略）

３ 受水槽の活用 【（追記）施設管理者】

（追記）

４　緊急時協力体制の整備

・「千葉市防災井戸の指定等の取扱いに関する要綱」と合わせて記載を修
正するため。（削除）
・現在の運用に合わせて修正するため。（追記）
・地震災害対策計画及び風水害・雪害・火山災害対策計画に合わせて記載
を修正するため。（追記）

66

共通編 第2章 災害予
防計画

第１０節　救援・
救護体制の整
備

112

第１０節　救援・救護体制の整備
第４　ごみ処理体制の整備
　市は災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、円滑かつ迅速に災害廃棄
物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一般廃棄
物（指定避難所のごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害時の廃
棄物の処理体制、周辺の地方公共団体や民間事業者等との連携・協力の
あり方等について、災害廃棄物処理計画において具体的に示すこととす
る。

第１０節　救援・救護体制の整備
第４　ごみ処理体制の整備
（追記）

・防災基本計画の修正を反映するため。（追記）

67

共通編 第2章 災害予
防計画

第１０節　救援・
救護体制の整
備

113

第１０節　救援・救護体制の整備
第５　し尿処理体制の整備
５ マンホールトイレ（削除）の整備 【建設局】
災害発生時にも使用可能なマンホールトイレ（削除）を（削除）避難所に整
備を進める。

第１０節　救援・救護体制の整備
第５　し尿処理体制の整備
５ マンホールトイレシステムの整備 【建設局】
災害発生時にも使用可能なマンホールトイレシステムを広域避難場所、避
難場所・避難所に整備を進める。

・現在の運用に合わせて修正するため。（追記）

68

共通編 第2章 災害予
防計画

第10節　救援・
救護体制の整
備

114

第１０節　救援・救護体制の整備
第6　動物救護体制の整備
【保健福祉局、（公社）千葉県獣医師会開業部会千葉支部等】

市は、県、（公社）千葉県獣医師会開業部会千葉支部等と協議し、（略）

１　動物救護体制の整備
市は、大規模災害時には動物救護担当を設置し、県、（公社）千葉県獣医

師会開業部会千葉支部等と協議し、動物救護体制の整備に努める。

第１０節　救援・救護体制の整備
第6　動物救護体制の整備
【保健福祉局、公益社団法人千葉県獣医師会開業部会千葉市地域獣医師
会等】

市は、県、公益社団法人千葉県獣医師会開業部会千葉市地域獣医師会等
と協議し、（略）

１　動物救護体制の整備
市は、大規模災害時には動物救護担当を設置し、県、公益社団法人千葉

県獣医師会開業部会千葉市地域獣医師会等と協議し、動物救護体制の整
備に努める。

・団体名称を計画内で統一するため。（修正）

69

共通編 第2章 災害予
防計画

第１１節　備蓄・
調達体制の整
備

116

第１１節　備蓄・調達体制の整備
第１　備蓄品の整備
６　整備目標
　なお、備蓄物資（削除）については、（削除）品質管理及び機能（削除）維
持のため、定期的な入れ替え、あるいは適宜点検整備を行う。

第１１節　備蓄・調達体制の整備
第１　備蓄品の整備
６　整備目標
　なお、備蓄物資の中で耐用年数のあるものについては、随時入れ替え
を行い、あるいは適宜点検整備を実施するなど、品質管理及び機能の維
持に努めるよう計画的な備蓄を推進する。

・備蓄品の更新計画を作成したため。（削除、修正）
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70

共通編 第2章 災害予
防計画

第１１節　備蓄・
調達体制の整
備

117

第１１節　備蓄・調達体制の整備
第２　備蓄倉庫等の整備
１　備蓄倉庫の種類
（１）千葉市中央防災倉庫
　発災後の避難状況等を見極めてから必要な箇所に輸送する段ボール
ベッドなどを備蓄する。
　また、大型トラックによる搬出入やパレット管理が可能であるため、災害
時の集積場所となるフクダ電子アリーナで収容しない応援物資を一時保
管する。

（２）拠点備蓄倉庫
　（削除）被害が他の地域に比べ大きく、避難者の多い避難所へ物資の補
充を図るため、区役所や消防署等の拠点施設に整備する倉庫をいう。

（３）分散備蓄倉庫
　（削除）食料、飲料水その他の生活必需品などの（削除）物資以外の、毛
布、給水袋、担架、拡声器等を各中学校区に1ヶ所程度、整備する倉庫を
いう。

（４）避難所倉庫
　災害時に食料、飲料水その他の生活必需品などの最低限の初動対応時
活用分を備蓄する倉庫をいう。

第１１節　備蓄・調達体制の整備
第２　備蓄倉庫等の整備
１　備蓄倉庫の種類
（追記）

（２）拠点備蓄倉庫
　拠点備蓄とは、被害が他の地域に比べ大きく、避難者の多い避難所へ
物資の補充を図るため、区役所や消防署等の拠点施設に整備する倉庫を
いう。

（１）分散備蓄倉庫
　分散備蓄倉庫とは、災害時に食料、飲料水その他の生活必需品などの
備蓄物資を迅速に提供するため、避難所等に整備する倉庫をいう。

（追記）

・新たに中央防災倉庫を設置したため。（追記）
・倉庫の種類を追記し、倉庫種類ごとの記述を整理したため。（削除、修正、
追記）

71

共通編 第2章 災害予
防計画

第１２節　防災
行動力の向上

123

第１２節　防災行動力の向上
第２　自助の取り組み（個人のレベルアップ）
１　災害に強い市民活動の推進
（１）市民　【総務局危機管理部、消防局、各区】
　エ　市民（家庭・個人）

第１２節　防災行動力の向上
第２　自助の取り組み（個人のレベルアップ）
１　災害に強い市民活動の推進
（１）市民　【総務局危機管理部、消防局、各区】
　エ　市民（家庭・個人）

・「避難情報に関するガイドライン（内閣府作成）」の改訂に合わせて記載を
修正するため。（修正）

72

共通編 第2章 災害予
防計画

第１２節　防災
行動力の向上

125

第１２節　防災行動力の向上
第２　自助の取り組み
２　職員のレベルアップ
（１）災害時行動マニュアル
イ　災害時行動マニュアルの確認
（イ）避難所等担当職員（直近要員）
（略）
※避難所開設・運営マニュアル例（資料７－４）

第１２節　防災行動力の向上
第２　自助の取り組み
２　職員のレベルアップ
（１）災害時行動マニュアル
イ　災害時行動マニュアルの確認
（イ）避難所等担当職員（直近要員）
（略）
※地域による避難所開設・運営の手引き（資料７－４）

・「避難所開設・運営マニュアル例」を改訂したため。（修正）

73

共通編 第2章 災害予
防計画

第１２節　防災
行動力の向上

131

第１２節　防災行動力の向上
第３　防災訓練
２　防災関係機関が行う訓練

第１２節　防災行動力の向上
第３　防災訓練
２　防災関係機関が行う訓練

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

74

共通編 第2章 災害予
防計画

第１３節　雪害
予防対策

134

第１３節　雪害予防対策
第３　道路の雪害防止体制の整備
【都市局、建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事
務所、千葉県警察、（一社）千葉市建設業協会】
１　道路の除雪・凍結防止活動体制の整備
【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所、（削
除）（一社）千葉市建設業協会】

第１３節　雪害予防対策
第３　道路の雪害防止体制の整備
【都市局、建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事
務所、千葉県道路公社、千葉県警察、千葉市建設業協会】
１　道路の除雪・凍結防止活動体制の整備
【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所、千
葉県道路公社、（追記）千葉市建設業協会】

・団体名称を計画内で統一するため。（修正）
・「千葉外房有料道路」の管理が移管されたため。（削除）
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75

共通編 第1章　総則 第１３節　雪害
予防対策

134

第１３節　雪害予防対策
第３　道路の雪害防止体制の整備
【都市局、建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事
務所（削除）、千葉県警察、（一社）千葉市建設業協会】

１　道路の除雪・凍結防止活動体制の整備
【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所（削
除）、千葉市建設業協会】
２　倒木対策
【都市局、建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事
務所（削除）】
３　放置車両対策
【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所（削
除）、千葉県警察】

第１３節　雪害予防対策
第３　道路の雪害防止体制の整備
【都市局、建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事
務所、千葉県道路公社、千葉県警察、（追記）千葉市建設業協会】

１　道路の除雪・凍結防止活動体制の整備
【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所、千
葉県道路公社、千葉市建設業協会】
２　倒木対策
【都市局、建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事
務所、千葉県道路公社】
３　放置車両対策
【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所、千
葉県道路公社、千葉県警察】

・「千葉外房有料道路」の管理が移管されたため。（削除）
・団体名称を計画内で統一するため。（修正）

76

共通編 第2章 災害予
防計画

第１３節　雪害
予防対策

134

第１３節　雪害予防対策
第４　公共交通機関の雪害防止体制の整備
【ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱、各バス事業
者】
１　鉄道事業者
【ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱】
ＪＲ東日本㈱千葉支社及び京成電鉄㈱は、運行の確保及び除雪を円滑に
実施するため、次の予防対策を行うものとする。

第１３節　雪害予防対策
第４　公共交通機関の雪害防止体制の整備
【ＪＲ東日本㈱（追記）、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱、各バス事業
者】

１　鉄道事業者
【ＪＲ東日本㈱（追記）、京成電鉄㈱】
ＪＲ東日本㈱（追記）及び京成電鉄㈱は、運行の確保及び除雪を円滑に実
施するため、次の予防対策を行うものとする。

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

77

共通編 第2章 災害予
防計画

第１３節　雪害
予防対策

136

第１３節　雪害予防対策
第７　帰宅困難者の安全確保体制の整備
【総務局危機管理部、都市局、各区、千葉県警察、ＪＲ東日本㈱千葉支社、
京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱、関係事業者】
２　各関係局区・各関係機関の予防対策
（２）都市局
　ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱及び各バス
事業者との連絡調整体制の確保
（４）ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱

第１３節　雪害予防対策
第７　帰宅困難者の安全確保体制の整備
【総務局危機管理部、都市局、各区、千葉県警察、ＪＲ東日本㈱（追記）、京
成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱、関係事業者】
２　各関係局区・各関係機関の予防対策
（２）都市局
　ＪＲ東日本㈱（追記）、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱及び各バス事
業者との連絡調整体制の確保
（４）ＪＲ東日本㈱（追記）、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

78

共通編 第2章 災害予
防計画

第１４節　火山
災害予防対策

142

第１４節　火山災害予防対策
第３　道路の火山災害防止体制の整備
【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所（削
除）】

１　道路の除灰活動体制の整備
【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所（削
除）】
　各道路管理者は、降灰時に（削除）道路交通の確保が図られるよう、次
の予防対策を実施するものとする。

第１４節　火山災害予防対策
第３　道路の火山災害防止体制の整備
【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所、千
葉県道路公社】

１　道路の除灰活動体制の整備
【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所、千
葉県道路公社】
　各道路管理者は、降灰時に安全な道路交通の確保が図られるよう、次
の予防対策を実施するものとする。

・市内区域に千葉県道路公社が管理する道路がないため。（削除）

79

共通編 第2章 災害予
防計画

第１４節　火山
災害予防対策

142

第１４節　火山災害予防対策
第４　公共交通機関の火山災害防止体制の整備
【ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱、各バス事業
者】
１　鉄道事業者
【ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱】
ＪＲ東日本㈱千葉支社及び京成電鉄㈱は、降灰による被害を防止するた
め、次の予防対策を行うものとする。

第１４節　火山災害予防対策
第４　公共交通機関の火山災害防止体制の整備
【ＪＲ東日本㈱（追記）、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱、各バス事業
者】
１　鉄道事業者
【ＪＲ東日本㈱（追記）、京成電鉄㈱】
ＪＲ東日本㈱（追記）及び京成電鉄㈱は、降灰による被害を防止するため、
次の予防対策を行うものとする。

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

80

共通編 第３章 災害復
旧計画

目次

-

・計画修正に伴う、所要の修正（修正）

16／19



令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市地域防災計画　共通編

No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

81

共通編 第３章 災害復
旧計画

第2節　市民生
活安定のため
の緊急措置

151

第2節　市民生活安定のための緊急措置
第4　被災者の生活確保
１　被災者支援の仕組みの整備
【関係各局区等】
　被災者支援を確実に進めるため、被災者一人ひとりの被災状況や生活
状況の課題等を個別の相談等により把握した上で、必要に応じ専門的な
能力をもつ関係者と連携しながら、当該課題等の解消に向けて継続的に
支援することにより、被災者の自立・生活再建が進むようマネジメントす
る取り組みである、災害ケースマネジメントの実施に努める。

第2節　市民生活安定のための緊急措置
第4　被災者の生活確保
（追記）

・防災基本計画の修正を反映するため。（追記

82

共通編 第３章 災害復
旧計画

第2節　市民生
活安定のため
の緊急措置

151

第2節　市民生活安定のための緊急措置
第4　被災者の生活確保
２　被災者支援情報の提供
（略）
３　職業の斡旋
（略）
４　税等の徴収猶予及び減免
（略）

第2節　市民生活安定のための緊急措置
第4　被災者の生活確保
１　被災者支援情報の提供
（略）
２　職業の斡旋
（略）
３　税等の徴収猶予及び減免
（略）

・計画修正に伴う、所要の修正（修正）

83

共通編 第３章 災害復
旧計画

第2節　市民生
活安定のため
の緊急措置

154

第2節　市民生活安定のための緊急措置
第4　被災者の生活確保
５　災害援護資金等の貸付（削除）
（１）災害援護資金【保健福祉局】
（２）生活福祉資金【市社会福祉協議会】
ア　福祉資金　災害援護費（災害を受けたことにより臨時に必要となる経
費）

第2節　市民生活安定のための緊急措置
第4　被災者の生活確保
４　災害援護資金等の貸付 【保健福祉局、市社会福祉協議会】
（１）災害援護資金（追記）
（２）生活福祉資金（追記）
ア　福祉資金　災害援護費（災害を受けたことにより臨時に必要となる経
費）

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）
・「生活福祉資金貸付制度要綱」の記載に沿った記載とするため。（追記、削
除）
・団体名称を計画内で統一するため。（削除）

84

共通編 第３章 災害復
旧計画

第2節　市民生
活安定のため
の緊急措置

154

第２節　市民生活安定のための緊急措置
第４　被災者の生活確保
５　災害援護資金等の貸付
（２）生活福祉資金
イ　緊急小口資金

第２節　市民生活安定のための緊急措置
第４　被災者の生活確保
４　災害援護資金等の貸付
（２）生活福祉資金
イ　緊急小口資金

・「生活福祉資金貸付制度要綱」の記載に沿った記載とするため。（削除、追
記）
・団体名称を計画内で統一するため。（削除）

17／19



令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市地域防災計画　共通編

No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

85

共通編 第３章 災害復
旧計画

第2節　市民生
活安定のため
の緊急措置

155

第2節　市民生活安定のための緊急措置
第4　被災者の生活確保
６　災害弔慰金等の支給
（１）災害弔慰金 【保健福祉局（削除）】
（削除）

（２）災害障害見舞金 【保健福祉局（削除）】
（削除）

7 被災者生活再建支援金 【保健福祉局（削除）】
（削除）

第2節　市民生活安定のための緊急措置
第4　被災者の生活確保
5　災害弔慰金等の支給
（１）災害弔慰金 【保健福祉局、各区保健福祉センター】
（災害対策本部担当班：保健福祉総務班、区避難所班）

（２）災害障害見舞金 【保健福祉局、各区保健福祉センター】
（災害対策本部担当班：保健福祉総務班、区避難所班）

６ 被災者生活再建支援金 【保健福祉局、各区保健福祉センター】
（担当班：保健福祉総務班、区避難所班）

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）
・計画内の記載を統一するため。（削除）

86

共通編 第３章 災害復
旧計画

第2節　市民生
活安定のため
の緊急措置

157

第2節　市民生活安定のための緊急措置
第4　被災者の生活確保
7　被災者生活再建支援金
（１）国の制度
　エ　支給額
　（ア）住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）

第2節　市民生活安定のための緊急措置
第4　被災者の生活確保
６　被災者生活再建支援金
（１）国の制度
　エ　支給額
　（ア）住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）

・「千葉市被災者生活再建支援事業実施要綱」の記載に沿った記載とする
ため。（修正）

87

共通編 第３章 災害復
旧計画

第2節　市民生
活安定のため
の緊急措置

158

第2節　市民生活安定のための緊急措置
第4　被災者の生活確保
7　被災者生活再建支援金
（２）県の制度
イ　対象となる自然災害
（ウ）（略）
（エ）本県の区域内において、住宅が全壊した世帯数の合計が１０以上で
ある場合
（オ）一の市町村において、住宅が全壊した世帯数の合計が５以上である
場合

ウ　 支給対象世帯
（イ）住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住するこ
とが困難な世帯（大規模半壊世帯）
（略）
（エ）住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住する
ことが困難な世帯（中規模半壊世帯）

エ　支給額
（ア）住宅の被害程度に応じて支給する支援金（住宅被害支援金）
（イ）住宅の再建方法に応じて支給する支援金（住宅再建支援金）
（略）
※中規模半壊は住宅再建支援金のみ。上記の金額の1/2を支給する

８　その他

第2節　市民生活安定のための緊急措置
第4　被災者の生活確保
６　被災者生活再建支援金
（２）県の制度
　イ　対象となる自然災害
　（ウ）（略）
　（追記）

ウ　 支給対象地帯
（イ）住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ（追記）住宅に居住する
ことが困難な世帯（大規模半壊世帯）
（略）
（追記）

エ　支給額
（ア）住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）
（イ）住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）
（略）
（追記）

７　その他

・「千葉市被災者生活再建支援事業実施要綱」の記載に沿った記載とする
ため。（修正）

88

共通編 第３章 災害復
旧計画

第2節　市民生
活安定のため
の緊急措置

166

第2節　市民生活安定のための緊急措置
第９　災害復旧復興本部
３　本部の廃止
　本部長（市長）又は区本部長（区長）は、本部を設置した後において、本
部の設置目的が概ね完了したと認めたときは、本部又は区本部を廃止す
る。

第2節　市民生活安定のための緊急措置
第９　災害復旧復興本部
３　本部の廃止
　本部長（市長）又は区本部長（区長）は、本部を設置した後において、本
部の設置目的がおおむね完了したと認めたときは、本部又は区本部を廃
止する。

・所要の修正（修正）

89

共通編 第３章 災害復
旧計画

第2節　市民生
活安定のため
の緊急措置

166

第2節　市民生活安定のための緊急措置
第９　災害復旧復興本部
４　設置又は廃止の通知

第2節　市民生活安定のための緊急措置
第９　災害復旧復興本部
４　設置又は廃止の通知

・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正）
・千葉県の組織改正を反映するため。（追記）
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令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市地域防災計画　共通編

No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

共通編 第３章 災害復
旧計画

第2節　市民生
活安定のため
の緊急措置

169

第2節　市民生活安定のための緊急措置
第９　災害復旧復興本部
５　本部の組織

第2節　市民生活安定のための緊急措置
第９　災害復旧復興本部
５　本部の組織

・本市の組織改正を反映するため。（修正、削除、追記）

19／19



令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市地域防災計画　地震災害対策計画

No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

1

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

目次

ー

・計画修正に伴う、所要の修正（修正）

2

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１節　応急活
動体制

2

第１　応急活動体制
１　応急活動体制の区分

第１　応急活動体制
１　応急活動体制の区分

・銚子地方気象台による長周期地震動の運用が変更されたため。

3

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１節　応急活
動体制

8

第１　応急活動体制
５　職員の初期対応及び服務
(２）職員配備の報告
 各部（各局区）は、所定の様式で職員の参集状況を記録し、その累計を本
部事務局危機管理部に報告する。（報告の方法：総合防災情報システムに
おける体制表への入力）

第１　応急活動体制
５　職員の初期対応及び服務
(２）職員配備の報告
 各部（各局区）は、所定の様式で職員の参集状況を記録し、その累計を本
部事務局危機管理部に報告する。（報告の方法：災害情報共有システム
（追記）への入力）

・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正、追記）

4

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１節　応急活
動体制

9

第２　注意配備 第２　注意配備 ・銚子地方気象台による長周期地震動の運用が変更されたため。

5

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１節　応急活
動体制

10

第３　警戒配備
３　所掌事務
警戒本部の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
（１）災害に関する情報の収集・伝達
（２）県への被害状況の報告（県危機管理政策課、防災対策課、消防課及び
関係機関）

第３　警戒配備
３　所掌事務
警戒本部の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
（１）災害に関する情報の収集・伝達
（２）県への被害状況の報告（県危機管理課、防災政策課、消防課及び関係
機関）

・千葉県の組織改正を反映するため。（修正）

1／26



令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市地域防災計画　地震災害対策計画

No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

6

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１節　応急活
動体制

13

第４　第１配備・第２配備
４　設置又は廃止の通知

第４　第１配備・第２配備
４　設置又は廃止の通知

・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正）
・千葉県の組織改正を反映するため。（追記）

7

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１節　応急活
動体制

14

５　本部の組織
（１）災害対策本部
　ア　本部長（市長）
　・副本部長、主管本部員、各部本部員、区本部長及び現地本部長に
　　対する指揮命令
　ウ　主管本部員（危機管理監）
　・本部長、副本部長を補佐し、本部員を指揮監督する。

５　本部の組織
（１）災害対策本部
　ア　本部長（市長）
　・副本部長、（追記）各部部長、区本部長及び現地本部長に
　　対する指揮命令
　ウ　主管本部員（危機管理監）
　・本部長、副本部長を補佐し、本部員を指揮監督する（追記）

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）

8

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１節　応急活
動体制

15

第４　第１配備・第２配備
５　本部の組織

第４　第１配備・第２配備
５　本部の組織

・本市の組織改正を反映するため。（修正）

9

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１節　応急活
動体制

16

第４　第１配備・第２配備
６　本部及び区本部の運営
（１）本部員会議の開催
イ　協議事項
　本部員会議の協議事項は、そのつど災害の状況に応じて、本部長、副本
部長、主管本部員若しくは本部員の提議によるが、おおむね次のとおり
とする。
(２）本部の運営上必要な資機材等の確保
 本部事務局長（総務局危機管理部長）は、本部が設置されたときは、次の
措置を講じる。
　ア　本部開設に必要な資機材等の準備
　　　○千葉市災害対策図板（各種被害想定図を含む）の設置
　　　○千葉市災害対応用地図の設置

第４　第１配備・第２配備
６　本部及び区本部の運営
（１）本部員会議の開催
イ　協議事項
　本部員会議の協議事項は、そのつど災害の状況に応じて、本部長（追
記）若しくは本部員の提議によるが、おおむね次のとおりとする。

(２）本部の運営上必要な資機材等の確保
 本部事務局長（総務局危機管理部長）は、本部が設置されたときは、次の
措置を講じる。
　ア　本部開設に必要な資機材等の準備
　　　○千葉市災害対策図板（各種被害想定図を含む）の設置
　　　○被害状況図板の設置

・現在の運用に合わせて修正するため。（追記、修正）

2／26
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No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

10

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第２節 情報の
収集・伝達

23

第２節　情報の収集・伝達
第１　情報連絡体制

第２節　情報の収集・伝達
第１　情報連絡体制

・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正）

11

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第２節 情報の
収集・伝達

24

第１　情報連絡体制
４　有線通信網・携帯電話の利用方法
（２）総合防災情報システム、ＦＡＸ・ＣＨＡＩＮＳ等の利用
　本部・区本部・市各部出先機関・防災関係機関間の指令の授受伝達及び
報告等の通信連絡については、総合防災情報システム、ＦＡＸ・ＣＨＡＩＮＳ
等により行う。

第１　情報連絡体制
４　有線通信網・携帯電話の利用方法
（２）災害情報共有システム、ＦＡＸ・ＣＨＡＩＮＳ等の利用
　本部・区本部・市各部出先機関・防災関係機関間の指令の授受伝達及び
報告等の通信連絡については、災害情報共有システム、ＦＡＸ・ＣＨＡＩＮＳ
等により行う。

・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正）

12

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第２節 情報の
収集・伝達

26

第１　情報連絡体制
６ 非常通信の利用方法
（１）取扱対象用件
（略）
（削除）

第１　情報連絡体制
６ 非常通信の利用方法
（１）取扱対象用件
（略）
シ 災害救助法第７条及び災害対策基本法第７１条第１項の規定
　に基づき知事から医療土木建築工事又は輸送関係者に対して
　発する従事命令に関するもの。

・救助実施市に指定されたため。（削除）

13

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第２節　情報の
収集・伝達

27

第１　情報連絡体制 第１　情報連絡体制 ・所要の修正（修正）

14

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第２節　情報の
収集・伝達

28

第２節　情報の収集・伝達
第２　地震及び津波に関する情報等
１　地震及び津波に関する情報等の種類
（１）緊急地震速報
　ア　緊急地震速報の発表等
　気象庁は、最大震度５弱以上または長周期地震動階級３以上の揺れが
予想された場合に、震度４以上または長周期地震動階級３以上が予想さ
れる地域（千葉市は千葉県北西部）に対し、緊急地震速報（警報）を発表す
る。
（略）　なお、震度６弱以上または長周期地震動階級４の揺れを予想した緊
急地震速報（警報）は、地震動特別警報に位置づけられる。

第２節　情報の収集・伝達
第２　地震及び津波に関する情報等
１　地震及び津波に関する情報等の種類
（１）緊急地震速報
　ア　緊急地震速報の発表等
　気象庁は、最大震度５弱以上（追記）の揺れが予想された場合に、震度４
以上（追記）が予想される地域（千葉市は千葉県北西部）に対し、緊急地震
速報（警報）を発表する。
（略）  なお、震度６弱以上（追記）の揺れを予想した緊急地震速報（警報）
は、地震動特別警報に位置づけられる。

・緊急地震速報の発表基準が変更されたため。（追記）

15

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第２節　情報の
収集・伝達

29

第２　地震及び津波に関する情報等
１　地震及び津波に関する情報等の種類
（２）情報等の種類

第２　地震及び津波に関する情報等
１　地震及び津波に関する情報等の種類
（２）情報等の種類

・防災基本計画の修正を反映するため。（追記）
・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）
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16

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第２節　情報の
収集・伝達

29

第２節　情報の収集・伝達
第２　地震及び津波に関する情報等
１　地震及び津波に関する情報等の種類
（３）気象庁の発表

第２節　情報の収集・伝達
第２　地震及び津波に関する情報等
１　地震及び津波に関する情報等の種類
（３）気象庁の発表

（追記）

・防災基本計画の修正を反映するため。（追記）
・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

17

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第２節　情報の
収集・伝達

30

第２節　情報の収集・伝達
第２　地震及び津波に関する情報等
１　地震及び津波に関する情報等の種類
（３）気象庁の発表

第２節　情報の収集・伝達
第２　地震及び津波に関する情報等
１　地震及び津波に関する情報等の種類
（３）気象庁の発表

（追記）

・防災基本計画の修正を反映するため。（追記）
・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

18

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第２節　情報の
収集・伝達

31

第２　地震及び津波に関する情報等
２　地震及び津波に関する情報等の伝達系統

第２節　情報の収集・伝達
第２　地震及び津波に関する情報等
２　地震及び津波に関する情報等の伝達系統

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）
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19

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第２節　情報の
収集・伝達

32

第２　地震及び津波に関する情報等
３　県における地震・津波に関する情報の収集と伝達
（１）震度情報の収集
　震度情報の収集地震発生時の初動体制を迅速に確立するため、震度計
から震度情報を自動で収集する、千葉県 震度情報ネットワークシステム
を運用している。本システムでは、県内全市町村の８２観測点で観測され
た震度情報が、防災行政無線等の回線を経由して、県庁に設置されてい
る震度情報ネットワークサーバに自動的に収集される。収集された震度
情報は、県災害対策本部の応急対策における意思決定支援に活用され
る。
（２）震度情報の伝達
　本システムで観測される震度情報については、自動的に気象庁に伝達
され、気象庁が発表する 震度速報等に利用される。また、震度４以上が
観測された場合は、消防救急活動の広域応援のための参考情報として、
消防庁にも自動伝送される
（３）地震被害予測システムによる被害予測
　震度情報ネットワークシステムで収集した震度情報等を基に、地震発生
直後に震度分布や人的被害、建物被害等を推計し、県災害対策本部にお
いて活用するほか、県内市町村へ配信する。
（４）津波浸水予測システムによる予測
　国立研究開発法人防災科学技術研究所が整備したS-netで観測した水
圧データ等を基に、九十九里・外房地域を対象に津波浸水域等を予測し、
県災害対策本部において活用するほか、気象庁の予報業務許可を取得し
た地域の市町村へ配信する。

第２　地震及び津波に関する情報等
（追記）

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

20

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第２節　情報の
収集・伝達

32

第３　被害状況の収集・伝達 第３　被害状況の収集・伝達 ・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正）

21

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第２節　情報の
収集・伝達

33

第３　被害状況の収集・伝達
被害情報の収集報告系統図

第３　被害状況の収集・伝達
被 害 情 報 の 収 集 報 告 系 統 図

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）
・千葉県の組織改正を反映するため。（追記）

22

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第２節　情報の
収集・伝達

35

第３　被害状況の収集・伝達
２　被害状況のとりまとめ
（１）各部及び区本部から本部への報告
各部及び区本部は、災害が発生してから災害に関する応急対策が完了す
るまでの間、以下の表の手順のとおり、本部へ、原則、総合防災情報シス
テムにより被害状況及び災害応急対策の活動状況を報告する。

第３　被害状況の収集・伝達
２　被害状況のとりまとめ
（１）各部及び区本部から本部への報告
各部及び区本部は、災害が発生してから災害に関する応急対策が完了す
るまでの間、以下の表の手順のとおり、本部へ、原則、災害情報共有シス
テムにより被害状況及び災害応急対策の活動状況を報告する。

・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正）
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23

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第２節　情報の
収集・伝達

36

第３　被害状況の収集・伝達
３　県（災害対策本部）への報告
（１）報告の担当者
　県（災害対策本部）への報告は、本部長（市長）の指示に基づき、本部事
務局（総務局危機管理部（削除））が行う。
（３）報告先等
　市域に災害が発生したとき、（略）県本部事務局（県危機管理政策課）に
報告する。

第３　被害状況の収集・伝達
３　県（災害対策本部）への報告
（１）報告の担当者
　県（災害対策本部）への報告は、本部長（市長）の指示に基づき、本部事
務局（総務局危機管理部門）が行う。
（３）報告先等
　市域に災害が発生したとき、（略）県本部事務局（県危機管理（追記）課）
に報告する。

・現在の運用に合わせて修正するため。（削除）
・千葉県の組織改正を反映するため。（追記）

24

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第３節　災害時
の広報

43

第２　市広報活動の実施手順
１　広報活動の決定
広報活動の決定から実施までの流れ

第２　市広報活動の実施手順
１　広報活動の決定
広報活動の決定から実施までの流れ

・所要の修正（修正）

25

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第３節　災害時
の広報

45

第３節　災害時の広報
第２　市広報活動の実施手順
２　広報活動の方法（手段）
（３）ヘリコプターの活用

第３節　災害時の広報
第２　市広報活動の実施手順
２　広報活動の方法（手段）
（３）ヘ（追記）コプターの活用

・所要の修正（修正）

26

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第３節　災害時
の広報

46

第３節　災害時の広報
第２　市広報活動の実施手順
２　広報活動の方法（手段）
（７）インターネット等多様なメディアを使用した重層的な広報
　市のホームページ、ちばし災害緊急速報メール、ちばし安全・安心メー
ル、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等を使った広報を行
う。（削除）
（略）

（10）デマ等への対策
　災害時の推測による人心不安や風説の流布による社会秩序の混乱を最
小限に留めるため、誤報の可能性がある情報については、関係機関への
確認を行うなど情報分析を行うとともに、庁内の認識統一を行い、ＳＮＳ
等を活用した広報活動を実施する。

第３節　災害時の広報
第２　市広報活動の実施手順
２　広報活動の方法（手段）
（７）インターネット等多様なメディアを使用した重層的な広報
　市のホームページ、ちばし災害緊急速報メール、ちばし安全・安心メー
ル、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等を使った広報を行
う。また、避難指示等に際し、情報の伝達手段として、ポータルサイト・
サーバー運営業者の協力を得るものとする。
（略）
（10）デマ等への対策
　災害時の推測による人心不安や風説の流布による社会秩序の混乱を最
小限に留めるため、御法の可能性がある情報については、関係機関への
確認を行うなど情報分析を行うとともに、庁内の認識統一を行い、ＳＮＳ
等を活用した広報活動を実施する

・現在の運用に合わせて修正するため。（削除）
・所要の修正（修正）

27

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第３節　災害時
の広報

47

第３　報道機関への発表・協力要請
１　市の発表
（１）災害警戒本部
　市長若しくは警戒本部長（危機管理監）の指示により、（略）
（略）
２　緊急警報放送等の要請
（１）要請方法
　放送要請は、本部事務局長（危機管理部長）が本部長（市長）の指示に基
づき行うものとする。

第３　報道機関への発表・協力要請
１　市の発表
（１）災害警戒本部
　市長若しくは主管本部員（危機管理監）の指示により、（略）
（略）
２　緊急警報放送等の要請
（１）要請方法
　放送要請は、秘書班長（総務局市長公室長）が本部長（市長）の指示に基
づき行うものとする。

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）

28

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第４節　広域連
携体制

50

第４節　広域連携体制
　【総務局危機管理部】

第４節　広域連携体制
　【総務局危機管理部】

・現在の運用に合わせて修正するため。（追記）
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29

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第４節　広域連
携体制

50

第１　国・県に対する要請等
【総務局危機管理部】
１　要請の手続
（略）

第１　国・県に対する要請等
【総務局危機管理部】
１　要請の手続
（略）

・千葉県の組織改正を反映するため。（修正）

30

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第４節　広域連
携体制

60

第４　自衛隊への災害派遣要請
１　派遣要請の手続等
（５）災害派遣部隊の受入措置等

第４　自衛隊への災害派遣要請
１　派遣要請の手続等
（５）災害派遣部隊の受入措置等

・千葉県の組織改正を反映するため。（修正）

31

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第５節 災害救
助法の適用

65

第５節 災害救助法の適用【総務局危機管理部】 第５節 災害救助法の適用【保健福祉局】 ・事務分掌が変更されたため（修正）
・救助実施市に指定されたため。（削除、追記）

32

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第５節 災害救
助法の適用

65

第１ 救助の実施機関
　本市は、災害救助法第２条の２に基づく救助実施市として、その権限と
責任を踏まえ、 国及び県との連携を図り、円滑かつ迅速に同法による救
助を実施する。

第２ 救助の実施者
　災害救助法の適用後は、法定受託事務として、本部長（市長）が救助を
実施する。
　なお、この法律の適用以外の災害については、災害対策基本法第５条に
基づき、本部長（市長）が応急措置を実施する。

（追記）

（追記）

・救助実施市に指定されたため。（追記）

33

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第５節 災害救
助法の適用

65

第３ 救助の種類
　災害救助法に定める救助の種類は、次のとおりである。

１　災害が発生した段階の救助
（１）避難所の設置
（２）応急仮設住宅の供与
（３）炊き出しその他による食品の給与
（４）飲料水の供給
（５）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
（６）医療及び助産
（７）被災者の救出
（８）被災した住宅の応急修理
（９）学用品の給与
（10）埋葬
（11）死体の捜索及び処理
（12）障害物の除去

（追記） ・救助実施市に指定されたため。（追記）

34

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第５節 災害救
助法の適用

66

第３ 救助の種類
２　災害が発生するおそれがある段階の救助
　避難所の設置（避難行動が困難な要配慮者を避難所に避難させるため
の輸送を含む。）

（追記） ・救助実施市に指定されたため。（追記）
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35

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第５節 災害救
助法の適用

66

第４ 災害救助法の適用基準
　本市における災害救助法の適用基準は次のとおりである。

１　災害が発生した段階の適用（法第２条第１項）
（１）住家が滅失した世帯の数が、当該市町村の区域内の人口に応じ、別表の基
準１号以上であること。（法施行令第１条第１項第１号）
（２）住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で２，５００世帯以上であっ
て、当該市町村の区域内の人口に応じ、別表の基準第２号以上であること。（法
施行令第１条第１項第２号）
（３）住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で１２，０００世帯以上であ
ること、又は災害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかった者の
救護を著しく困難とする特別の事情がある場合であって、かつ多数の世帯の住
家が滅失したものであること。（法施行令第１条第１項第３号）
（４）多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じたものであ
ること。（法施行令第１条第１項第４号）

第１ 災害救助法の適用基準
　県における具体的適用基準は次のとおりである。

（追記）
１ 住家が滅失した世帯の数が、当該市町村の区域内の人口に応じ、別表の基準
１号以上であること。（法施行令第１条第１項第１ 号）
２ 住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で２，５００世帯以上であっ
て、当該市町村の区域内の人口に応じ、別表の基準第２号以上であること。（法
施行令第１条第１項第２号）
３ 住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で１２，０００世帯以上である
こと、又は災害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかった者の
救護を著しく困難とする特別の事情がある場合であって、かつ多数の世帯の住
家が滅失したものであること。（追記）
４ 多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じたものであ
ること。（追記）

・救助実施市に指定されたため。（修正）

36

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第５節 災害救
助法の適用

66

２　災害が発生するおそれがある段階の適用（災害救助法第２条第２項）
　災害が発生するおそれがある段階で、国が災害対策本部を設置し、本市
がその所管区域となり、市域において当該災害により被害を受けるおそ
れがあること。

（追記） ・救助実施市に指定されたため。（追記）
・時点更新による修正（修正）

37

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第５節 災害救
助法の適用

67

第５　被災世帯の算定基準
（略）
第６　災害救助法の適用手続き

１　本部長（市長）は、災害に際し、被害状況の調査、把握に努め、随時内閣
府及び県へ情報提供する。また、内閣府及び県への被害状況等の情報提供
は、次に掲げる事項について、まずは、口頭又は電話をもって実施し、後日
文書により改めて処理する。

第２　被害世帯の算定基準
（略）
第３　災害救助法の適用手続き

　災害に際し、千葉市の市域内の災害が災害救助法の適用基準のいずれか
に該当し、又は該当する見込みであるときは、本部長（市長）は直ちにその
旨を県知事に報告し、災害救助法適用を県知事に要請する。

　災害の事態が急迫して知事による救助の実施を待つことができないと
き、市長は災害救助法の規定による救助に着手し、その状況を直ちに知事
に報告する。
　要請又は報告は、県防災危機管理部防災政策課を経由して県知事に対し
次に掲げる事項について、まずは、口頭又は電話をもって要請し、後日文書
によりあらためて処理する。

・所要の修正（修正）
・救助実施市に指定されたため。（追記、修正）

38

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第５節 災害救
助法の適用

68

第６　災害救助法の適用手続き
１　本部長（市長）は（略）
（１）災害が発生した段階の情報提供
ア　災害発生の日時及び場所
イ　災害の原因及び被害の状況
ウ　適用を要請する理由
エ　適用を必要とする期間
オ　既にとった救助措置及びとろうとする救助措置
カ　その他必要な事項

第３　災害救助法の適用手続き
（追記）
（追記）
（１）災害発生の日時及び場所
（２）災害の原因及び被害の状況
（３）適用を要請する理由
（４）適用を必要とする期間
（５）既にとった救助措置及びとろうとする救助措置
（６）その他必要な事項

・所要の修正（修正）
・救助実施市に指定されたため。（追記、修正）
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39

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第５節 災害救
助法の適用

68

（２）災害が発生するおそれがある段階の情報提供
ア　避難指示等の発令状況
イ　事前避難に係る避難先の市町村名（広域避難の場合に限る）、避難所
数、避難者数（うち、要配慮者の避難者数）
ウ　災害救助法による救助実施（見込含む）区域名及び実施年月日
エ　救助実施に係る避難先の市町村名（広域避難の場合に限る）、避難所
数、避難者数（うち、要配慮者の避難者数）
オ　その他必要事項

２　市域内の被害が災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該
当する見込みであるときは、直ちに災害救助法の適用を決定し、災害救
助法に基づく救助の実施について、各部局へ指示するとともに、内閣府
及び県へ通知又は報告するものとする。

３　災害救助法を適用及び適用を終了したときは、速やかに公示すると
ともに、市ホームページ等により広報を行うものとする。

（追記）

（追記）

（追記）

・救助実施市に指定されたため。（追記）

40

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第５節 災害救
助法の適用

68

第７　災害救助法による救助の程度、方法及び期間等

　本部員及び区本部長は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の
程度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助を実施する。
　なお、一般基準では、救助の適切な実施が困難な場合には、本部長（市
長）は、適時、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で、特別基準を
定める。

（削除）

第４　災害救助法による救助の内容等

　災害救助法による救助の程度、方法及び期間は（資料8-1）の表のとお
りである。

第５　救助業務の実施者

・救助実施市に指定されたため。（修正、削除、追記）

41

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第５節 災害救
助法の適用

69

第５節 災害救助法の適用
第８　災害救助法適用後の救助の実施
　関係各局・区は、災害救助法に基づく救助を実施するとともに、その実
施状況を本部事務局に逐次報告する。
　本部事務局は、関係各局・区の協力を得て、災害救助法に関する運用
（報告書類の作成等）を行う。

第５節 災害救助法の適用
（追記）

・救助実施市に指定されたため。（修正、削除、追記）

42

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第６節　消防・
救急救助活動
等

70

第６節　消防・救急救助活動等
第１　消防活動
１　組織
（１）活動体制
　（削除）消防局長が（削除）必要と認めた場合は、消防局に「消防対策本
部」を設置し消防局長が本部長となり、消防が行う災害応急活動の全般
を指揮統括する。（略）

第６節　消防・救急救助活動等
第１　消防活動
１　組織
（１）活動体制
　市に本部が設置された場合、又は消防局長が特に必要と認めた場合
は、消防局に「消防対策本部」を設置し消防局長が本部長となり、消防が
行う災害応急活動の全般を指揮統括する。（略）

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）

43

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第７節　警備・
交通対策 83

第４　緊急通行車両の対策
１　緊急通行車両の確認

第４　緊急通行車両の対策
１　（追記）急通行車両の確認

・所要の修正（修正）

44

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第８節　避難対
策

88

第２　来訪者・入所者等の避難
２　避難の完了報告
（１）市の施設
（略）
　なお、連絡の方法は、総合防災情報システム、一般加入電話、ＦＡＸ、ＰＨ
Ｓ、携帯電話、電子メール、地域防災無線又は伝令による。

第２　来訪者・入所者等の避難
２　避難の完了報告
（１）市の施設
（略）
　なお、連絡の方法は、災害情報共有システム、一般加入電話、ＦＡＸ、ＰＨ
Ｓ、携帯電話、電子メール、地域防災無線又は伝令による。

・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正）
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45

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第８節　避難対
策

95

第７　避難所の開設
【各区、施設所管局区等、施設管理者、避難所運営委員会等】

　（略）市職員が開設する場合は、「避難所開設・運営マニュアル例」等に基
づき開設し、また、地域による「避難所運営委員会」が設立されている避
難所は、当該運営委員会が作成した「避難所開設・運営マニュアル例」等に
基づき市民が、開設し収容保護する。（略）
　さらに、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細
則に規定する救助の程度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助
（避難所の設置）を実施し、一般基準での救助が困難なときは、本部長（市
長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、本市を
含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害
救助資源配分計画」に基づき、県の連絡調整の下、救助を実施する。
※避難所開設・運営マニュアル例（資料７－４）

第７　避難所の開設
【各区、施設所管局区等、施設管理者、町内自治会、自主防災組織等】

　（略）市職員が開設する場合は、「千葉市避難所担当職員　避難所開設・
運営の手引き」に基づき、また、地域による「避難所運営委員会」が設立さ
れている避難所は、当該運営委員会が作成した「避難所開設・運営マニュ
アル（追記）」（追記）に基づき市民が、開設し収容保護する。（略）
（追記）

※地域による避難所開設・運営の手引き（資料7-4）

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）
・令和4年4月にマニュアルを改訂したため。（追記）
・救助実施市に指定されたため。（追記）

46

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第８節　避難対
策

96

第７　避難所の開設
２　避難所の開設
あらかじめ指定する避難所の中から

第７　避難所の開設
２　避難所の開設
あらかじめ指定する避難所のなかから

・所要の修正（修正）

47

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第８節　避難対
策

97

第７　避難所の開設
４　開設時の留意事項
（３）報告
総合防災情報システム

第７　避難所の開設
４　開設時の留意事項
（３）報告
災害情報共有システム

・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正）

48

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第８節　避難対
策

97

第８　避難所の運営
【各区、施設所管局区等、施設管理者、避難所運営委員会等】

　市職員が開設する場合は、「避難所開設・運営マニュアル例」等に基づき
開設し、また、地域による「避難所運営委員会」が設立されている避難所
は、当該運営委員会が作成した「避難所開設・運営マニュアル例」等に基づ
き市民が、開設し収容保護する。（略）

第８　避難所の運営
【各区、施設所管局区等、施設管理者、警察署、町内自治会、自主防災組
織等】

　市職員が開設する場合は、「千葉市避難所担当職員　避難所開設・運営
の手引き」に基づき開設し、また、地域による「避難所運営委員会」が設立
されている避難所は、当該運営委員会が作成した「避難所開設・運営マ
ニュアル（追記）」（追記）に基づき運営委員会が開設し、運営する。

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）
・令和4年4月にマニュアルを改訂したため。（追記）

49

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第８節　避難対
策

100

第８ 避難所の運営
３　運営上の留意事項
（６）被災者の健康管理
　区本部長（区長）は、被災者の健康状態の把握、栄養指導、衛生状態の
保持等の健康管理に努めるとともに、避難所における食物アレルギーを
有する者のニーズの把握やアセスメントの実施、食物アレルギーに配慮し
た食料の確保等に努める。

第８ 避難所の運営
３　運営上の留意事項
（６）被災者の健康管理
　区本部長（区長）は、被災者の健康状態の把握、栄養指導、衛生状態の
保持等の健康管理に努める（追記）。

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（修正）

50

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第９節　津波避
難計画

103

第２　津波注意報等の伝達
６　沿岸区、市民局、都市局及び沿岸区等の消防署は、（略）を広報する。
また、総務局危機管理部は、防災行政無線等により津波注意報等を伝達
する。

第２　津波注意報等の伝達
６　沿岸区、市民局、都市局及び沿岸区等の消防署は、（略）を広報する。
また、総務局（追記）は、防災行政無線等により津波注意報等を伝達す
る。

・現在の運用に合わせて修正するため。（追記）

51

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第９節　津波避
難計画

103

第３　避難指示等の判断基準
（１）高齢者等避難
　気象庁から、「遠地地震に関する情報」や「火山噴火等による津波」等が
発表され、大津波警報、津波警報、津波注意報が　発表される可能性があ
る場合（略）

第３　避難指示等の判断基準
（１）高齢者等避難
　気象庁から、「遠地地震に関する情報」（追記）が発表され、大津波警報、
津波警報、津波注意報が　発表される可能性がある場合（略）

・防災基本計画の修正を反映するため。（追記）

52

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第９節　津波避
難計画

104

第４　避難指示等に関する対策
７　「遠地地震に関する情報」や「火山噴火等による津波」等が発表され、
高齢者等避難を発令する場合も上記１～６のとおり適切に行うものとす
る。

第４　避難指示等に関する対策
７　「遠地地震に関する情報」（追記）が発表され、高齢者等避難を発令す
る場合も上記１～６のとおり適切に行うものとする。

・防災基本計画の修正を反映するため。（追記）
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53

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１０節 医療
救護

106

　災害により、通常受けられる医療が受けられなくなった市民に対して、
地域における診療機能が一定程度回復するまでの間、救護所の設置や医
療チームの派遣等により診療等を行う。
　医療救護は、市長が行うものとする。
  また、災害救助法が適用された場合における救助（医療・助産）について
は、同法に基づき実施し、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の
程度、方法及び期間（一般基準）での救助が困難なときは、本部長（市長）
は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、本市を含
む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救
助資源配分計画」に基づき、県の連絡調整の下、救助を実施する。
　さらに、本部長（市長）は、日本赤十字社千葉県支部と締結した委託契
約に基づき、救助又はその応援を実施させることがきる。
　なお、市限りで処理不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他の関係
機関の応援を得て実施するものとする。

　災害により、通常受けられる医療が受けられなくなった市民に対して、
地域における診療機能が一定程度回復するまでの間、救護所の設置や医
療チームの派遣等により診療等を行う。
　医療救護は、市長が行うものとする。ただし、災害救助法が適用された
場合は県知事が行い、市長はこれを補助するものとする。
　なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その
権限に属する救助の実施に関する事務の一部を市長が行うこととするこ
とができる。

　また、市限りで処理不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他の関係
機関の応援を得て実施するものとする。

・救助実施市に指定されたため。（修正）

54

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１０節 医療
救護

107

第１０節　医療救護
第１　初動医療体制
１　医療対策本部の設置
（１）医療対策本部（健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療
衛生部））の役割分担

第１０節　医療救護
第１　初動医療体制
１　医療対策本部の設置
（１）医療対策本部（健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療
衛生部））の役割分担

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）
・文言の整理（修正）

55

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１０節 医療
救護

110

３ 救護所の設置
（１）設置場所
　区本部長（区長）は、本部長（市長）又は健康福祉・医療衛生班長（保健福
祉局健康福祉部長・ 医療衛生部長）と協議し、医療救護活動を行うにあ
たり必要と認める場合は、次のとおり消防部（消 防局）、市医師会、市歯
科医師会、市薬剤師会、警察署等の協力を得て、救護所を設置する。
　救護所は、以下のうちから、被災者にとって、最も安全かつ交通便利と
思われる場所を選定する。
　（削除）

ア～カ　（略）

３ 救護所の設置
（１）設置場所
　区本部長（区長）は、本部長（市長）又は健康福祉・医療衛生班長（保健福
祉局健康福祉部長・ 医療衛生部長）と協議し、医療救護活動を行うにあ
たり必要と認める場合は、次のとおり消防部（消 防局）、市医師会、市歯
科医師会、市薬剤師会、警察署等の協力を得て、救護所を設置する。
　救護所は、以下のうちから、被災者にとって、最も安全かつ交通便利と
思われる場所を選定する。
　なお、市に災害救助法が適用され、県による救護班が派遣された場合
は、知事の指示による。
ア～カ　（略）

・救助実施市に指定されたため。（削除）

56

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１０節 医療
救護

111

４ 医療救護班の活動内容
（１）　（略）
（２）活動の実施期間
　医療救護・助産活動を実施する期間は、災害の状況に応じ本部長（市
長）が定めるが、おおむね災害発生の日から 14 日以内とする。
　ただし、災害救助法が適用された場合は、同法に基づき実施し、一般基
準での救助が困難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準
の設定について協議する。なお、一般基準における救助期間は、医療救
護が災害発生の日から14日以内、助産活動が災害発生の日から７日以
内である。
（３）（略）

４ 医療救護班の活動内容
（１）　（略）
（２）活動の実施期間
　医療救護・助産活動を実施する期間は、災害の状況に応じ本部長（市
長）が定めるが、おおむね災害発生の日から 14 日以内とする。
　ただし、災害救助法が適用された場合は、知事の補助機関として実施す
る。

（３）（略）

・救助実施市に指定されたため。（修正）
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57

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１０節 医療
救護

112

（４）経費の負担について
災害救助法の適用を受けた場合は、内閣総理大臣が承認する基準額の範
囲において、国庫負担金を請求することができる。
※医療救護活動に関する様式（資料8-4）

（４）経費の負担について
災害救助法の適用を受けた場合は、県負担（限度額以内）、その他の場合
は、市負担とする。
※医療救護活動に関する様式（資料8-4）

・救助実施市に指定されたため。（修正）

58

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１０節 医療
救護

116

第４　医薬品・資器材の確保
千葉県医療救護活動体系図

第４　医薬品・資器材の確保
千葉県医療救護活動体系図

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（修正）

59

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１０節 医療
救護

117

第４　医薬品・資器材の確保
県の災害拠点病院の図

第４　医薬品・資器材の確保
県の災害拠点病院の図

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（修正）

60

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１１節　緊急
輸送体制

118

第１　緊急輸送手段の確保
【財政局、各局区、千葉海上保安部、自衛隊、千葉港運協会、県トラック協
会、県石油商業組合、鉄道会社、バス会社、その他交通輸送業者、（一社）
千葉市建設業協会】

第１　緊急輸送手段の確保
【財政局、各局区、千葉海上保安部、自衛隊、千葉港運協会、県トラック協
会、県石油商業組合、鉄道会社、バス会社、その他交通輸送業者、市建設
業協会】

・団体名称を計画内で統一するため。（修正）
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No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

61

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１１節　緊急
輸送体制

120

第１１節　緊急輸送体制
第１　緊急輸送手段の確保
４　車両以外の輸送手段
（１）航空機・ヘリコプターによる輸送
（２）鉄道（ＪＲ東日本㈱千葉支社・京成電鉄㈱・千葉都市モノレール㈱）に
よる輸送
（３）船舶等による輸送

第１１節　緊急輸送体制
第１　緊急輸送手段の確保
４　車両以外の輸送手段
（１）航空機・ヘリコプターによる輸送
（２）鉄道（ＪＲ東日本㈱（追記）・京成電鉄㈱・千葉都市モノレール㈱）によ
る輸送
（３）船舶等による輸送

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（修正）

62

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１１節　緊急
輸送体制

121

第２　集積場所
【財政局、市民局、千葉海上保安部、自衛隊、千葉港運協会、千葉県トラッ
ク協会、千葉県倉庫協会、千葉県石油商業組合、鉄道会社、バス会社、そ
の他交通輸送業者、一般社団法人千葉市建設業協会】
３　臨時ヘリポートの開設
　【財政局、成田国際空港㈱、県危機管理課、警察署、予定施設管理者、
（一社）千葉市建設業協会】

第２　集積場所
【財政局、市民局、千葉海上保安部、自衛隊、千葉港運協会、千葉県トラッ
ク協会、千葉県倉庫協会、千葉県石油商業組合、鉄道会社、バス会社、そ
の他交通輸送業者、市建設業協会】
３　臨時ヘリポートの開設
　【財政局、成田国際空港㈱、県危機管理課、警察署、予定施設管理者、市
建設業協会】

・団体名称を計画内で統一するため。（修正）

63

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１１節　緊急
輸送体制

121

第２　集積場所
１　集積場所

第２　集積場所
１　集積場所

・新設による施設名称変更のため。（修正）

64

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１１節　緊急
輸送体制

122

第１１節　緊急輸送体制
第２　集積場所
２　港湾施設の確保
（３）船舶に関する措置
ア　接岸スペースを確保するため、岸壁管理者に対し、埠頭に停泊中の船
舶の移動を要請する。
イ　救援物資輸送等にあたる船舶の活動が速やかに実施できるよう、（削
除）海上保安部に対し、海上交通規制の要否について協議する。

第１１節　緊急輸送体制
第２　集積場所
２　港湾施設の確保
（３）船舶に関する措置
ア　接岸スペースを確保するため、埠頭に停泊中の船舶に対して（追記）
移動を勧告する。
イ　救援物資輸送等にあたる船舶の活動が速やかに実施できるよう、海
上の交通規制を行うとともに必要な場合は、海上保安部に対し入港船舶
の交通規制措置等を要請する。

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正、追記、削除）

65

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１１節　緊急
輸送体制

123

第２　集積場所
３　臨時ヘリポートの開設
【財政局、成田国際空港㈱、県危機管理政策課、警察署、予定施設管理
者、（一社）千葉市建設業協会】

第２　集積場所
３　臨時ヘリポートの開設
【財政局、成田国際空港㈱、県危機管理（追記）課、警察署、予定施設管理
者、（追記）市建設業協会】

・千葉県の組織改正を反映するため。（修正）
・団体名称を計画内で統一するため。（修正）

66

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１１節　緊急
輸送体制

124

第２　集積場所
６　集積場所の運営
（略）
また、（削除）市災害ボランティアセンター等を通じ一般ボランティアの派
遣要請を行う。

第２　集積場所
６　集積場所の運営
（略）
また、千葉市災害ボランティアセンター等を通じ一般ボランティアの派遣
要請を行う。

・団体名称を計画内で統一するため。（修正）

67

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１１節　緊急
輸送体制

124

第３　緊急輸送道路の確保
　【建設局、千葉国道事務所、千葉運輸支局、自衛隊、県千葉港湾事務所、
警察署、（一社）千葉市建設業協会、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事
務所】
１　道路の確保順位
　建設部長（建設局長）は、地震後の緊急輸送活動を円滑に実施するた
め、被害を受けた道路を次により確保する。
　（１）本部長（市長）の指示又は区本部長（区長）の要請に基づき、（一社）
千葉市建設業協会の協力を得て、重要な路線から順次確保する。

第３　緊急輸送道路の確保
　【建設局、千葉国道事務所、千葉運輸支局、自衛隊、県千葉港湾事務所、
警察署、（追記）市建設業協会、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所】
１　道路の確保順位
　建設部長（建設局長）は、地震後の緊急輸送活動を円滑に実施するた
め、被害を受けた道路を次により確保する。
　（１）本部長（市長）の指示又は区本部長（区長）の要請に基づき、（追記）
千葉市建設業協会の協力を得て、重要な路線から順次確保する。

・団体名称を計画内で統一するため。（修正）

68

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１１節　緊急
輸送体制

125

第１１節　緊急輸送体制
第４　緊急輸送の実施
【財政局、千葉海上保安部、自衛隊、千葉港運協会、県トラック協会、県石
油商業組合、鉄道会社、バス会社、その他交通輸送業者、（一社）千葉市建
設業協会】

第１１節　緊急輸送体制
第４　緊急輸送の実施
【財政局、千葉海上保安部、自衛隊、千葉港運協会、県トラック協会、県石
油商業組合、鉄道会社、バス会社、その他交通輸送業者、（追記）市建設業
協会】

・団体名称を計画内で統一するため。（修正）

13／26
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No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

69

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１２節　ライ
フライン施設の
応急対策

128

第１　上下水道施設
２　応急復旧対策
（１）基本方針
　ア　応急復旧は、原則として各水道事業体の復旧担当職員の監督のも
とで施工業者によって行う。

第１　上下水道施設
２　応急復旧対策
（１）基本方針
　ア　応急復旧は、原則として県企業局及び水道部（水道局）復旧担当職
員の監督のもとで施工業者によって行う。

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）

70

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１２節　ライ
フライン施設の
応急対策

130

第１２節　ライフライン施設の応急対策
第２　公共下水道施設・農業集落排水施設
【建設局、千葉土木事務所、警察署、（一社）千葉市建設業協会、市指定排
水設備工事業者、市下水管路維持協同組合】

第１２節　ライフライン施設の応急対策
第２　公共下水道施設・農業集落排水施設
【建設局、千葉土木事務所、警察署、（追記）市建設業協会、市指定排水設
備工事業者、市下水管路維持協同組合】

・団体名称を計画内で統一するため。（修正）

71

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１２節　ライ
フライン施設の
応急対策

137

第５　電話施設
　【ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽天モバイ
ル㈱】

第５　電話施設
　【ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱（追記）】

・新たに指定公共機関として指定されたため。（追記）

72

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１２節　ライ
フライン施設の
応急対策

137

第５　電話施設
（略）
１　ＮＴＴ東日本㈱
（２）発災時の応急措置
ア 設備、資機材の点検及び発動準備
災害時には、次のとおり設備、資機材の点検等を行う。

イ　応急措置
（略）
（ク）災害用伝言ダイヤル「１７１」（削除）、災害用伝言板「ｗｅｂ１７１」の運
用
ウ　震災時の広報
（エ）災害用伝言ダイヤル「１７１」（削除）、災害用伝言板「ｗｅｂ１７１」の提
供開始

第５　電話施設
（略）
１　ＮＴＴ東日本㈱
（２）発災時の応急措置
ア 設備、資機材の点検及び発動準備
大地震の発生とともに、次のとおり設備、資機材の点検等を行う。

イ　応急措置
（略）
（ク）災害用伝言ダイヤル「１７１」の運用、災害用伝言板「ｗｅｂ１７１」の運
用
ウ　震災時の広報
（エ）災害用伝言ダイヤル「１７１」の提供開始、災害用伝言板「ｗｅｂ１７１」
の提供開始

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（修正）

73

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１２節　ライ
フライン施設の
応急対策

140

第５　電話施設
５　楽天モバイル㈱
　楽天モバイル㈱では、災害が発生した場合は、防災業務計画に基づく対
策組織を設置して被災の回復措置を講じ、基地局の損傷等が生じた場合
は、移動基地局車や可搬型基地局を出動させ、被災地域での携帯電話や
メールなどの通信手段を確保する。
　また、携帯電話の通信・通話が集中し、輻輳が発生した場合は、電気通
信サービスを一時的に規制することで一定の電気通信サービスを維持・
確保するとともに、一般県民を対象に災害用伝言板による安否情報の伝
達に努める

第５　電話施設
（追記）

・新たに指定公共機関として指定されたため。（追記）

74

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１２節　ライ
フライン施設の
応急対策

140

第１２節　ライフライン施設の応急対策
第６　鉄道施設等
２　発災時の初動措置
（１）運転規制

第１２節　ライフライン施設の応急対策
第６　鉄道施設等
２　発災時の初動措置
（１）運転規制

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（修正）

14／26
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75

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１２節　ライ
フライン施設の
応急対策

141

第１２節　ライフライン施設の応急対策
第６　鉄道施設等
２　発災時の初動措置
（２）乗務員の対応

（３）その他の措置

第１２節　ライフライン施設の応急対策
第６　鉄道施設等
２　発災時の初動措置
（２）乗務員の対応

（３）その他の措置

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（修正）

76

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１２節　ライ
フライン施設の
応急対策

142

第１２節　ライフライン施設の応急対策
第６　鉄道施設等
３　乗客の避難誘導

４　事故発生時の救護活動

第１２節　ライフライン施設の応急対策
第６　鉄道施設等
３　乗客の避難誘導

４　事故発生時の救護活動

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（修正）

77

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１２節　ライ
フライン施設の
応急対策

142

第１２節　ライフライン施設の応急対策
第６　鉄道施設等
５　災害時の広報活動

第１２節　ライフライン施設の応急対策
第６　鉄道施設等
５　災害時の広報活動

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（修正）

15／26
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78

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１２節　ライ
フライン施設の
応急対策

142

第６　鉄道施設等
【ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱】
６　保有する設備を活用した支援活動

第６　鉄道施設等
【ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱】
（追記）

・R5年度に設備を追加するため。（追記）

79

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１３節　生活
救援対策

145

第１　飲料水の供給
３　応急給水
（１）応急給水方針
　水道部長（水道局長）及び県企業局は、給水需要（被害状況）に基づき、
応急給水の方針を定め、次の事項について、本部長（市長）及び区本部長
（区長）へ報告するとともに、全体状況について綿密な連絡を取る。
　また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則
に規定する救助の程度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助
（応急給水等）を実施し、一般基準での救助が困難なときは、本部長（市
長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、本市を
含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害
救助資源配分計画」に基づき、県の連絡調整の下、救助を実施する。

第１　飲料水の供給
３　応急給水
（１）応急給水方針
　水道部長（水道局長）及び県企業局は、給水需要（被害状況）に基づき、
応急給水の方針を定め、次の事項について、本部長（市長）及び区本部長
（区長）へ報告するとともに、全体状況について綿密な連絡を取る。
（追記）

・救助実施市に指定されたため。（追記）

80

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１３節　生活
救援対策

148

第２　食品の供給
　【調達-市民局、経済農政局供給-各区、関東農政局（農林水産省農産局
長）、市薬剤師会、協定締結事業者、農協、その他米穀・食品関連業者、交
通輸送業者】
１ 食品の供給実施の決定
（１）供給実施の決定者
（削除）
　災害救助法の適用の有無にかかわらず、本部長（市長）又はその補助執
行機関としての区本部長（区長）は、災害により、避難所に収容され、又は
食品や調理のための手段を失い、近隣の援助だけでは対応できない市民
が、ある程度の人数の規模で発生し、相当程度の期間、その状態が継続
すると判断された場合に食品の供給の実施を決定する。
（削除）

　市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定
する救助の程度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助（食品の
給与等）を実施し、一般基準での救助が困難なときは、本部長（市長）は、
内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、本市を含む複
数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助資
源配分計画」に基づき、県の連絡調整の下、救助を実施する。なお、災害
救助法による「食品の給与」の実施期間は、災害発生の日から７日以内と
なるが、内閣総理大臣の承認により期限を延長することができる。
　なお、市限りにおいて処理不可能な場合は、近接市町、県、国その他関
係機関の応援を得て実施する

第２　食品の供給
　【調達-市民局、経済農政局供給-各区、関東農政局（農林水産省政策統
括官）、市薬剤師会、協定締結事業者、農協、その他米穀・食品関連業者、
交通輸送業者】
１ 食品の供給実施の決定
（１）供給実施の決定者
ア 災害救助法適用前
　本部長（市長）又はその補助執行機関としての区本部長（区長）は、災害
により、避難所に収容され、又は食品や調理のための手段を失い、近隣
の援助だけでは対応できない市民が、ある程度の人数の規模で発生し、
相当程度の期間、その状態が継続すると判断され た場合に食品の供給
の実施を決定する。
イ 災害救助法適用後
　本部長（市長）又はその補助執行機関としての区本部長（区長）は、県知
事の職権の一部を委任されているので、県知事の補助機関として、食品
の給与の実施にあたる。
　この場合、（追記）災害救助法による「食品の給与」の実施期間は、災害
発生の日から７日以内となるが、内閣総理大臣の承認により期限を延長
することができる。

　なお、市限りにおいて処理不可能な場合は、近接市町、県、国その他関
係機関の応援を得て実施する。

・農林水産省の組織改正を反映するため。（修正）
・救助実施市に指定されたため。（削除、追記）

81

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１３節　生活
救援対策

150

第２　食品の供給
３　食品の確保
（４）農林水産省への要請
　政府所有米穀の調達については、必要があるときは、県を通じて（連絡
がとれないときには直接）、農林水産省農産局長に必要な措置を講じる
ことを要請する。

第２　食品の供給
３　食品の確保
（４）農林水産省への要請
　政府所有米穀の調達については、必要があるときは、県を通じて（連絡
がとれないときには直接）、農林水産省政策統括官に必要な措置を講じ
ることを要請する。

・農林水産省の組織改正を反映するため。（修正）

16／26
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82

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１３節　生活
救援対策

153

第３ 生活必需品の供給
１ 供給実施の決定
（１）供給実施の決定者
　災害救助法の適用の有無にかかわらず、本部長（市長）又はその補助執
行機関としての区本部長（区長）は、必要と認めた場合、生活必需品供給
の実施を決定する。
　ただし、市限りにおいて処理不可能な場合は、近接市町、県、国その他
関係機関の応援を得て実施する。
　なお、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則
に規定する救助の程度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助
（生活必需品の給与等）を実施し、一般基準での救助が困難なときは、本
部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。ま
た、本市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、
「千葉県災害救助資源配分計画」に基づき、県の連絡調整の下、救助を実
施する。

第３ 生活必需品の供給
１ 供給実施の決定
（１）供給実施の決定者
　災害救助法の適用の有無にかかわらず、本部長（市長）又はその補助執
行機関としての区本部長（区長）は、必要と認めた場合、生活必需品供給
の実施を決定する。
　ただし、市限りにおいて処理不可能な場合は、近接市町、県、国その他
関係機関の応援を得て実施する。
　なお、災害救助法が適用された場合の生活必需品の給与又は貸与は知
事が行い、本部長（市長）はこれを補助するものとする。

・救助実施市に指定されたため。（修正）

83

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１３節　生活
救援対策

156

第４　救援（支援）物資の対応
４　救援物資に対する留意事項
（４）物資調達・輸送調整等支援システムの活用
　（略）事前に物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続きを関係者
間で共有し、備蓄物資の提供を含め速やかな物資支援に努める。

第４　救援（支援）物資の対応
４　救援物資に対する留意事項
（４）物資調達・輸送調整等支援システムの活用
　（略）事前に物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続きを関係者
間（追記）し、備蓄物資の提供を含め速やかな物資支援に努める。

・所要の修正（修正）

84

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１４節　要配
慮者の対策

160

第１　在宅の要配慮者の対策
１　避難行動要支援者の避難支援等
（略）
　総務部長（総務局長）、保健福祉部長（保健福祉局長）、こども未来部長
（こども未来局長）及び区本部長（区長）は連携を図り、災害が発生し、ま
たは災害が発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者名簿
の活用や、（削除）市社会福祉協議会、民生委員・児童委員、町内自治会、
自主防災組織、消防局、消防団や千葉県警察等と連携して、居宅に取り残
された避難行動要支援者の避難支援等にあたる。
（略）

第１　在宅の要配慮者の対策
１　避難行動要支援者の避難支援等
（略）
　総務部長（総務局長）、保健福祉部長（保健福祉局長）、こども未来部長
（こども未来局長）及び区本部長（区長）は連携を図り、災害が発生し、ま
たは災害が発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者名簿
の活用や、千葉市社会福祉協議会、民生委員・児童委員、町内自治会、自
主防災組織、消防局、消防団や千葉県警察等と連携して、居宅に取り残さ
れた避難行動要支援者の避難支援等にあたる。
（略）

・団体名称を計画内で統一するため。（削除）

85

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１４節　要配
慮者の対策

161

３ 避難所における要配慮者への対応
　市は、指定避難所等での生活が困難な要配慮者に対する支援として「千
葉市災害時要配慮者支援計画」に定めるとおり、福祉避難所（福祉避難室
及び拠点的福祉避難所）を開設する。福祉避難所開設後は、関係機関及
び各避難所に開設済の福祉避難所を周知する。
（削除）

 市は、要配慮者対策を重点的に具体化した個別計画である「千葉市災害
時要配慮者支援計画」により対応する。また、千葉県災害福祉支援チーム
（ＤＷＡＴ）の受入れ等も検討し、必要に応じて千葉県へ要請を行う。
　また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則
に規定する救助の程度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助
（福祉避難所の設置）を実施し、一般基準での救助が困難なときは、本部
長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、
本市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉
県災害救助資源配分計画」に基づき、県の連絡調整の下、救助を実施す
る。

３ 避難所における要配慮者への対応
　市は、指定避難所等での生活が困難な要配慮者に対する支援として「千
葉市災害時要配慮者支援計画」に定めるとおり、福祉避難所（福祉避難室
及び拠点的福祉避難所）を開設する。福祉避難所開設後は、関係機関及
び各避難所に開設済の福祉避難所を周知する。
　災害救助法が適用された場合は、知事が行い、市長はこれを補助する
ものとする。
 市は、要配慮者対策を重点的に具体化した個別計画である「千葉市災害
時要配慮者支援計画」により対応する。また、千葉県災害福祉支援チーム
（ＤＷＡＴ）の受入れ等も検討し、必要に応じて千葉県へ要請を行う。
（追記）

・救助実施市に指定されたため。（削除、追記）

17／26



令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市地域防災計画　地震災害対策計画
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86

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１５節　住宅
対策

164

第１５節　住宅対策
　【都市局、各区、県、プレハブ建築協会、千葉県建設業協会、全国木造建
設事業協会、千葉県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会、全国賃貸
住宅経営者協会連合会、全国賃貸住宅経営者協会連合会千葉県支部】

第１　応急仮設住宅の供給
　災害により住家が滅失した被災者のうち、自らの資力では住宅を確保
出来ない者に対し応急に住宅を提供し一時的な居住の安定を図る。
　市営住宅や借上げ型の応急仮設住宅への一時入居を行っても供給が不
足する場合、建設型の応急仮設住宅により対応する。
　また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則
に規定する救助の程度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助
（応急仮設住宅の供与）を実施し、一般基準での救助が困難なときは、本
部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。ま
た、本市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、
「千葉県災害救助資源配分計画」に基づき、県の連絡調整の下、救助を実
施する。

１　市営住宅等の活用
　空家の数や設備を調査し、応急仮設住宅として活用できる住宅を提供
する。

２　借上げによる応急仮設住宅
　災害救助法が適用された後に協力団体への協力要請を行い、協力団体
の受諾後、入居募集を開始する。入居を希望する被災者から民間賃貸住
宅の賃貸借契約に必要な書類を受け付け、民間賃貸住宅の借上げを行
う。

第１５節　住宅対策
　【都市局、各区、県、プレハブ建築協会（追記）】

第１　応急仮設住宅の建設等
（追記）

　市営住宅や借上げ型の応急仮設住宅への一時入居を行っても供給が不
足する場合、建設型の応急仮設住宅により対応する。
（追記）

１　市営住宅等の活用
　空家の数や設備を調査し、応急仮設住宅として活用できる住宅として
必要な備品を設置する。

２　借上げによる応急仮設住宅
　応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借上げは、災害救助法が適用さ
れた後に県知事が行う。
　　　市は、入居を希望する被災者から民間賃貸住宅の賃貸借契約に必要
な書類を受（追記）付後、県へ送付し、以降の手続は県知事が行う。

・救助実施市に指定されたため。（追記、修正）

87

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１５節　住宅
対策

164

３ 建設による応急仮設住宅
　建設による応急仮設住宅の要請戸数は、区本部長（区長）の意見を聞い
て本部長（市長）が決定する。
（１）大規模地震発災直後の要請戸数
　全壊・大規模半壊住宅数の 10％を目安とする。
（２）大規模地震発災から２週間目以降の要請戸数
　避難所にいる被災者へのヒアリング調査や市営住宅、借上げによる応
急仮設住宅の受付状況などにより、要請戸数を算定する。
（削除）

３ 建設による応急仮設住宅
　建設による応急仮設住宅の要請戸数は、区本部長（区長）の意見を聞い
て本部長（市長）が決定し、県知事へ要請する。
（１）大規模地震発災直後の要請戸数
　全壊・大規模半壊住宅数の 10％を目安とする。
（２）大規模地震発災から２週間目以降の要請戸数
　避難所にいる被災者へのヒアリング調査や市営住宅、借上げによる応
急仮設住宅の受付状況などにより、要請戸数を算定する。
（３）実施機関
　応急仮設住宅の建設は、災害救助法が適用された後に県知事が行う。
　本部長（市長）は、県知事の職権の一部を委任された場合、県知事の補
助機関として応急仮設住宅の建設を行う。

・救助実施市に指定されたため。（削除、修正）

88

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１５節　住宅
対策

165

３　建設による応急仮設住宅
（３）建設地の選定
　応急仮設住宅の建設地は、あらかじめ選定された建設予定候補地の中
から以下の条件を考慮し、現況を調査したうえで選定する。

（４）応急仮設住宅の建設
　建設予定地の現況調査の結果を基に「応急仮設住宅建設計画書」を策
定し本部長（市長）へ報告の上、協力団体から建設業者の斡旋を受け、建
設をする。
（５）応急仮設住宅の解体・撤去
　応急仮設住宅の供与が終了した場合、その解体及び撤去を行う。

３　建設による応急仮設住宅
（４）建設地の選定
　応急仮設住宅の建設地は、あらかじめ選定された建設予定候補地の中
から以下の条件を考慮し、現況を調査したうえで都市部長（都市局長）が
区本部長（区長）と協議して県知事へ報告選定する。
（追記）

・救助実施市に指定されたため。（削除、修正、追記）

89

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１５節　住宅
対策

165

第２　応急仮設住宅への入居
２　選定の方法
　建築班（都市局建築部）は、あらかじめ入居者の選定方法を作成してお
き、区本部（各区）が作成した応募者リストに基づいて入居者を選定する。
また、選定にあたっては、次の者を優先する。
（１）特定の資産のない高齢者、障害者、一人親世帯
（２）乳児（3歳以下）のいる世帯、妊婦のいる世帯、18歳未満の子供が3
人以上いる世帯
（３）病弱者等のいる世帯、被保護世帯並びに要保護世帯

（削除）

第２　応急仮設住宅への入居
２　選定の方法
　建築班（都市局建築部）は、あらかじめ入居者の選定方法を作成してお
き、区本部（各区）が作成した応募者リストに基づいて入居者を選定する。
また、選定にあたっては、次の者を優先する。
（１）特定の資産のない高齢者、障害者、母子世帯、病弱者等
（２）上記に準ずる者
（３）被災時に千葉市に居住していた者（住民登録の有無は問わない。）

第４　応急仮設住宅の解体・撤去
　応急仮設住宅の供与が終了した場合、その解体及び撤去は県知事が行
う。

・救助実施市に指定されたため。（修正、削除）

18／26
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90

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１５節　住宅
対策

166

（削除） 第４　応急仮設住宅の解体・撤去
応急仮設住宅の供与が終了した場合、その解体及び撤去は県知事が行
う。

・救助実施市に指定されたため。（削除）

91

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１５節　住宅
対策

166

第４　被災住宅の応急修理
（削除）
（削除）
　被災住宅の応急修理の実施は、災害救助法が適用された場合に本部長
（市長）が実施するものとする。都市部長（都市局長）は、直ちに住宅の応
急修理実施に必要な体制を整え事務にあたる。また、市に災害救助法を
適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程度、方
法及び期間（一般基準）の範囲において救助（応急仮設住宅の供与）を実
施し、一般基準での救助が困難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大
臣に特別基準の設定について協議する。また、本市を含む複数の県内市
町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助資源配分計
画」に基づき、救助を実施する。
なお、市の体制のみにおいて処理不可能な場合は、近接市町、
県、国その他関係機関の応援を得て実施する。

第５　被災住宅の応急修理
１ 被災住宅の応急修理
（１）実施機関
　被災住宅の応急修理の実施は、災害救助法が適用された場合に知事が
行い、本部長（市長）はこれを補助するものとする。
（追記）

なお、市の体制のみにおいて処理不可能な場合は、近接市町、県、国その
他関係機関の応援を得て実施する。

・救助実施市に指定されたため。（修正、削除、追記）

92

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１５節　住宅
対策

167

第４　被災住宅の応急修理
１　被災住宅の応急修理
（１）日常生活に必要な最小限度の部分の修理
ア　対象者
　災害のため住家が半壊（焼）・準半壊し、自らの資力では応急修理をする
ことができない者や、大規模な補修を行わなければ居住することが困難
な程度に住家が半壊した者。
イ　応急修理の給付内容
　応急修理は、居室、炊事場、便所などの日常生活に必要な最小限度の部
分について、実施（給付）するものとする。
　修理に要する費用の限度は、災害救助法の定めるところによる。
（削除）
※災害救助法による災害救助基準（資料8-1）
ウ　期間
　応急修理は、原則として災害発生の日から３ケ月以内に完了するものと
する。また、国の災害対策本部が設置された災害においては６ケ月以内
に完了するものとする。
なお、期限内の実施が困難な場合は内閣総理大臣へ協議する。
（削除）

第５　被災住宅の応急修理
（追記）
（追記）
（２）対象者
　災害のため住家が半壊（焼）・準半壊し、自らの資力では応急修理をする
ことができない者（追記）。

（３）応急修理の給付内容
　応急修理は、居室、炊事場、便所などの日常生活に必要な最小限度の部
分について、実施（給付）するものとする。
　修理に要する費用の限度は、災害救助法の定めるところによる。
（令和元年度基準 半壊：一世帯当たり595,000円、準半壊：300,000
円）
※災害救助法による災害救助基準（資料8-1）
（４）期間
　応急修理は、原則として災害発生の日から１ケ月以内に完了するものと
する。（追記）

なお、期限内の実施が困難な場合は県と協議する。
（５）実施（略）

・救助実施市に指定されたため。（修正、追記、削除）

93

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１５節　住宅
対策

167

第４　被災住宅の応急修理
１　被災住宅の応急修理
（２）住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理
ア　対象者
　災害のため住家が半壊（焼）又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水
の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者
イ　応急修理の内容
　応急修理は、住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な
部分について、実施（給付）するものとする。
　修理に要する費用の限度が、災害救助法の定めるところによる。
※災害救助法による災害救助基準（資料8-1）
ウ　期間
　応急修理は、原則として災害発生の日から10日以内に完了するものと
する。なお、期限内の実施が困難な場合は内閣総理大臣へ協議する。

第５　被災住宅の応急修理
（追記）

・救助実施市に指定されたため。（修正、追記）

94

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１５節　住宅
対策

167

第４　被災住宅の応急修理
２　市営住宅の応急修理

第５　被災住宅の応急修理
４　市営住宅の応急修理

・所要の修正（修正）

19／26
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95

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１５節　住宅
対策

168

第５　被災建築物の応急危険度判定の実施
（２）被災建築物応急危険度判定士の派遣を県に要請するとともに、執務
スペースの確保等受入れの準備を（削除）行う。
（３）判定を実施するときは、市民に対し判定実施地域、判定の趣旨、作業
の概要等を（削除）チラシ等により周知を図る。

第６　被災建築物の応急危険度判定の実施
（２）被災建築物応急危険度判定士の派遣を県に要請するとともに受入れ
のための宿泊場所、移動手段の確保等の準備を十分に行う。
（３）判定を実施するときは、市民に対し判定実施地域、判定の趣旨、作業
の概要等を、防災行政無線、チラシ等により周知を図る。

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）

96

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１５節　住宅
対策

168

第６　被災宅地の危険度判定の実施

第７　り災証明書の交付

第７　被災宅地の危険度判定の実施

第８　り災証明書の交付

・所要の修正（修正）

97

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１６節　環境
対策等

169

第１６節　環境対策等
　市は災害廃棄物対策組織として、必要に応じ総務、し尿処理、ごみ処理
及びがれき処理に関する各担当を置き、被害状況を把握する。また、国、
県、他の市町村、関係団体等と連携を図りながら、必要に応じ広域処理を
行う等により災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理に当たる。

第１６節　環境対策等
　（追記）

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

98

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１６節　環境
対策等

170

第１６節　環境対策等
第１　障害物の処理
【環境局、都市局、建設局、消防局、警察署、道路管理者、千葉土木事務
所、（一社）千葉市建設業協会、土木建設業者、市下水管路維持協同組合、
市指定排水設備工事業者】
１　住宅関係障害物の処理
（３）処理の実施
（削除）
　災害救助法の適用の有無にかかわらず、都市部長（都市局長）は、本部
長（市長）の指示に基づき、区本部長（区長）の意見及び周囲の状況を考
慮して、優先度の高い箇所を指定　し、区本部及び関係各部（局）、（一社）
千葉市建設業協会の協力により作業班を編成し実施する。
　また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則
に規定する救助の程度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助
（障害物の除去）を実施し、一般基準での救助が困難なときは、本部長（市
長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、本市を
含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害
救助資源配分計画」に基づき、救助を実施する。

（削除）
－災害救助法が適用された場合の障害物の処理－

（ア）市は、処理対象戸数及び所在を調査する。
（イ）～（エ）　（略）
（オ）実施期間は、災害発生の日から10 日以内に完了する。なお、期限内
の実施が困難な場合は内閣総理大臣へ協議する。

第１６節　環境対策等
第１　障害物の処理
【環境局、都市局、建設局、消防局、警察署、道路管理者、千葉土木事務
所、（追記）市建設業協会、土木建設業者、市下水管路維持協同組合、市指
定排水設備工事業者】
１　住宅関係障害物の処理
（３）処理の実施
ア 災害救助法適用前
　（追記）都市部長（都市局長）は、本部長（市長）の指示に基づき、区本部
長（区長）の意見及び周囲の状況を考慮して、優先度の高い箇所を指定
し、区本部及び関係各部（局）、（追記）千葉市建設業協会の協力により作
業班を編成し実施する。
（追記）

イ 災害救助法適用後
　災害救助法が適用された場合の障害物の処理は、次のとおり実施す
る。
（ア）市は、処理対象戸数及び所在を調査し、県知事に報告する。
（イ）～（エ）　（略）
（オ）実施期間は、災害発生の日から10 日以内に完了する。（追記）

・団体名称を計画内で統一するため。（修正）
・救助実施市に指定されたため。（削除、追記、修正）

99

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１６節　環境
対策等

171

２　河川等関係障害物の処理
　特に、橋脚、暗渠流入口及び工事箇所の仮設物等につかえる浮遊物並
びに流下浮遊物その他の障害物の処理作業を区本部・関係各部、関係機
関及び（一社）千葉市建設業協会と協力して実施する。

２　河川等関係障害物の処理
　特に、橋脚、暗渠流入口及び工事箇所の仮設物等につかえる浮遊物並
びに流下浮遊物その他の障害物の処理作業を区本部・関係各部、関係機
関及び（追記）千葉市建設業協会と協力して実施する。

・団体名称を計画内で統一するため。（追記）

100

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１６節　環境
対策等

171

第１６節　環境対策等
第１　障害物の処理
４　県及び県内市町村での援助協力
　市は、災害等による大量の廃棄物が発生し、単独での処理が困難な場
合には、「災害時等における廃棄物処理施設に係る相互援助細目協定」に
基づき相互に援助協力を行う。
　また、建築物の解体に伴うがれき等の大量発生が予想されることから、
「地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定」及び
「地震等大規模災害時における被災建物の解体撤去等に関する協定」に
基づき、県を通じて民間事業者の協力を求める。

第１６節　環境対策等
第１　障害物の処理
（追記）

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）
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101

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１６節　環境
対策等

171

第１６節　環境対策等
第１　障害物の処理
５　県による災害廃棄物処理
　県は、市町村災害廃棄物処理計画策定に関する助言、災害廃棄物処理
に関する技術的な助言、情報処理を行う。なお、甚大な被害を受けた市町
村が、自ら災害廃棄物の処理を行うことが困難な場合や、県が一括して
処理を行ったほうが円滑かつ迅速に災害廃棄物の処理が行えると判断
される場合は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の14の規
定に基づき、被災市町村が県に災害廃棄物の処理に関する事務の全部ま
たは一部を委託し、県が被災市町村に代わって災害廃棄物の処理を行
う。

第１６節　環境対策等
第１　障害物の処理
（追記）

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

102

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１６節　環境
対策等

172

第１６節　環境対策等
第２　ガレキの処理
【環境局、都市局、建設局、（一社）千葉市建設業協会、千葉県解体工事業
協同組合、土木建設業者、解体工事業者、廃棄物処理関係業者、運送業
者】

第１６節　環境対策等
第２　ガレキの処理
【環境局、都市局、建設局、（追記）市建設業協会、千葉県解体工事業協同
組合、土木建設業者、解体工事業者、廃棄物処理関係業者、運送業者】

・団体名称を計画内で統一するため。（追記）

103

災害応急対策
編

第1章 地震対
策計画

第16節 環境
対策等

180

第5　防疫・保健衛生
【保健福祉局、都市局、千葉県警察本部及び警察署､自衛隊､市医師会､市
薬剤師会､薬業会等関係業者､（公社）千葉県獣医師会開業部会千葉支
部】

（略）
２　防疫・保健衛生活動の実施
（５）動物救護活動等の実施
　　ア　県衛生指導課・（公社）千葉県獣医師会
　　　　開業部会千葉支部等との連絡調整

第5　防疫・保健衛生
【保健福祉局、都市局、千葉県警察本部及び警察署､自衛隊､市医師会､市
薬剤師会､薬業会等関係業者､公益社団法人千葉県獣医師会開業部会千
葉市地域獣医師会】
（略）
２　防疫・保健衛生活動の実施
（５）動物救護活動等の実施
　　ア　県衛生指導課・（公社）千葉県獣医師会
　　　　開業部会千葉市地域獣医師会等との
　　　　連絡調整

・団体名称を計画内で統一するため。（修正）

104

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第16節 環境
対策等

183

第６　行方不明者及び死体の捜索・収容・埋葬 第６　行方不明者及び死体の捜索・収容・埋葬 ・救助実施市に指定されたため。（修正）

105

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１６節　環境
対策等

183

第１６節　環境対策等
第６ 行方不明者及び死体の捜索・収容・埋葬
１　安否情報照会・捜索依頼の受付
　（略）

家族等から被災者の安否情報の照会があったときは、個人情報の保
護に関する法律の規定にかかわらず、被災者等の権利利益を不当に害す
るおそれがない範囲内で家族等に回答できる。
　（略）
　また、避難住民・死亡住民等のリストに（略）

市は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても積極的に
情報収集する。また、県は要救助者の迅速な把握による救助活動の効率
化・円滑化のために必要と認めるときは、市等と連携の上、安否不明者の
氏名等を公表し、その安否情報を収集・精査することにより、速やかな安
否不明者の絞り込みに努める。

第１６節　環境対策等
第６ 行方不明者及び死体の捜索・収容・埋葬
１　安否情報照会・捜索依頼の受付
　（略）

家族等から被災者の安否情報の照会があったときは、個人情報保護
条例の規定にかかわらず、被災者等の権利利益を不当に害するおそれが
ない範囲内で家族等に回答できる。
　（略）
　また、避難住民・死亡住民等のリストに（略）
　（追記）

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）
・個人情報保護条例が廃止されたため。（修正）

106

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１７節　教育
対策

191

第４　学用品の調達及び支給
２ 給与の期間
 災害救助法が適用された場合の支給期間は、災害発生の日から教科書
及び教材は１か月以内、その他については 15 日以内と定められてい
る。
 ただし、交通通信の途絶による学用品の調達及び輸送の困難が予想さ
れる場合には、（削除）内閣総理大臣の承認を受け、必要な期間を延長す
ることができる。

第４　学用品の調達及び支給
２ 給与の期間
 災害救助法が適用された場合の支給期間は、災害発生の日から教科書
（追記）は１か月以内、その他については 15 日以内と定められている。
 ただし、交通通信の途絶による学用品の調達及び輸送の困難が予想さ
れる場合には、県知事を通じて内閣総理大臣の承認を受け、必要な期間
を延長することができる。

・救助実施市に指定されたため。（追記、削除）

107

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１８節　公共
施設等の応急
対策

193

第１８節　公共施設等の応急対策
第１　道路・橋梁(きょうりょう)
【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱、（一社）千葉市建設業協
会、警察署】

第１８節　公共施設等の応急対策
第１　道路・橋梁(きょうりょう)
【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱、（追記）市建設業協会、警
察署】

・団体名称を計画内で統一するため。（追記）
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108

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１８節　公共
施設等の応急
対策

193

第１８節　公共施設等の応急対策
第１　道路・橋梁(きょうりょう)

第１８節　公共施設等の応急対策
第１　道路・橋梁(きょうりょう)

・団体名称を計画内で統一するため。（追記）

109

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１８節　公共
施設等の応急
対策

194

第１８節　公共施設等の応急対策
第１　道路・橋梁(きょうりょう)
１　災害時の応急措置

第１８節　公共施設等の応急対策
第１　道路・橋梁(きょうりょう)
１　災害時の応急措置

・各事務所の基準が改訂されたため。（削除）

110

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１８節　公共
施設等の応急
対策

196

第２　河川・海岸保全及び内水排除施設
　【建設局、千葉土木事務所、県千葉港湾事務所、（一社）千葉市建設業協
会】
１　市建設局
（３）施設管理者は、低地帯等が河川、内排水路の洪水、溢水(いっすい)等
により浸水被害が発生した場合は、密に連絡して、市所有の可搬式ポン
プを使用して排水に努める。
　なお、能力不足のときは、（一社）千葉市建設業協会のポンプ、労力応援
を要請して応急排水を実施する。

第２　河川・海岸保全及び内水排除施設
　【建設局、千葉土木事務所、県千葉港湾事務所、（追記）市建設業協会】

１　市建設局
（３）施設管理者は、低地帯等が河川、内排水路の洪水、溢水(いっすい)等
により浸水被害が発生した場合は、密に連絡して、市所有の可搬式ポン
プを使用して排水に努める。
　なお、能力不足のときは、（追記）千葉市建設業協会のポンプ、労力応援
を要請して応急排水を実施する。

・団体名称を計画内で統一するため。（追記）

111

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１８節　公共
施設等の応急
対策

197

第３　港湾施設
１　港内の船舶安全対策
　県千葉港湾事務所長は港内における船舶の安全を確保するため、港湾
法（昭和25年法律第218号）等海事関係法令に基づき諸規制の厳正な
励行監視と各関係特定事業所等の防災体制の確立強化に努める。

第３　港湾施設
１　港内の船舶安全対策
　県千葉港湾事務所長は港内における船舶の安全を確保するため、港則
法(昭和23年法律第174号)等海事関係法令に基づき諸規制の厳正な
励行監視と各関係特定事業所等の防災体制の確立強化に努める。

・所要の修正（修正）

112

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１８節　公共
施設等の応急
対策

197

第１８節　公共施設等の応急対策
第３　港湾施設
３　海上における避難
（略）
（１）船舶・船舶会社・船舶代理店・岸壁管理者・港湾管理者・曳船協会等の
関係者への避難勧告又は命令（削除）
（３）東京湾海上交通センター及び巡視艇による通航船舶の監視警戒並び
に管制信号等による安全確保

第１８節　公共施設等の応急対策
第３　港湾施設
３　海上における避難
（略）
（１）関係船舶・船舶会社・船舶代理店・岸壁管理者・港湾管理者・洩船協会
等関係者への避難（追記）命令通報
（３）各信号所の管制信号による港内交通の安全確保並びに巡視艇の規
制による港内交通警戒

・所要の修正（修正、追記、削除）

113

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１８節　公共
施設等の応急
対策 197

第４　その他の社会公共施設
　【施設所管局区等、施設管理者、県危機管理政策課、警察署、市医師会
等関係医療機関】

第４　その他の社会公共施設
　【施設所管局区等、施設管理者、県危機管理（追記）課、警察署、市医師
会等関係医療機関】

・千葉県の組織改正を反映するため。（追記）
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114

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１９節　ボラ
ンティアとの連
携

201

第１９節　ボランティアとの連携
　大規模災害発生時においては、災害応急対策の実施には多くの人員を
必要とするため、市は日本赤十字社、（削除）市社会福祉協議会等やボラ
ンティア団体との連携を図るとともに、ボランティア活動の協力を申し入
れる団体や個人の協力を得て、ボランティアの自主性を尊重しつつ、効果
的な応急対策を実施するものとする。
　（削除）市災害ボランティアセンターは、（削除）市社会福祉協議会が市と
協力し設置する。（削除）市社会福祉協議会が中心となって運営し、市は、
ボランティア活動が円滑に行われるよう、その運営を支援する。
　（削除）

　また、市は、国、県及び関係団体と相互に協力し、ボランティアに対する
被災地のニーズの把握に努めるとともに、ボランティアの受付、調整等そ
の受入体制を確保するよう努め、ボランティアの受入れに際して、ボラン
ティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮するとともに、必要に応
じてボランティアの活動拠点を提供するなど、ボランティアの活動の円滑
な実施が図られるよう支援に努める。

第１９節　ボランティアとの連携
　大規模災害発生時においては、災害応急対策の実施には多くの人員を
必要とするため、市は日本赤十字社、千葉市社会福祉協議会等やボラン
ティア団体との連携を図るとともに、ボランティア活動の協力を申し入れ
る団体や個人の協力を得て、ボランティアの自主性を尊重しつつ、効果的
な応急対策を実施するものとする。
　千葉市災害ボランティアセンターは、千葉 市社会福祉協議会が市と協
力し設置する。千葉 市社会福祉協議会が中心となって運営し、市は、ボ
ランティア活動が円滑に行われるよう、その運営を支援する。
　なお、千葉県社会福祉協議会と千葉市社会福祉協議会では「千葉県社
会福祉協議会と市町村社会福祉協議会における災害時の相互支援に関
する協定」に基づき、「災害時における相互支援マニュアル」が整備されて
いる。
（追記）

・団体名称を計画内で統一するため。（追記）
・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）

115

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１９節　ボラ
ンティアとの連
携

202

第２　ボランティアの活動分野
１　一般分野
（３）救援物資や義援品の仕分け（削除）

第３　ボランティアとして活動する個人、団体
２　団体
（２）（削除）市社会福祉協議会

第２　ボランティアの活動分野
１　一般分野
（３）救援物資や義援品の仕分け、輸送

第３　ボランティアとして活動する個人、団体
２　団体
（２）社会福祉法人千葉 市社会福祉協議会

・現在の運用に合わせて修正するため。（削除）
・団体名称を計画内で統一するため。（削除）

116

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１９節　ボラ
ンティアとの連
携

203

第４　ボランティアの受入れ体制の整備
　（略）
　なお、（削除）市災害ボランティアセンタ―への設置・運営については
（略）
　また、市に災害救助法を適用した場合において、共助のボランティア活
動と市の実施する救助の調整事務について、市社会福祉協議会が設置す
る市災害ボランティアセンターに委託する場合は、当該事務に必要な人
件費及び旅費を災害救助法の国庫負担の対象とすることができる。

１　一般ボランティアの受入れ体制の整備
（１）（削除）市災害ボランティアセンター等の設置
　（削除）市社会福祉協議会は、市から（削除）市災害ボランティアセンター
の設置・運営に関する要請があった場合には、市（本部）及び区（区本部）
と連携を図り、一般分野のボランティアの活動拠点となる（削除）市災害
ボランティアセンター及び必要に応じて 現地センターを開設する。また、
市は平常時より、そのための体制づくりを支援する。

第４　ボランティアの受入れ体制の整備
　（略）
　なお、千葉市災害ボランティアセンタ―への設置・運営については（略）

（追記）

１　一般ボランティアの受入れ体制の整備
（１）千葉市災害ボランティアセンター等の設置
 千葉市社会福祉協議会は、市から千葉市災害ボランティアセンターの設
置・運営に関する要請があった場合には、市（本部）及び区（区本部）と連
携を図り、一般分野のボランティアの活動拠点となる千葉市災害ボラン
ティアセンター及び（追記）現地センターを開設する。また、市は平常時よ
り、そのための体制づくりを支援する。

・救助実施市に指定されたため。（追記）
・団体名称を計画内で統一するため。（削除）
・現在の運用に合わせて修正するため。（追記）

117

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１９節　ボラ
ンティアとの連
携

203

（３）登録・派遣について
（略）
エ　千葉県及び（削除）市災害ボランティアセンターによる登録を経ずに、
直接現地へ来たボランティア希望者については、設置されている（削除）
市災害ボランティアセンター又は現地センターの窓口において受付を行
い、災害ボランティア 活動に従事する。
（４）食事、宿泊場所の提供
（略）
（５）（削除）市災害ボランティアセンター（削除）及び現地センターの設置
場所
（削除）市災害ボランティアセンター（削除）及び現地センターの設置場所
については、 次のとおりとする。

（３）登録・派遣について
（略）
エ　千葉県及び千葉市災害ボランティアセンターによる登録を経ずに、直
接現地へ来たボランティア希望者については、設置されている千葉市災
害ボランティアセンター又は現地センターの窓口において受付を行い、災
害対策活動に従事する。
（４）食事、宿泊場所の提供
（略）
（５）千葉市災害ボランティアセンター本部事務所 及び現地センターの設
置場所
千葉市災害ボランティアセンター本部事務所 及び現地センターの設置場
所については（追記）次のとおりとする。

・団体名称を計画内で統一するため。（削除）
・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）
・所要の修正（追記）
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118

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１９節　ボラ
ンティアとの連
携

204

（６）活動費用の負担及び資機材の確保
　ボランティアの活動に伴う経費は、その必要性に応じて（削除）市（削
除）が負担する。ボランティアが活動に必要とする資機材については、市
と（削除）市社会福祉協議会が相互に協力して確保する。

（７）ボランティア活動保険への加入
　ボランティア活動に伴う事故の発生に対処するため、（削除）市災害ボラ
ンティアセンターは市内で活動する一般ボランティアの把握に努め、ボラ
ンティア活動 保険の加入を勧める。

（６）活動費用の負担及び資機材の確保
　ボランティアの活動に伴う経費は、その必要性に応じてボランティアを
受け入れる 市町村 が負担する。ボランティアが活動に必要とする資機材
については、市と千葉 市社会福祉協議会が相互に協力して確保する。

（７）保険の付与
　ボランティア活動に伴う事故の発生に対処するため、千葉市災害ボラン
ティアセンターは市内で活動する一般ボランティアの把握に努め、ボラン
ティア（追記）保険の加入を勧める。

・団体名称を計画内で統一するため。（削除）
・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）

119

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１９節　ボラ
ンティアとの連
携

204

第１９節　ボランティアとの連携
第４　災害ボランティアの受入れ体制の整備
２　専門ボランティアの受入れ体制の整備
（１）市（本部）は、市が実施する業務を担う専門ボランティアを受入れるた
め、窓口を各部において開設し、これを統括する。

２　専門ボランティアの受入れ体制の整備
（２）ボランティア活動保険への加入
　　　市は、ボランティアの活動を支援するため、専門ボランティアの把握
に努め、ボランティア活動保険への加入を活動の条件とする。

第１９節　ボランティアとの連携
第４　災害ボランティアの受入れ体制の整備
２　専門ボランティアの受入れ体制の整備
（１）市（本部）は、市が実施する業務を担う専門ボランティアを受入れるた
め、窓口を各部において開設し、これを統括する。

２　専門ボランティアの受入れ体制の整備
（２）ボランティア（追記）保険への加入
　　　市は、ボランティアの活動を支援するため、専門ボランティアの把握
に努め、ボランティア（追記）保険への加入を活動の条件とする。

・本市の組織改正を反映するため。（修正）
・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）

120

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１９節　ボラ
ンティアとの連
携

205

第１９節　ボランティアとの連携
第４　災害ボランティアの受入れ体制の整備
５　ボランティア活動団体等との連携
　市は、市社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ等
との連携を図るとともに、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活
動支援や活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、災害の
状況やボランティアの活動状況等に関する最新の情報を共有する場を設
置するなどし、被災者のニーズや支援活動の全体像を関係者と積極的に
共有するものとする。

第１９節　ボランティアとの連携
第４　災害ボランティアの受入れ体制の整備
５　ボランティア活動団体等との連携
　市、市社会福祉協議会、市内で活動するボランティア活動団体及びＮＰ
Ｏ団体等は、災害時の効率的なボランティア活動を行えるように、災害時
の情報集約・共有等を行う「千葉市災害支援ネットワーク（仮称）」を設置
し、ボランティア団体・ＮＰＯ法人等と十分な情報交換を行うとともに必
要な支援策を実施し、密接な連携の下に各種救援救護策を進める。

・防災基本計画の修正を反映するため。（追記）

121

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第１９節　ボラ
ンティアとの連
携

206

第５　ボランティアの育成とボランティア意識の啓発

　（削除）市社会福祉協議会や関係団体との連携により、大規模災害時に
おいても有効な活動が展開できるよう、平常時から市民が自発的にボラ
ンティア活動に参加できる環境づくりや団体等の主体性を尊重した運営
が図れるよう、ボランティア意識の啓発やボランティアリーダーの養成等
を行う。

第５　ボランティアの育成とボランティア意識の啓発

　千葉市社会福祉協議会や関係団体との連携により、大規模災害時にお
いても有効な活動が展開できるよう、平常時から市民が自発的にボラン
ティア活動に参加できる環境づくりや団体等の主体性を尊重した運営が
図れるよう、ボランティア意識の啓発やボランティアリーダーの養成等を
行う。

・団体名称を計画内で統一するため。（削除）
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122

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第２１節　日本
海溝・千島海溝
周辺海溝型地
震防災対策推
進計画

212

第１　総則

１　推進計画の目的
　この計画は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災
対策の推進に関する特別措置法（平成１６年法律第２７号。以下「法」とい
う。）第５条第２項の規定に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震
防災対策推進地域について、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い
発生する津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事
項、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備す
べき施設等の整備に関する事項等を定め、当該地域における地震防災対
策の推進を図ることを目的とする。
　なお、この節に記載のない事項は、千葉市地域防災計画（共通編）、千葉
市地域防災計画（災害応急対策編）、千葉市水防計画によるものとする。

２　防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務
の大綱
　本市の地域に係る地震防災に関し、本市の区域内の公共的団体その他
防災上重要な施設の管理者（以下「防災関係機関」という。）の処理すべき
事務又は業務の大綱は、共通編 第１章 第２節 防災関係機関の処理すべ
き事務又は業務の大綱 に定めるとおりとする。

（追記） ・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に指定されたた
め。（追記）

123

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第２１節　日本
海溝・千島海溝
周辺海溝型地
震防災対策推
進計画

212

第２ 地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項
　　共通編 第２章 第２節 安全で災害に強いまちづくりの推進 参照

（追記） ・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に指定されたた
め。（追記）

124

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第２１節　日本
海溝・千島海溝
周辺海溝型地
震防災対策推
進計画

212

第３ 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項
１ 津波からの防護
　 水防計画 第６章 水門等の操作 参照

２ 津波に関する情報の伝達等
　 災害応急対策編 第１章 地震対策計画 第９節津波避難計画　参照

３ 地域住民等の避難行動等
　 災害応急対策編 第１章 地震対策計画 第９節津波避難計画 参照

４ 避難場所及び避難所の運営・安全確保
　 災害応急対策編 第１章 地震対策計画 第８節 避難対策 参照

５ 意識の普及・啓発
　 共通編　第２章　災害予防計画 第４節 津波災害予防対策（津波避難計画予防
編）　参照

６ 消防機関等の活動
　災害応急対策編 第１章 地震対策計画 第６節 消防・救急救助活動等 参照

７ 水道、電気、ガス、通信、放送関係
　 災害応急対策編 第１章 地震対策計画 第１２節 ライフライン施設の応急対策
参照

８ 交通
　 災害応急対策編 第１章 地震対策計画 第７節 警備・交通対策 参照

９ 市町村が自ら管理等を行う施設等に関する対策
　 共通編 第２章 災害予防計画 第４節 津波災害予防対策（津波避難計画予防
編） 参照

（追記） ・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に指定されたた
め。（追記）

125

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第２１節　日本
海溝・千島海溝
周辺海溝型地
震防災対策推
進計画 213

第４ 関係者との連携協力の確保に関する事項
１ 資機材、人員等の配備手配
　　災害応急対策編 第１章 地震対策計画 第４節 広域連携体制 参照

２ 物資の備蓄・調達
　 共通編 第２章 災害予防計画 第１１節 備蓄・調達体制の整備 参照

（追記） ・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に指定されたた
め。（追記）
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令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市地域防災計画　地震災害対策計画

No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

126

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第２１節　日本
海溝・千島海溝
周辺海溝型地
震防災対策推
進計画

213

第５ 防災訓練に関する事項
　　 共通編 第２章 災害予防計画 第４節 津波災害予防対策（津波避難計
画予防編） 参照

（追記） ・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に指定されたた
め。（追記）

127

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画

第２１節　日本
海溝・千島海溝
周辺海溝型地
震防災対策推
進計画

213

第６ 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項
　　 共通編 第２章 災害予防計画 第４節 津波災害予防対策（津波避難計
画予防編） 参照

（追記） ・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に指定されたた
め。（追記）
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令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市地域防災計画　地震災害対策計画 附編

No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

1

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画　附編

第２節　東海地
震注意情報発
表から警戒宣
言発令までの
対応措置

4

第２節　東海地震注意情報発表から警戒宣言発令までの対応措置
第１　東海地震注意情報の伝達

第２節　東海地震注意情報発表から警戒宣言発令までの対応措置
第１　東海地震注意情報の伝達

・現在の運用に合わせて修正するため。（追記）
・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正）
・千葉県の組織改正を反映するため。（修正）
・本市の組織改正を反映するため。（修正）

2

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画　附編

第２節　東海地
震注意情報発
表から警戒宣
言発令までの
対応措置

5

第２節　東海地震注意情報発表から警戒宣言発令までの対応措置
第１　東海地震注意情報の伝達
２　伝達体制

第２節　東海地震注意情報発表から警戒宣言発令までの対応措置
第１　東海地震注意情報の伝達
２　伝達体制

・千葉県の組織改正を反映するため。（追記）
・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正）

3

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画　附編

第２節　東海地
震注意情報発
表から警戒宣
言発令までの
対応措置

6

第２　活動体制
１　市

第２　活動体制
１　市

・本市の組織改正を反映するため。（修正）

4

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画　附編

第２節　東海地
震注意情報発
表から警戒宣
言発令までの
対応措置

7

第２節　東海地震注意情報発表から警戒宣言発令までの対応措置
第２ 活動体制
３ その他の防災機関

第２節　東海地震注意情報発表から警戒宣言発令までの対応措置
第２ 活動体制
３ その他の防災機関

・新たに指定公共機関として指定されたため。（追記）

1／4



令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市地域防災計画　地震災害対策計画 附編

No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

5

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画　附編

第２節　東海地
震注意情報発
表から警戒宣
言発令までの
対応措置

9

第２節　東海地震注意情報発表から警戒宣言発令までの対応措置
第３ 混乱防止措置

第２節　東海地震注意情報発表から警戒宣言発令までの対応措置
第３ 混乱防止措置

・本市の組織改正を反映するため。（修正）
・新たに指定公共機関として指定されたため。（追記）

6

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画　附編

第２節　東海地
震注意情報発
表から警戒宣
言発令までの
対応措置

10

第４　東海地震注意情報発表時から警戒宣言が発令されるまでの広報
（略）

なお、各現場において、混乱発生のおそれが予測される場合は、各防災
機関において必要な対応及び広報を行うとともに、関係機関（県危機管
理政策課、県警察本部等）へ緊急連絡を行う。

第４　東海地震注意情報発表時から警戒宣言が発令されるまでの広報
（略）

なお、各現場において、混乱発生のおそれが予測される場合は、各防災
機関において必要な対応及び広報を行うとともに、関係機関（県危機管
理（追記）課、県警察本部等）へ緊急連絡を行う。

・千葉県の組織改正を反映するため。（追記）

7

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画　附編

第３節　警戒宣
言発令に伴う
対応措置

14

第３節　警戒宣言発令に伴う対応措置
第２　警戒宣言の伝達及び広報
１　警戒宣言の伝達
（１）伝達系統及び伝達手段

第３節　警戒宣言発令に伴う対応措置
第２　警戒宣言の伝達及び広報
１　警戒宣言の伝達
（１）伝達系統及び伝達手段

・本市の組織改正を反映するため。（修正）
・千葉県の組織改正を反映するため。（修正）

8

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画　附編

第３節　警戒宣
言発令に伴う
対応措置

16

第３節　警戒宣言発令に伴う対応措置
第２　警戒宣言の伝達及び広報
１　警戒宣言の伝達
（２）伝達体制

第３節　警戒宣言発令に伴う対応措置
第２　警戒宣言の伝達及び広報
１　警戒宣言の伝達
（２）伝達体制

・千葉県の組織改正を反映するため。（修正）
・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）
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令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市地域防災計画　地震災害対策計画 附編

No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

9

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画　附編

第３節　警戒宣
言発令に伴う
対応措置

18

第３節　警戒宣言発令に伴う対応措置
第２　警戒宣言の伝達及び広報
２　警戒宣言時の広報
（２）広報

第３節　警戒宣言発令に伴う対応措置
第２　警戒宣言の伝達及び広報
２　警戒宣言時の広報
（２）広報

・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正）

10

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画　附編

第３節　警戒宣
言発令に伴う
対応措置

22

第３節　警戒宣言発令に伴う対応措置
第３　警備・交通対策
２　交通対策
（２）海上交通対策
ア　海上保安対策等
（ウ）航行船舶に対しては、第三管区海上保安本部（海上安全情報セン
ター）を通じ、航行警報及び緊急情報によって周知する。

第３節　警戒宣言発令に伴う対応措置
第３　警備・交通対策
２　交通対策
（２）海上交通対策
ア　海上保安対策等
（ウ）航行船舶に対しては、第三管区海上保安本部運用司令センターを通
じ、航行警報又は安全警報によって周知する。

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）

11

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画　附編

第３節　警戒宣
言発令に伴う
対応措置

24

第５　公共輸送対策　【公共交通機関】
１　ＪＲ東日本㈱千葉支社
（２）混乱防止対策
　帰宅ラッシュに伴う混乱防止のため、次の措置をとる。
ア ＪＲ東日本㈱千葉支社の運転計画の概要周知、旅行の自粛、時差退社
及び近距離通勤者の徒歩帰宅等の呼びかけを行うため、ＪＲ東日本㈱本
社を通じてテレビ、ラジオ等の放送機関及び新聞社等に対して、報道を依
頼する。

（４）主要駅の対応措置
ア 帰宅ラッシュ時に伴う駅構内における混乱防止のため、千葉支社社員
（削除）等を派遣するなどして客扱い要員を増強して重点的に配置すると
ともに、状況により警察機関の協力を得て警備体制を確立する。

第５　公共輸送対策　【公共交通機関】
１　ＪＲ東日本㈱（追記）
（２）混乱防止対策
　帰宅ラッシュに伴う混乱防止のため、次の措置をとる。
ア ＪＲ東日本㈱（追記）の運転計画の概要周知、旅行の自粛、時差退社及
び近距離通勤者の徒歩帰宅等の呼びかけを行うため、ＪＲ東日本㈱本社
を通じてテレビ、ラジオ等の放送機関及び新聞社等に対して、報道を依頼
する。

（４）主要駅の対応措置
ア 帰宅ラッシュ時に伴う駅構内における混乱防止のため、千葉支社社
員、地区指導センター社員等を派遣するなどして客扱い要員を増強して
重点的に配置するとともに、状況により警察機関の協力を得て警備体制
を確立する。

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記、削除）

12

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画　附編

第３節　警戒宣
言発令に伴う
対応措置

27

第５　公共輸送対策　【公共交通機関】
２　その他民鉄各社
（３）運行方針

各防災関係機関、報道機関及びＪＲ東日本㈱千葉支社との協力のもと
に、地域の実情に応じた可能な限りの運転を行う。

第５　公共輸送対策　【公共交通機関】
２　その他民鉄各社
（３）運行方針

各防災関係機関、報道機関及びＪＲ東日本㈱（追記）との協力のもとに、
地域の実情に応じた可能な限りの運転を行う。

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

13

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画　附編

第３節　警戒宣
言発令に伴う
対応措置

32

第３節　警戒宣言発令に伴う対応措置
第６　上下水道・電気・ガス・電話対策
５　電話【ＮＴＴ東日本】
（４）応急対策
イ 非常、緊急通話、番号案内
（ア）非常、緊急通話の取扱いは確保する（削除）。

第３節　警戒宣言発令に伴う対応措置
第６　上下水道・電気・ガス・電話対策
５　電話【ＮＴＴ東日本】
（４）応急対策
イ 手動通話、番号案内
（ア）非常、緊急通話の取扱いは確保することとし、その他の 100 番通話
（平成２７年７月末までの運用）に対しては、可能な限り取扱う。

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）
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令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市地域防災計画　地震災害対策計画 附編

No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

14

災害応急対応
編

第1章 地震対
策計画　附編

第３節　警戒宣
言発令に伴う
対応措置

38

第８　不特定多数の人が集まる施設の対策 第８　不特定多数の人が集まる施設の対策 ・施設の名称が変更となったため。（修正）
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令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市地域防災計画　風水害・雪害・火山災害対策計画

No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

1

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

目次

ー

・計画修正に伴う、所要の修正（修正）

2

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１節　応急活
動体制

1

第１　初動体制
１　危機管理総合調整会議
（２）構成
　　　市長、副市長（削除）及び危機管理監をもって構成する。

３　災害警戒本部の設置
（２）構成局区及び災害警戒本部長等

災害警戒本部の構成は、総務局、保健福祉局、建設局、都市局、消防局
及び関係区とし、警戒本部長は危機管理監、警戒副本部長は総務局危機
管理部長とする。

第１　初動体制
１　危機管理総合調整会議
（２）構成
　　　市長、副市長、総務局長及び危機管理監をもって構成する。

３　災害警戒本部の設置
（２）構成局区及び災害警戒本部長等

災害警戒本部の構成は、総務局、保健福祉局、建設局、都市局、消防局
及び関係区とし、警戒本部長は総務局長、警戒副本部長は総務局危機管
理監とする。

・現在の運用に合わせて修正するため。（削除、修正、追記）

3

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１節　応急活
動体制

2

第１　初動体制
３　災害警戒本部の設置
（５）所掌事務
イ 県及び防災関係機関からの情報収集・県への被害状況の報告（県危機
管理政策課、防災対策課、消防課及び関係機関）
（６）災害警戒本部の廃止

危機管理監は、災害の拡大が認められないと判断したときは災害警戒
本部を解散する。

また、災害対策本部が設置されたときは、自動的に警戒本部を閉鎖し、
事務を災害対策本部に引き継ぐものとする。

４　災害対策事前準備
（１）災害対策事前配備の指令
ア　災害対策事前配備の指令の実施責任者は、危機管理監とする。
イ 危機管理監は、危機管理総合調整会議での協議決定を踏まえて、この
計画に定める配備基準に基づき災害対策事前配備を指令する。

第１　初動体制
３　災害警戒本部の設置
（５）所掌事務
イ 県及び防災関係機関からの情報収集・県への被害状況の報告（県危機
管理課、防災政策課、消防課及び関係機関）
（６）災害警戒本部の廃止

総務局長は、災害の拡大が認められないと判断したときは災害警戒本
部を解散する。

また、災害対策本部が設置されたときは、自動的に警戒本部を閉鎖し、
事務を災害対策本部に引き継ぐものとする。

４　災害対策事前準備
（１）災害対策事前配備の指令
ア　災害対策事前配備の指令の実施責任者は、総務局長とする。
イ 総務局長は、危機管理総合調整会議での協議決定を踏まえて、この計
画に定める配備基準に基づき災害対策事前配備を指令する。

・千葉県の組織改正を反映するため。（修正）
・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）

1／30



令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市地域防災計画　風水害・雪害・火山災害対策計画

No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

4

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１節　応急活
動体制

3

第１　初動体制
５　応急活動体制
（１）災害警戒本部

第１　初動体制
５　応急活動体制
（１）災害警戒本部

・所要の修正（修正）

5

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１節　応急活
動体制

6

第１　初動体制
５　応急活動体制
（５）職員の初期対応及び服務
イ　職員配備の報告

各部（各局区）は、所定の様式で職員の参集状況を記録し、その累計を
本部事務局（危機管理部）に報告する。（報告の方法：総合防災情報システ
ムにおける体制表への入力）

第１　初動体制
５　応急活動体制
（５）職員の初期対応及び服務
イ　職員配備の報告

各部（各局区）は、所定の様式で職員の参集状況を記録し、その累計を
本部事務局（危機管理部）に報告する。（報告の方法：災害情報共有システ
ム（追記）への入力）

・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正）

6

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１節　応急活
動体制

7

第２　災害対策本部
１　設置基準

第２　災害対策本部
１　設置基準

・所要の修正（修正）

7

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１節　応急活
動体制

8

第２　災害対策本部
４　設置又は廃止の通知

第２　災害対策本部
４　設置又は廃止の通知

・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正）
・千葉県の組織改正を反映するため。（追記）

8

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１節　応急活
動体制

9

第２　災害対策本部
５　本部の組織
（１）災害対策本部
　ア　本部長（市長）
　・副本部長、主管本部員、各本部員、区本部長及び現地本部長に
　　対する指揮命令
　ウ　主管本部員（危機管理監）
　・本部長、副本部長を補佐し、本部員を指揮監督する

第２　災害対策本部
５　本部の組織
（１）災害対策本部
　ア　本部長（市長）
　・副本部長、主管本部員、各（追記）部部長、区本部長及び現地本部長に
　　対する指揮命令
　ウ　主管本部員（危機管理監）
　（追記）

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）

2／30
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9

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１節　応急活
動体制

10

第４　第１配備・第２配備
５　本部の組織

第４　第１配備・第２配備
５　本部の組織

・本市の組織改正を反映するため。（修正）

10

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１節　応急活
動体制

11

６　本部及び区本部の運営
（１）本部員会議の開催
イ　協議事項

本部員会議の協議事項は、そのつど災害の状況に応じて、本部長、副本
部長、主管本部員若しくは本部員の提議によるが、おおむね次のとおり
とする。

（２）本部の運営上必要な資機材等の確保
本部事務局長（総務局危機管理部長）は、本部が設置されたときは、次の
措置を講じる。
ア　本部開設に必要な資機材等の準備
（削除）
（削除）

６　本部及び区本部の運営
（１）本部員会議の開催
イ　協議事項

本部員会議の協議事項は、そのつど災害の状況に応じて、本部長（追
記）若しくは本部員の提議によるが、おおむね次のとおりとする。

（２）本部の運営上必要な資機材等の確保
本部事務局長（総務局危機管理部長）は、本部が設置されたときは、次の
措置を講じる。
ア　本部開設に必要な資機材等の準備
○千葉市災害対策図板（各種被害想定図を含む）の設置
○被害状況図板の設置

・現在の運用に合わせて修正するため。（追記、削除）

11

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２節　情報の
収集・伝達

13

第２節　情報の収集・伝達
第１　情報連絡体制

第２節　情報の収集・伝達
第１　情報連絡体制

・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正）

12

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２節　情報の
収集・伝達

14

第１　情報連絡体制
４　有線通信網・携帯電話の利用方法
（２）総合防災情報システム、ＦＡＸ・ＣＨＡＩＮＳ等の利用

本部・区本部・市各部出先機関・防災関係機関間の指令の授受伝達及び
報告等の通信連絡については、総合防災情報システム、ＦＡＸ・ＣＨＡＩＮＳ
等により行う。

第１　情報連絡体制
４　有線通信網・携帯電話の利用方法
（２）災害情報共有システム、ＦＡＸ・ＣＨＡＩＮＳ等の利用

本部・区本部・市各部出先機関・防災関係機関間の指令の授受伝達及び
報告等の通信連絡については、災害情報共有システム、ＦＡＸ・ＣＨＡＩＮＳ
等により行う。

・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正）

3／30
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13

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２節　情報の
収集・伝達

17

第１　情報連絡体制 第１　情報連絡体制 ・所要の修正（追記）

14

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２節　情報の
収集・伝達

18

第２節　情報の収集・伝達
第２　気象警報・注意報及び特別警報
１　気象警報・注意報及び特別警報の受領・伝達
（略）

総務局危機管理部長は、警報及び特別警報等を受領した場合、速やか
に本部長（市長）、副本部長（副市長）、主管本部員（危機管理監）、建設部
長（建設局長）及び消防部長（消防局長）に報告するとともに、関係各課長
及び区本部長（区長）に伝達する。

第２節　情報の収集・伝達
第２　気象警報・注意報及び特別警報
１　気象警報・注意報及び特別警報の受領・伝達
（略）

総務局危機管理部長は、警報及び特別警報等を受領した場合、速やか
に本部長（市長）、副本部長（副市長）、総務部長（総務局長）、建設部長（建
設局長）及び消防部長（消防局長）に報告するとともに、関係各課長及び
区本部長（区長）に伝達する。

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）

15

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２節　情報の
収集・伝達

18

第２節　情報の収集・伝達
第２　気象警報・注意報及び特別警報
１　気象警報・注意報及び特別警報の受領・伝達
（１）気象情報の種類と発表基準
イ　特別警報の発表基準

第２節　情報の収集・伝達
第２　気象警報・注意報及び特別警報
１　気象警報・注意報及び特別警報の受領・伝達
（１）気象情報の種類と発表基準
イ　特別警報の発表基準

・現在の運用に合わせて修正するため。（削除）

16

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２節　情報の
収集・伝達

19

第２節　情報の収集・伝達
第２　気象警報・注意報及び特別警報
１　気象警報・注意報及び特別警報の受領・伝達
（１）気象情報の種類と発表基準
ウ　警報の発表基準

第２節　情報の収集・伝達
第２　気象警報・注意報及び特別警報
１　気象警報・注意報及び特別警報の受領・伝達
（１）気象情報の種類と発表基準
ウ　警報の発表基準

・基準が変更されたたため。（修正、削除）
・水防計画の記載内容と整合を図るため。（追記）

4／30
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17

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２節　情報の
収集・伝達

20

第２節　情報の収集・伝達
第２　気象警報・注意報及び特別警報
１　気象警報・注意報及び特別警報の受領・伝達
（１）気象情報の種類と発表基準
エ　注意報の発表基準

第２節　情報の収集・伝達
第２　気象警報・注意報及び特別警報
１　気象警報・注意報及び特別警報の受領・伝達
（１）気象情報の種類と発表基準
エ　注意報の発表基準

・基準が変更されたたため。（修正、追記、削除）

18

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２節　情報の
収集・伝達

20

第２節　情報の収集・伝達
第２ 気象警報・注意報及び特別警報
オ　キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等

カ　その他
（略）

第２節　情報の収集・伝達
第２ 気象警報・注意報及び特別警報
（追記）

オ　その他
（略）

・基準が変更されたたため。（修正、追記、削除）

5／30
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19

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２節　情報の
収集・伝達

21

第２節　情報の収集・伝達
第２ 気象警報・注意報及び特別警報
カ　その他

第２節　情報の収集・伝達
第２ 気象警報・注意報及び特別警報
オ　その他

（追記）

・基準が変更されたたため。（修正、追記、削除）

20

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２節　情報の
収集・伝達

23

第２節　情報の収集・伝達
第２　気象警報・注意報及び特別警報
１　気象警報・注意報及び特別警報の受領・伝達
（２）受領・伝達系統

第２節　情報の収集・伝達
第２　気象警報・注意報及び特別警報
１　気象警報・注意報及び特別警報の受領・伝達
（２）受領・伝達系統

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

6／30
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21

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２節　情報の
収集・伝達

25

第２節　情報の収集・伝達
第３　警戒レベル
２　警戒レベルと防災気象情報の関係

第２節　情報の収集・伝達
第２　警戒レベル
２　警戒レベルと防災気象情報の関係

・現在の運用に合わせて修正するため。（追記、削除）

22

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２節　情報の
収集・伝達

26

第２節　情報の収集・伝達
第３　警戒レベル
２　警戒レベルと防災気象情報の関係
（１）実施担当者
応急対策を実施するため千葉市が必要とする気象情報の収集・伝達に

ついては、総務局危機管理部長が担当する。
なお、伝達を受けた関係所管は、総合防災情報システム等により、自ら情

報を収集する。

第２節　情報の収集・伝達
第３　警戒レベル
２　警戒レベルと防災気象情報の関係
（１）実施担当者
応急対策を実施するため千葉市が必要とする気象情報の収集・伝達に

ついては、総務局危機管理部長が担当する。
なお、伝達を受けた関係所管は、災害情報共有システム等により、自ら情

報を収集する。

・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正）

23

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２節　情報の
収集・伝達

26

第２節　情報の収集・伝達
第３　警戒レベル
３　異常現象発見時の速報
災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者、又はその発見者

から通報を受けた警察官等から連絡を受けたときは、直ちに総務局危機
管理監へ伝達する。
総務局危機管理監は、受領した事項について、銚子地方気象台、その災

害に関係のある近隣市町村、県危機管理政策課及び千葉土木事務所に
通報する。

第２節　情報の収集・伝達
第３　警戒レベル
３　異常現象発見時の速報
災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者、又はその発見者

から通報を受けた警察官等から連絡を受けたときは、直ちに総務局危機
管理監へ伝達する。
総務局危機管理監は、受領した事項について、銚子地方気象台、その災

害に関係のある近隣市町村、県危機管理（追記）課及び千葉土木事務所
に通報する。

・千葉県の組織改正を反映するため。（追記）

24

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２節　情報の
収集・伝達

27

第２節　情報の収集・伝達
第５　土砂災害警戒情報
１　土砂災害警戒情報
（略）
（１）目的
　大雨警報（土砂災害）発表中に大雨による土砂災害発生の危険度がさら
に高まった時、市が避難指示等を発令する際の判断や市民の自主避難を
支援することを目的としている。
（２）基準
　降雨の実況値及び２時間先までの降雨予測値を基に作成した指標（土
壌雨量指数）が発表基準に達した場合。

第２節　情報の収集・伝達
第５　土砂災害警戒情報
１　土砂災害警戒情報
（略）
（１）目的
　大雨警報等発表中に大雨による土砂災害発生の危険度がさらに高まっ
た時、市が避難指示等を発令する際の判断や市民の自主避難を支援する
ことを目的としている。
（２）基準
降雨の実況値及び数時間先までの降雨予測値を基に作成した指標（土壌
雨量指数）が発表基準に達した場合。

・基準が変更されたたため。（修正）

7／30
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25

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２節　情報の
収集・伝達

28

第２節　情報の収集・伝達
第５　土砂災害警戒情報
２　情報の収集

その他、総合防災情報システム、千葉県土砂災害警戒情報システム等イ
ンターネットを活用して収集する。

３　情報の伝達
本節「第２　気象警報・注意報及び特別警報」に準ずる。
また、総合防災情報システムにより庁内へ伝達するほか、土砂災害警戒
区域（又は土砂災害特別警戒区域）内に立地している要配慮者利用施設
へも伝達する。
※本章第７節「土砂災害対策」参照

第６　雨量・水位情報
１　雨量情報の収集・伝達
雨量情報の収集は、総務局危機管理監が行う。
千葉市雨量観測システムを活用して収集した雨量情報は、総合防災情報
システム等を通じて提供するとともに、市のホームページに掲載する。

第２節　情報の収集・伝達
第５　土砂災害警戒情報
２　情報の収集

その他、災害情報共有システム、千葉県土砂災害警戒情報システム等イ
ンターネットを活用して収集する。

３　情報の伝達
本節「第２　気象警報・注意報及び特別警報」に準ずる。
また、災害情報共有システムにより庁内へ伝達するほか、土砂災害警戒
区域（又は土砂災害特別警戒区域）内に立地している要配慮者利用施設
へも伝達する。
※本章第７節「土砂災害対策」参照

第６　雨量・水位情報
１　雨量情報の収集・伝達
雨量情報の収集は、総務局危機管理監が行う。
千葉市雨量観測システムを活用して収集した雨量情報は、災害情報共有
システム等を通じて提供するとともに、市のホームページに掲載する。

・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正）

26

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２節　情報の
収集・伝達

30

第８　被害状況の収集・伝達 第８　被害状況の収集・伝達 ・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正）

27

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２節　情報の
収集・伝達

31

第８　被害状況の収集・伝達
被害情報の収集報告系統図

第８　被害状況の収集・伝達
被 害 情 報 の 収 集 報 告 系 統 図

・現在の運用に合わせて修正するため。（削除）
・千葉県の組織改正を反映するため。（追記）

28

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２節　情報の
収集・伝達

32

第８　被害状況の収集・伝達
１　被害状況の収集
（１）収集すべき情報の内容
※千葉県危機管理政策課報告様式（資料6-2）

第８　被害状況の収集・伝達
１　被害状況の収集
（１）収集すべき情報の内容
※千葉県危機管理（追記）課報告様式（資料6-2）

・千葉県の組織改正を反映するため。（追記）

29

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２節　情報の
収集・伝達

33

２　被害状況のとりまとめ
（１）各部及び区本部から本部への報告
各部及び区本部は、災害が発生してから災害に関する応急対策が完了す
るまでの間、以下の表の手順のとおり、本部へ、原則、総合防災情報シス
テムにより被害状況及び災害応急対策の活動状況を報告する。

２　被害状況のとりまとめ
（１）各部及び区本部から本部への報告
各部及び区本部は、災害が発生してから災害に関する応急対策が完了す
るまでの間、以下の表の手順のとおり、本部へ、原則、災害情報共有シス
テムにより被害状況及び災害応急対策の活動状況を報告する。

・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正）

8／30
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30

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２節　情報の
収集・伝達

34

３　県（災害対策本部）への報告
（１）報告の担当者
県（災害対策本部）への報告は、本部長（市長）の指示に基づき、本部事務
局長（総務局危機管理部長）が行う。
（２）報告の手順

ア 本部事務局長（総務局危機管理部長）は、各部及び区本部から報告
された被害状況及び措置状況のとりまとめにあたっては、調査漏れや重
複のないよう留意し、相違ある被害状況については、報告前において、調
整するものとする。

イ 千葉県危機管理情報共有要綱に基づき、次表に従って、県に報告す
る。
（３）報告先等
本部事務局長（総務局危機管理部長）が県に行う被害情報の報告先及び
報告の区分・様式は、以下のとおりである。
市域に災害が発生したとき、又は発生が予想されるときは、速やかに被
害情報を収集し、千葉県防災情報システム及び電話・ＦＡＸ又は防災行政
無線により県本部事務局（県危機管理政策課）に報告する。ただし、県に
報告できない場合にあっては、国（総務省消防庁）に報告するものとし、
事後速やかに県に報告する。

（本部事務局長（総務局危機管理部長）が県に行う被害情報の報告先）
（本部事務局長（総務局危機管理部長）が県に行う被害情報等報告の区分
及び様式）

３　県（災害対策本部）への報告
（１）報告の担当者
県（災害対策本部）への報告は、本部長（市長）の指示に基づき、本部事務
局長（総務局危機管理部（追記））が行う。
（２）報告の手順

ア 本部事務局長（総務局危機管理部（追記））は、各部及び区本部から
報告された被害状況及び措置状況のとりまとめにあたっては、調査漏れ
や重複のないよう留意し、相違ある被害状況については、報告前におい
て、調整するものとする。

イ 千葉県危機管理情報共有要綱に基づき、次表に従って、県に報告す
る。
（３）報告先等
本部事務局（追記）（総務局危機管理部（追記））が県に行う被害情報の報
告先及び報告の区分・様式は、以下のとおりである。
市域に災害が発生したとき、又は発生が予想されるときは、速やかに被
害情報を収集し、千葉県防災情報システム及び電話・ＦＡＸ又は防災行政
無線により県本部事務局（県危機管理（追記）課）に報告する。ただし、県
に報告できない場合にあっては、国（総務省消防庁）に報告するものと
し、事後速やかに県に報告する。

（本部事務局（追記）（総務局危機管理部（追記））が県に行う被害情報の報
告先）
（本部事務局（追記）（総務局危機管理部（追記））が県に行う被害情報等報
告の区分及び様式）

・現在の運用に合わせて修正するため。（追記）
・千葉県の組織改正を反映するため。（追記）

31

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第３節　災害時
の広報

39

第１　実施機関とその分担
４ ＮＴＴ東日本㈱
 ＮＴＴ東日本㈱は、災害のため通信が途絶（削除）、若しくは利用の制限を
行ったときは、広報車、ラジオ、テレビ等によって、利用者に対して広報活
動を実施する

第１　実施機関とその分担
４ ＮＴＴ東日本㈱
 ＮＴＴ東日本㈱は、災害のため通信が途絶したとき、若しくは利用の制限
を行ったときはテレビ、ラジオ、広報車等によって、利用者に対して広報
活動を実施する。

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

32

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第３節　災害時
の広報

44

第２　市広報活動の実施手順
２　広報活動の方法（手段）
（10）デマ等への対策
　災害時の推測による人心不安や風説の流布による社会秩序の混乱を最
小限に留めるため、誤報の可能性がある情報については、関係機関への
確認を行うなど情報分析を行うとともに、庁内の認識統一を行い、ＳＮＳ
等を活用した広報活動を実施する。

第２　市広報活動の実施手順
２　広報活動の方法（手段）
（10）デマ等への対策
　災害時の推測による人心不安や風説の流布による社会秩序の混乱を最
小限に留めるため、御法の可能性がある情報については、関係機関への
確認を行うなど情報分析を行うとともに、庁内の認識統一を行い、ＳＮＳ
等を活用した広報活動を実施する。

・所要の修正（修正）

33

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第３節　災害時
の広報

45

第３　報道機関への発表・協力要請
１　市の発表
（１）災害警戒本部体制時

市長若しくは警戒本部長（危機管理監）の指示により、総務局市長公室
長が記者クラブを通じて報道機関に対して、災害に関する情報の発表・協
力の要請を行う。

２　緊急警報放送等の要請
市は、緊急時における情報連絡手段としてラジオ、テレビの放送機能を

有効に活用する。なお、ラジオ、テレビ局等に対する緊急放送の要請につ
いては、次のとおり各放送機関に要請する。
（１）要請方法

放送要請は、本部事務局長（総務局危機管理部長）が本部長（市長）の指
示に基づき行う。

第３　報道機関への発表・協力要請
１　市の発表
（１）災害警戒本部体制時

市長若しくは主管本部員（危機管理監）の指示により、総務局市長公室
長が記者クラブを通じて報道機関に対して、災害に関する情報の発表・協
力の要請を行う。

２　緊急警報放送等の要請
市は、緊急時における情報連絡手段としてラジオ、テレビの放送機能を

有効に活用する。なお、ラジオ、テレビ局等に対する緊急放送の要請につ
いては、次のとおり各放送機関に要請する。
（１）要請方法

放送要請は、秘書班長（総務局市長公室長）が本部長（市長）の指示に基
づき行う。

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）
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34

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第４節　広域連
携体制

48

第４節　広域連携体制
第１　国・県に対する要請等
１　要請の手続

県知事に応援要請又は応急措置の実施を要請する場合は、県（防災危
機管理部危機管理政策課）に対し、県防災行政無線又は電話等をもって
行い、後日速やかに文書を送付する。

第４節　広域連携体制
第１　国・県に対する要請等
１　要請の手続

県知事に応援要請又は応急措置の実施を要請する場合は、県（防災危
機管理部危機管理（追記）課）に対し、県防災行政無線又は電話等をもっ
て行い、後日速やかに文書を送付する。

・千葉県の組織改正を反映するため。（追記）

35

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第４節　広域連
携体制

56

第４　自衛隊への災害派遣要請
１　派遣要請の手続等
（２）要請手続
自衛隊災害派遣要請

第４　自衛隊への災害派遣要請
１　派遣要請の手続等
（２）要請手続
自衛隊災害派遣要請

・現在の運用に合わせて修正するため。（追記、修正）

36

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第４節　広域連
携体制

58

第４　自衛隊への災害派遣要請　【総務局危機管理部】
１　派遣要請の手続等
（５）災害派遣部隊の受入措置等

第４　自衛隊への災害派遣要請　【総務局危機管理部】
１　派遣要請の手続等
（５）災害派遣部隊の受入措置等

・千葉県の組織改正を反映するため。（追記）

37

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第４節　広域連
携体制

61

第７　他都市に対する応援
３　応援の枠組み
（１）応急対策職員派遣制度
ア　避難所の運営、り災証明書の交付等の災害対応業務の支援

千葉県は、関東ブロック（東京都 群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉県
（削除）神奈川県 山梨県）に属している。

第７　他都市に対する応援
３　応援の枠組み
（１）応急対策職員派遣制度
ア　避難所の運営、り災証明書の交付等の災害対応業務の支援

千葉県は、関東ブロック（東京都 群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉県
、神奈川県 山梨県）に属している。

・所要の修正（削除）

38

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第５節　災害救
助法の適用

63

第５節　災害救助法の適用
【総務局危機管理部】

第５節　災害救助法の適用
【保健福祉局】

・事務分掌が変更されたため（修正）
・救助実施市に指定されたため。（削除、追記）

39

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第５節　災害救
助法の適用

63

第５節　災害救助法の適用
第１ 救助の実施機関
　本市は、災害救助法第２条の２に基づく救助実施市として、その権限と
責任を踏まえ、 国及び県との連携を図り、円滑かつ迅速に同法による救
助を実施する。

第５節　災害救助法の適用
（追記）

・救助実施市に指定されたため。（追記）
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40

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第５節　災害救
助法の適用

63

第５節　災害救助法の適用
第２ 救助の実施者
　災害救助法の適用後は、法定受託事務として、本部長（市長）が救助を
実施する。
　なお、この法律の適用以外の災害については、災害対策基本法第５条に
基づき、本部長（市長）が応急措置を実施する。

第５節　災害救助法の適用
（追記）

・救助実施市に指定されたため。（追記）

41

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第５節　災害救
助法の適用

63

第５節　災害救助法の適用
第３ 救助の種類
　災害救助法に定める救助の種類は、次のとおりである。
１　災害が発生した段階の救助
（１）避難所の設置
（２）応急仮設住宅の供与
（３）炊き出しその他による食品の給与
（４）飲料水の供給
（５）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
（６）医療及び助産
（７）被災者の救出
（８）被災した住宅の応急修理
（９）学用品の給与
（10）埋葬
（11）死体の捜索及び処理
（12）障害物の除去

２　災害が発生するおそれがある段階の救助
　避難所の設置（避難行動が困難な要配慮者を避難所に避難させるための輸送
を含む。）

第５節　災害救助法の適用
（追記）

・救助実施市に指定されたため。（追記）

42

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第５節　災害救
助法の適用

64

第５節　災害救助法の適用
第４ 災害救助法の適用基準

　本市における災害救助法の適用基準は次のとおりである。

１　災害が発生した段階の適用（法第２条第１項）
（１）住家が滅失した世帯の数が、当該市町村の区域内の人口に応じ、別
表の基準１号以上であること。（法施行令第１条第１項第１号）
（２）住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で２，５００世帯以上
であって、当該市町村の区域内の人口に応じ、別表の基準第２号以上で
あること。（法施行令第１条第１項第２号）
（３）住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で１２，０００世帯以上
であること、又は災害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にか
かった者の救護を著しく困難とする特別の事情がある場合であって、か
つ多数の世帯の住家が滅失したものであること。（法施行令第１条第１項
第３号）

第５節　災害救助法の適用
第１ 災害救助法の適用基準

　県における具体的適用基準は次のとおりである。

（追記）
１ 住家が滅失した世帯の数が、当該市町村の区域内の人口に応じ、別表
の基準１号以上であること。（法施行令第１条第１項第１ 号）
２ 住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で２，５００世帯以上で
あって、当該市町村の区域内の人口に応じ、別表の基準第２号以上であ
ること。（法施行令第１条第１項第２号）
３ 住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で１２，０００世帯以上
であること、又は災害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にか
かった者の救護を著しく困難とする特別の事情がある場合であって、か
つ多数の世帯の住家が滅失したものであること。

・救助実施市に指定されたため。（修正、追記）
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43

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第５節　災害救
助法の適用

64

第５節　災害救助法の適用
第４ 災害救助法の適用基準
（４）多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じたも
のであること。（法施行令第１条第１項第４号）

２　災害が発生するおそれがある段階の適用（災害救助法第２条第２項）
　災害が発生するおそれがある段階で、国が災害対策本部を設置し、本市
がその所管区域となり、市域において当該災害により被害を受けるおそ
れがあること。

第５節　災害救助法の適用
第１ 災害救助法の適用基準
４ 多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じたも
のであること。（追記）

（追記）

・救助実施市に指定されたため。（修正、追記）
・所要の修正（修正）

44

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第５節　災害救
助法の適用 65

第５節　災害救助法の適用
第５　被災世帯の算定基準

第５節　災害救助法の適用
第２　被災世帯の算定基準

・所要の修正（修正）

45

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第５節　災害救
助法の適用

66

第５節　災害救助法の適用
第６　災害救助法の適用手続き
１　本部長（市長）は、災害に際し、被害状況の調査、把握に努め、随時内
閣府及び県へ情報提供する。また、内閣府及び県への被害状況等の情報
提供は、次に掲げる事項について、まずは、口頭又は電話をもって実施
し、後日文書により改めて処理する。

（１）災害が発生した段階の情報提供
ア　災害発生の日時及び場所
イ　災害の原因及び被害の状況
ウ　適用を要請する理由
エ　適用を必要とする期間
オ　既にとった救助措置及びとろうとする救助措置
カ　その他必要な事項
（２）災害が発生するおそれがある段階の情報提供
ア　避難指示等の発令状況
イ　事前避難に係る避難先の市町村名（広域避難の場合に限る）、避難所
数、避難者数（うち、要配慮者の避難者数）
ウ　災害救助法による救助実施（見込含む）区域名及び実施年月日
エ　救助実施に係る避難先の市町村名（広域避難の場合に限る）、避難所
数、避難者数（うち、要配慮者の避難者数）
オ　その他必要事項

第５節　災害救助法の適用
第３　災害救助法の適用手続き
　災害に際し、千葉市の市域内の災害が災害救助法の適用基準のいずれ
かに該当し、又は該当する見込みであるときは、本部長（市長）は直ちに
その旨を県知事に報告し、災害救助法適用を県知事に要請する。
　災害の事態が急迫して知事による救助の実施を待つことができないと
き、市長は災害救助法の規定による救助に着手し、その状況を直ちに知
事に報告する。
　要請又は報告は、県防災危機管理部防災政策課を経由して県知事に対
し次に掲げる事項について、まずは、口頭又は電話をもって要請し、後日
文書によりあらためて処理する。
（追記）
（１）災害発生の日時及び場所
（２）災害の原因及び被害の状況
（３）適用を要請する理由
（４）適用を必要とする期間
（５）既にとった救助措置及びとろうとする救助措置
（６）その他必要な事項
（追記）

・救助実施市に指定されたため。（修正）
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46

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第５節　災害救
助法の適用

66

第５節　災害救助法の適用
第６　災害救助法の適用手続き

２ 市域内の被害が災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該
当する見込みであるときは、直ちに災害救助法の適用を決定し、災害救
助法に基づく救助の実施について、各部局へ指示するとともに、内閣府
及び県へ通知又は報告するものとする。

３ 災害救助法を適用及び適用を終了したときは、速やかに公示すると
ともに、市ホームページ等により広報を行うものとする。

第５節　災害救助法の適用
第３　災害救助法の適用手続き

（追記）

・救助実施市に指定されたため。（修正、追記）

47

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第５節　災害救
助法の適用

67

第５節　災害救助法の適用
第７　災害救助法による救助の程度、方法及び期間等

　本部員及び区本部長は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の
程度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助を実施する。
　なお、一般基準では、救助の適切な実施が困難な場合には、本部長（市
長）は、適時、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で、特別基準を
定める。

第５節　災害救助法の適用
第４　災害救助法による救助の内容等

　災害救助法による救助の程度、方法及び期間は（資料8-1）の表のとお
りである。

・救助実施市に指定されたため。（修正）

48
災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第５節　災害救
助法の適用 67

第５節　災害救助法の適用
（削除）

第５節　災害救助法の適用
第５　救助業務の実施者

・救助実施市に指定されたため。（削除）

49

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第５節　災害救
助法の適用

67

第５節　災害救助法の適用
第８　災害救助法適用後の救助の実施
　関係各局・区は、災害救助法に基づく救助を実施するとともに、その実
施状況を本部事務局に逐次報告する。
　本部事務局は、関係各局・区の協力を得て、災害救助法に関する運用
（報告書類の作成等）を行う。

第５節　災害救助法の適用
（追記）

・救助実施市に指定されたため。（追記）

50

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第６節　消防・
救急救助活動
等

68

第６節　消防・救急救助活動等
第１　消防活動
１　組織
（１）活動体制
　（削除）消防局長が（削除）必要と認めた場合は、消防局に「消防対策本
部」を設置し消防局長が本部長となり、消防が行う災害応急活動の全般
を指揮統括する。（略）

第６節　消防・救急救助活動等
第１　消防活動
１　組織
（１）活動体制
　市に本部が設置された場合、又は消防局長が特に必要と認めた場合
は、消防局に「消防対策本部」を設置し消防局長が本部長となり、消防が
行う災害応急活動の全般を指揮統括する。（略）

・現在の運用に合わせて修正するため。（削除）

51

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第７節　土砂災
害対策

71

第７節　土砂災害対策
第１　巡視及び警戒体制

第７節　土砂災害対策
第１　巡視及び警戒体制

・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正）

52

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第９節　避難対
策

79

第１　来訪者・入所者等の避難
２　避難の完了報告
（１）市の施設

なお、連絡の方法は、総合防災情報システム、一般加入電話、ＦＡＸ、ＰＨ
Ｓ、携帯電話、電子メール、地域防災無線又は伝令による。

第１　来訪者・入所者等の避難
２　避難の完了報告
（１）市の施設

なお、連絡の方法は、災害情報共有システム、一般加入電話、ＦＡＸ、ＰＨ
Ｓ、携帯電話、電子メール、地域防災無線又は伝令による。

・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正）
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53

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第９節　避難対
策

82

第３　浸水想定区域における避難
２　浸水想定区域内にある地下街等の地下施設及び要配慮者利用施設等
における避難対策
（２）避難情報等の伝達方法
イ　伝達系統

第３　浸水想定区域における避難
２　浸水想定区域内にある地下街等の地下施設及び要配慮者利用施設等
における避難対策
（２）避難情報等の伝達方法
イ　伝達系統

・本市の組織改正を反映するため。（修正）

54

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第９節　避難対
策

83

第４　土砂災害警戒区域における避難
２　避難情報等の伝達
（２）伝達系統・手段
ア　土砂災害警戒情報

総合防災情報システムを使用し、多様なメディアによる広報、各報道機
関等

第４　土砂災害警戒区域における避難
２　避難情報等の伝達
（２）伝達系統・手段
ア　土砂災害警戒情報

災害情報共有システムを使用し、多様なメディアによる広報、各報道機
関等

・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正）

55

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第９節　避難対
策

84

第９節　避難対策
第５　警戒レベル３(高齢者等避難)
１　発令基準
（略）
（３）高潮
　ア　高潮注意報の発表において警報に切り替える可能性が高い旨に言
及された場合（数時間先に高潮警報が発表される状況の時に発表）
　イ　高潮注意報が発表されている状況において、台風情報で、台風の暴
風域が市にかかると予想されている、又は台風が市に接近することが見
込まれる場合
　ウ　警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を
伴う台風等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合
（夕刻時点で発令）
　エ　「伊勢湾台風」級（中心気圧 930hPa 以下又は最大風速 50m/s
以上）の台風が接近し、上陸24時間前に、特別警報発表の可能性がある
旨、府県気象情報や気象庁の記者会見等により周知された場合
（４）その他市民を災害から保護するため、必要と認められるとき

第９節　避難対策
第５　警戒レベル３(高齢者等避難)
１　発令基準
（略）
（追記）

（３）その他市民を災害から保護するため、必要と認められるとき

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）

56

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第９節　避難対
策

86

第９節　避難対策
第６　警戒レベル４（避難指示）
２　警戒レベル４（避難指示）の発令基準
（略）
（１）土砂災害
ア　大雨警報（土砂災害）が発表され、かつ、大雨警報（土砂災害）の危険
度分布で「危険（紫）」となった場合
イ　（略）
ウ　（略）
エ　（略）
オ　（略）
カ　（略）
（２）水害
ア　（略）
イ　（略）
ウ　（略）
エ　（略）
オ　（略）
カ　（略）
キ　（略）
ク　（略）
ケ　（略）

第９節　避難対策
第６　警戒レベル４（避難指示）
２　警戒レベル４（避難指示）の発令基準
（略）
（１）土砂災害
（ア）大雨警報（土砂災害）が発表され、かつ、大雨警報（土砂災害）の危険
度分布の予測値で土砂災害警戒情報の基準を超過した場合
（イ）（略）
（ウ）（略）
（エ）（略）
（オ）（略）
（カ）（略）
（２）水害
（ア）（略）
（イ）（略）
（ウ）（略）
（エ）（略）
（オ）（略）
（カ）（略）
（キ）（略）
（ク）（略）
（ケ）（略）

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）
・所要の修正（修正）
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57

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第９節　避難対
策

87

第９節　避難対策
第６　警戒レベル４（避難指示）
２　警戒レベル４（避難指示）の発令基準
（３）高潮災害
ア　（略）
イ　（略）
ウ　（略）
エ　（略）
オ　（略）
カ　（略）

第９節　避難対策
第６　警戒レベル４（避難指示）
２　警戒レベル４（避難指示）の発令基準
（３）高潮災害
（ア）（略）
（イ）（略）
（ウ）（略）
（エ）（略）
（オ）（略）
（カ）（略）

・所要の修正（修正）

58

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第９節　避難対
策

87

第９節　避難対策
第６　警戒レベル４（避難指示）
３　市の責務
（２）災害が発生するおそれがある場合は、市民に対し、その情勢を的確に
伝達し、早期に避難の勧告又は（削除）指示を発令し、高齢者、幼児、児
童、病人等は、あらかじめ指定された施設又は安全地域の親戚、知人宅
等に自主的に避難するよう指導する。

第９節　避難対策
第６　警戒レベル４（避難指示）
３　市の責務
（２）災害が発生するおそれがある場合は、市民に対し、その情勢を的確に
伝達し、早期に避難の勧告又は指示を発令し、高齢者、幼児、児童、病人
等は、あらかじめ指定された施設又は安全地域の親戚、知人宅等に自主
的に避難するよう指導する。

・「避難情報に関するガイドライン（内閣府作成）」の改訂に合わせて記載を
修正するため。（修正、削除）

59

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第９節　避難対
策

90

第９節　避難対策
第８　避難所の開設
【各区、施設所管局区等、施設管理者、避難所運営委員会等】

避難場所に避難した被災者のうち、（略）市職員が開設する場合は、「避
難所開設・運営マニュアル例」等に基づき開設し、（略）女性やＬＧＢＴ等（性
的少数者）への配慮及びペット対策等についても適切に対応するよう努
めるものとする。

さらに、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細
則に規定する救助の程度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助
（避難所の設置）を実施し、一般基準での救助が困難なときは、本部長（市
長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、本市を
含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害
救助資源配分計画」に基づき、県の連絡調整の下、救助を実施する。
※避難所開設・運営マニュアル例（資料7-4）

第９節　避難対策
第８　避難所の運営
【各区、施設所管局区等、施設管理者、警察署、町内自治会、自主防災組
織等】

避難場所に避難した被災者のうち、（略）市職員が開設する場合は、「千
葉市避難所担当職員 避難所開設・運営の手引き」に基づき開設し、（略）
女性やＬＧＢＴ等（性的少数者）への配慮及びペット対策等についても適切
に対応するよう努めるものとする。
（追記）

※地域による避難所開設・運営の手引き（資料7-4）

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）
・R4年4月に避難所開設・運営マニュアルを改訂したため。（追記）
・救助実施市に指定されたため。（追記）

60

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第９節　避難対
策

91

第９節　避難対策
第８　避難所の開設
４　開設時の留意事項
（３）報告
総合防災情報システム

第９節　避難対策
第８　避難所の開設
４　開設時の留意事項
（３）報告
災害情報共有システム

・現在使用しているシステムに合わせて修正（修正）

61

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第９節　避難対
策

92

第９節　避難対策
第９　避難所の運営
【各区、施設所管局区等、施設管理者、避難所運営委員会等】

市職員が開設する場合は、「避難所開設・運営マニュアル例」等に基づき
開設し、また、地域による「避難所運営委員会」が設立されている避難所
は、当該運営委員会が作成した「避難所開設・運営マニュアル例」等に基づ
き市民が、開設し収容保護する。（略）

第９節　避難対策
第９　避難所の運営
【各区、施設所管局区等、施設管理者、警察署、町内自治会、自主防災組
織等】

市職員が開設する場合は、「千葉市避難所担当職員 避難所開設・運営
の手引き」に基づき開設し、また、地域による「避難所運営委員会」が設立
されている避難所は、当該運営委員会が作成した「避難所開設・運営マ
ニュアル（追記）」（追記）に基づき運営委員会が開設し、運営する。

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）

62

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第９節　避難対
策

95

第９節　避難対策
第９ 避難所の運営
３　運営上の留意事項
（６）被災者の健康管理

区本部長（区長）は、被災者の健康状態の把握、栄養指導、衛生状態の
保持等の健康管理に努めるとともに、避難所における食物アレルギーを
有する者のニーズの把握やアセスメントの実施、食物アレルギーに配慮し
た食料の確保等に努める。

第９ 避難所の運営
３　運営上の留意事項
（６）被災者の健康管理

区本部長（区長）は、被災者の健康状態の把握、栄養指導、衛生状態の
保持等の健康管理に努める（追記）。

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

15／30
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63

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１０節 医療
救護

96

第１０節 医療救護
　災害により、通常受けられる医療が受けられなくなった市民に対して、
地域における診療機能が一定程度回復するまでの間、救護所の設置や医
療チームの派遣等により診療等を行う。
　医療救護は、市長が行うものとする。
  また、災害救助法が適用された場合における救助（医療・助産）について
は、同法に基づき実施し、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の
程度、方法及び期間（一般基準）での救助が困難なときは、本部長（市長）
は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、本市を含
む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救
助資源配分計画」に基づき、県の連絡調整の下、救助を実施する。
　さらに、本部長（市長）は、日本赤十字社千葉県支部と締結した委託契
約に基づき、救助又はその応援を実施させることがきる。
　なお、市限りで処理不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他の関係
機関の応援を得て実施するものとする。

第１０節 医療救護
　災害により、通常受けられる医療が受けられなくなった市民に対して、
地域における診療機能が一定程度回復するまでの間、救護所の設置や医
療チームの派遣等により診療等を行う。
　医療救護は、市長が行うものとする。
　ただし、災害救助法が適用された場合は県知事が行い、市長はこれを
補助するものとする。
　なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その
権限に属する救助の実施に関する事務の一部を市長が行うこととするこ
とができる。

　また、市限りで処理不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他の関係
機関の応援を得て実施するものとする。

・救助実施市に指定されたため。（修正）

64

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１０節 医療
救護

97

第１０節　医療救護
第１　初動医療体制
１　医療対策本部の設置
（１）医療対策本部（健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療
衛生部））の役割分担

第１０節　医療救護
第１　初動医療体制
１　医療対策本部の設置
（１）医療対策本部（健康福祉・医療衛生班（保健福祉局健康福祉部・医療
衛生部））の役割分担

・現在の運用に合わせて修正するため。（追記）
・団体名称を計画内で統一するため。（修正）

65

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１０節 医療
救護

100

第１０節　医療救護
第１　初動医療体制
３ 救護所の設置
（１）設置場所
（略）
　救護所は、以下のうちから、被災者にとって、最も安全かつ交通便利と
思われる場所を選定する。
　（削除）

第１０節　医療救護
第１　初動医療体制
３ 救護所の設置
（１）設置場所
（略）
　救護所は、以下のうちから、被災者にとって、最も安全かつ交通便利と
思われる場所を選定する。
　なお、市に災害救助法が適用され、県による救護班が派遣された場合
は、知事の指示による。

・救助実施市に指定されたため。（削除）

66

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１０節 医療
救護

102

第１０節 医療救護
第１　初動医療体制
４ 医療救護班の活動内容
（１）活動のあらまし
（略）
（２）活動の実施期間
　医療救護・助産活動を実施する期間は、災害の状況に応じ本部長（市
長）が定めるが、おおむね災害発生の日から 14 日以内とする。
　ただし、災害救助法が適用された場合は、同法に基づき実施し、一般基
準での救助が困難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準
の設定について協議する。なお、一般基準における救助期間は、医療救
護が災害発生の日から14日以内、助産活動が災害発生の日から７日以
内である。
（３）助産について
（略）
（４）経費の負担について
　災害救助法の適用を受けた場合は、内閣総理大臣が承認する基準額の
範囲において、国庫負担金を請求することができる。
　※医療救護活動に関する様式（資料8-4）

第１０節 医療救護
第１　初動医療体制
４ 医療救護班の活動内容
（１）活動のあらまし
（略）
（２）活動の実施期間
　医療救護・助産活動を実施する期間は、災害の状況に応じ本部長（市
長）が定めるが、おおむね災害発生の日から 14 日以内とする。
　ただし、災害救助法が適用された場合は、知事の補助機関として実施す
る。

（３）助産について
（略）
（４）経費の負担について
　災害救助法の適用を受けた場合は、県負担（限度額以内）、その他の場
合は、市負担とする。
　※医療救護活動に関する様式（資料8-4）

・救助実施市に指定されたため。（修正）

16／30
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67

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１０節 医療
救護

107

第１０節　医療救護
第４　医薬品・資器材の確保
千葉県医療救護活動体系図

第１０節　医療救護
第４　医薬品・資器材の確保
千葉県医療救護活動体系図

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（修正）

68

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１０節 医療
救護

108

第４　医薬品・資器材の確保
県の災害拠点病院の図

第４　医薬品・資器材の確保
県の災害拠点病院の図

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（修正）

69

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１１節　緊急
輸送体制

109

第１１節　緊急輸送体制
第１　緊急輸送手段の確保

【財政局、各局区、千葉海上保安部､自衛隊､千葉港運協会､県トラック協
会､県石油商業組合､鉄道会社、バス会社､その他交通輸送業者､（一社）
千葉市建設業協会】

第１１節　緊急輸送体制
第１　緊急輸送手段の確保

【財政局、各局区、千葉海上保安部､自衛隊､千葉港運協会､県トラック協
会､県石油商業組合､鉄道会社、バス会社､その他交通輸送業者､（追記）
市建設業協会】

・団体名称を計画内で統一するため。（追記）

17／30
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70

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１１節　緊急
輸送体制

111

第１１節　緊急輸送体制
第１　緊急輸送手段の確保
４　車両以外の輸送手段
（１）航空機・ヘリコプターによる輸送
（２）鉄道（ＪＲ東日本㈱千葉支社・京成電鉄㈱・千葉都市モノレール㈱）に
よる輸送
（３）船舶等による輸送

第２　集積場所
【財政局、市民局、千葉海上保安部、自衛隊、千葉港運協会、千葉県ト

ラック協会、千葉県倉庫協会、千葉県石油商業組合、鉄道会社、バス会
社、その他交通輸送業者、（一社）千葉市建設業協会】

第１１節　緊急輸送体制
第１　緊急輸送手段の確保
４　車両以外の輸送手段
（１）航空機・ヘリコプターによる輸送
（２）鉄道（ＪＲ東日本㈱（追記）・京成電鉄㈱・千葉都市モノレール㈱）によ
る輸送
（３）船舶等による輸送

第２　集積場所
【財政局、市民局、千葉海上保安部、自衛隊、千葉港運協会、千葉県ト

ラック協会、千葉県倉庫協会、千葉県石油商業組合、鉄道会社、バス会
社、その他交通輸送業者、（追記）市建設業協会】

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）
・団体名称を計画内で統一するため。（追記）

71

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１１節　緊急
輸送体制

113

第１１節　緊急輸送体制
第２　集積場所
２　港湾施設の確保
（３）船舶に関する措置
ア　接岸スペースを確保するため、岸壁管理者に対し、埠頭に停泊中の船
舶の移動を要請する。
イ　救援物資輸送等にあたる船舶の活動が速やかに実施できるよう、（削
除）海上保安部に対し、海上交通規制の要否について協議する。

第１１節　緊急輸送体制
第２　集積場所
２　港湾施設の確保
（３）船舶に関する措置
ア　接岸スペースを確保するため、埠頭に停泊中の船舶に対して（追記）
移動を勧告する。
イ　救援物資輸送等にあたる船舶の活動が速やかに実施できるよう、海
上の交通規制を行うとともに必要な場合は、海上保安部に対し入港船舶
の交通規制措置等を要請する。

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）

72

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１１節　緊急
輸送体制

113

第１１節　緊急輸送体制
第２　集積場所
３　臨時ヘリポートの開設

【財政局、成田国際空港㈱、県危機管理政策課、警察署、予定施設管理
者、（一社）千葉市建設業協会】

第１１節　緊急輸送体制
第２　集積場所
３　臨時ヘリポートの開設

【財政局、成田国際空港㈱、県危機管理（追記）課、警察署、予定施設管
理者、（追記）市建設業協会】

・千葉県の組織改正を反映するため。（追記）
・団体名称を計画内で統一するため。（追記）

73

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１１節　緊急
輸送体制

114

第１１節　緊急輸送体制
第３　緊急輸送道路の確保

【建設局、千葉国道事務所、千葉運輸支局、自衛隊、県千葉港湾事務所、
警察署、（一社）千葉市建設業協会、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事
務所】
１　道路の確保順位
（略）
（１）本部長（市長）の指示又は区本部長（区長）の要請に基づき、（一社）千
葉市建設業協会の協力を得て、重要な路線から順次確保する。

第１１節　緊急輸送体制
第３　緊急輸送道路の確保

【建設局、千葉国道事務所、千葉運輸支局、自衛隊、県千葉港湾事務所、
警察署、（追記）千葉市建設業協会、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事
務所】
１　道路の確保順位
（略）
（１）本部長（市長）の指示又は区本部長（区長）の要請に基づき、（追記）千
葉市建設業協会の協力を得て、重要な路線から順次確保する。

・団体名称を計画内で統一するため。（追記）

74

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１１節　緊急
輸送体制

115

第１１節　緊急輸送体制
第４　緊急輸送の実施

【財政局、千葉海上保安部、自衛隊、千葉港運協会、県トラック協会、県
石油商業組合、鉄道会社、バス会社、その他交通輸送業者、（一社）千葉市
建設業協会】

第１１節　緊急輸送体制
第４　緊急輸送の実施

【財政局、千葉海上保安部、自衛隊、千葉港運協会、県トラック協会、県
石油商業組合、鉄道会社、バス会社、その他交通輸送業者、（追記）千葉市
建設業協会】

・団体名称を計画内で統一するため。（追記）

75

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１２節　ライ
フライン施設の
応急対策

118

第１２節　ライフライン施設の応急対策
第１　上下水道施設
２　応急復旧対策
（１）基本方針
　ア　応急復旧は、原則として各水道事業体の復旧担当職員
　　の監督のもとで施工業者によって行う。

第１２節　ライフライン施設の応急対策
第１　上下水道施設
２　応急復旧対策
（１）基本方針
　ア　応急復旧は、原則として県企業局及び水道部（水道局）
　　復旧担当職員の監督のもとで施工業者によって行う。

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）

76

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１２節　ライ
フライン施設の
応急対策 119

第２　公共下水道施設・農業集落排水施設
【建設局、千葉土木事務所、警察署、（一社）千葉市建設業協会、市指定

排水設備工事業者、市下水管路維持協同組合】

第２　公共下水道施設・農業集落排水施設
【建設局、千葉土木事務所、警察署、（追記）千葉市建設業協会、市指定

排水設備工事業者、市下水管路維持協同組合】

・団体名称を計画内で統一するため。（追記）

77

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１２節　ライ
フライン施設の
応急対策 127

第５　電話施設
【ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽天モバイ

ル㈱】

第５　電話施設
　【ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱（追記）】

（追記）

・新たに指定公共機関として指定されたため。（追記）

18／30
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78

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１２節　ライ
フライン施設の
応急対策

130

第５　電話施設
５　楽天モバイル㈱

楽天モバイル㈱では、災害が発生した場合は、防災業務計画に基づく対
策組織を設置して被災の回復措置を講じ、基地局の損傷等が生じた場合
は、移動基地局車や可搬型基地局を出動させ、被災地域での携帯電話や
メールなどの通信手段を確保する。

また、携帯電話の通信・通話が集中し、輻輳が発生した場合は、電気通
信サービスを一時的に規制することで一定の電気通信サービスを維持・
確保するとともに、一般県民を対象に災害用伝言板による安否情報の伝
達に努める

第５　電話施設
（追記）

・新たに指定公共機関として指定されたため。（追記）

79

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１２節　ライ
フライン施設の
応急対策

131

第１２節　ライフライン施設の応急対策
第６　鉄道施設等
２　発災時の初動措置
（1）乗務員の対応

（2）その他の措置

第１２節　ライフライン施設の応急対策
第６　鉄道施設等
２　発災時の初動措置
（1）乗務員の対応

（2）その他の措置

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

80

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１２節　ライ
フライン施設の
応急対策

132

第１２節　ライフライン施設の応急対策
第６　鉄道施設等
３　乗客の避難誘導

４　事故発生時の救護活動

第１２節　ライフライン施設の応急対策
第６　鉄道施設等
３　乗客の避難誘導

４　事故発生時の救護活動

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

19／30
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81

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１２節　ライ
フライン施設の
応急対策

132

第１２節　ライフライン施設の応急対策
第６　鉄道施設等
５　災害時の広報活動

第１２節　ライフライン施設の応急対策
第６　鉄道施設等
５　災害時の広報活動

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

82

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１２節　ライ
フライン施設の
応急対策

132

第１２節　ライフライン施設の応急対策
第６　鉄道施設等
６　保有する設備を活用した支援活動

第１２節　ライフライン施設の応急対策
第６　鉄道施設等
（追記）

・R5年度に設備を追加するため。（追記）

83

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１３節　生活
救援対策

135

第１　飲料水の供給
３　応急給水
（１）応急給水方針
　水道部長（水道局長）及び県企業局は、給水需要（被害状況）に基づき、
応急給水の方針を定め、次の事項について、本部長（市長）及び区本部長
（区長）へ報告するとともに、全体状況について綿密な連絡を取る。
　また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則
に規定する救助の程度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助
（応急給水等）を実施し、一般基準での救助が困難なときは、本部長（市
長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、本市を
含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害
救助資源配分計画」に基づき、県の連絡調整の下、救助を実施する。

第１　飲料水の供給
３　応急給水
（１）応急給水方針
　水道部長（水道局長）及び県企業局は、給水需要（被害状況）に基づき、
応急給水の方針を定め、次の事項について、本部長（市長）及び区本部長
（区長）へ報告するとともに、全体状況について綿密な連絡を取る。
（追記）

・救助実施市に指定されたため。（追記）

84

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１３節　生活
救援対策

137

第１３節　生活救援対策
第２　食品の供給
　【調達-市民局、経済農政局供給-各区、関東農政局（農林水産省農産局
長）、市薬剤師会、協定締結事業者、農協、その他米穀・食品関連業者、交
通輸送業者】

第１３節　生活救援対策
第２　食品の供給
　【調達-市民局、経済農政局供給-各区、関東農政局（農林水産省政策統
括官）、市薬剤師会、協定締結事業者、農協、その他米穀・食品関連業者、
交通輸送業者】

・農林水産省の組織改正を反映するため。（修正）

85

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１３節　生活
救援対策

137

第１３節　生活救援対策
第２　食品の供給
１ 食品の供給実施の決定
（１）供給実施の決定者
（削除）
　災害救助法の適用の有無にかかわらず、本部長（市長）又はその補助執
行機関としての区本部長（区長）は、災害により、避難所に収容され、又は
食品や調理のための手段を失い、近隣の援助だけでは対応できない市民
が、ある程度の人数の規模で発生し、相当程度の期間、その状態が継続
すると判断された場合に食品の供給の実施を決定する。
（削除）
　市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定
する救助の程度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助（食品の
給与等）を実施し、一般基準での救助が困難なときは、本部長（市長）は、
内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、本市を含む複
数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助資
源配分計画」に基づき、県の連絡調整の下、救助を実施する。なお、災害
救助法による「食品の給与」の実施期間は、災害発生の日から７日以内と
なるが、内閣総理大臣の承認により期限を延長することができる。
　なお、市限りにおいて処理不可能な場合は、近接市町、県、国その他関
係機関の応援を得て実施する

第１３節　生活救援対策
第２　食品の供給
１ 食品の供給実施の決定
（１）供給実施の決定者
ア 災害救助法適用前
　（追記）本部長（市長）又はその補助執行機関としての区本部長（区長）
は、災害により、避難所に収容され、又は食品や調理のための手段を失
い、近隣の援助だけでは対応できない市民が、ある程度の人数の規模で
発生し、相当程度の期間、その状態が継続すると判断され た場合に食品
の供給の実施を決定する。
イ 災害救助法適用後
　本部長（市長）又はその補助執行機関としての区本部長（区長）は、県知
事の職権の一部を委任されているので、県知事の補助機関として、食品
の給与の実施にあたる。
　この場合、災害救助法による「食品の給与」の実施期間は、災害発生の
日から７日以内となるが、内閣総理大臣の承認により期限を延長するこ
とができる。

　なお、市限りにおいて処理不可能な場合は、近接市町、県、国その他関
係機関の応援を得て実施する。

・救助実施市に指定されたため。（削除、追記、修正）

20／30
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86

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１３節　生活
救援対策

139

３　食品の確保
（４）農林水産省への要請

政府所有米穀の調達については、必要があるときは、県を通じて（連絡
がとれないときには直接）、農林水産省農産局長に必要な措置を講じる
ことを要請する。
 ア　県に要請する場合

 イ　農林水産省に直接要請する場合

３　食品の確保
（４）農林水産省への要請

政府所有米穀の調達については、必要があるときは、県を通じて（連絡
がとれないときには直接）、農林水産省政策統括官に必要な措置を講じ
ることを要請する。
 ア　県に要請する場合

 イ　農林水産省に直接要請する場合

・農林水産省の組織改正を反映するため。（修正）

87

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１３節　生活
救援対策

142

第１３節　生活救援対策
第３ 生活必需品の供給
１ 供給実施の決定
（１）供給実施の決定者
　災害救助法の適用の有無にかかわらず、本部長（市長）又はその補助執
行機関としての区本部長（区長）は、必要と認めた場合、生活必需品供給
の実施を決定する。
　ただし、市限りにおいて処理不可能な場合は、近接市町、県、国その他
関係機関の応援を得て実施する。
　なお、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則
に規定する救助の程度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助
（生活必需品の給与等）を実施し、一般基準での救助が困難なときは、本
部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。ま
た、本市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、
「千葉県災害救助資源配分計画」に基づき、県の連絡調整の下、救助を実
施する。

第１３節　生活救援対策
第３ 生活必需品の供給
１ 供給実施の決定
（１）供給実施の決定者
　災害救助法の適用の有無にかかわらず、本部長（市長）又はその補助執
行機関としての区本部長（区長）は、必要と認めた場合、生活必需品供給
の実施を決定する。
　ただし、市限りにおいて処理不可能な場合は、近接市町、県、国その他
関係機関の応援を得て実施する。
　なお、災害救助法が適用された場合の生活必需品の給与又は貸与は知
事が行い、本部長（市長）はこれを補助するものとする。

・救助実施市に指定されたため。（修正）

88

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１４節　要配
慮者の対策

149

第１　在宅の要配慮者の対策
１　避難行動要支援者の避難支援等
（略）
　総務部長（総務局長）、保健福祉部長（保健福祉局長）、こども未来部長
（こども未来局長）及び区本部長（区長）は、連携を図り、災害が発生し、ま
たは災害が発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者名簿
の活用や、（削除）市社会福祉協議会、民生委員・児童委員、町内自治会、
自主防災組織、消防局、消防団や千葉県警察等と連携して、居宅に取り残
された避難行動要支援者の避難支援等にあたる。
（略）

第１　在宅の要配慮者の対策
１　避難行動要支援者の避難支援等
（略）
　総務部長（総務局長）、保健福祉部長（保健福祉局長）、こども未来部長
（こども未来局長）及び区本部長（区長）は、連携を図り、災害が発生し、ま
たは災害が発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者名簿
の活用や、千葉市社会福祉協議会、民生委員・児童委員、町内自治会、自
主防災組織、消防局、消防団や千葉県警察等と連携して、居宅に取り残さ
れた避難行動要支援者の避難支援等にあたる。
（略）

・団体名称を計画内で統一するため。（削除）

21／30
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89

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１４節　要配
慮者の対策

150

第１４節　要配慮者の対策
第１　在宅の要配慮者の対策
３ 避難所における要配慮者への対応
　市は、指定避難所等での生活が困難な要配慮者に対する支援として「千
葉市災害時要配慮者支援計画」に定めるとおり、福祉避難所（福祉避難室
及び拠点的福祉避難所）を開設する。
　福祉避難所開設後は、関係機関及び各避難所に開設済の福祉避難所を
周知する。
（削除）

 市は、要配慮者対策を重点的に具体化した個別計画である「千葉市災害
時要配慮者支援計画」により対応する。また、千葉県災害福祉支援チーム
（ＤＷＡＴ）の受入れ等も検討し、必要に応じて千葉県へ要請を行う。
　また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則
に規定する救助の程度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助
（福祉避難所の設置）を実施し、一般基準での救助が困難なときは、本部
長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、
本市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉
県災害救助資源配分計画」に基づき、県の連絡調整の下、救助を実施す
る。

第１４節　要配慮者の対策
第１　在宅の要配慮者の対策
３ 避難所における要配慮者への対応
　市は、指定避難所等での生活が困難な要配慮者に対する支援として「千
葉市災害時要配慮者支援計画」に定めるとおり、福祉避難所（福祉避難室
及び拠点的福祉避難所）を開設する。
　福祉避難所開設後は、関係機関及び各避難所に開設済の福祉避難所を
周知する。
　災害救助法が適用された場合は、知事が行い、市長はこれを補助する
ものとする。
 市は、要配慮者対策を重点的に具体化した個別計画である「千葉市災害
時要配慮者支援計画」により対応する。また、千葉県災害福祉支援チーム
（ＤＷＡＴ）の受入れ等も検討し、必要に応じて千葉県へ要請を行う。
（追記）

・救助実施市に指定されたため。（削除、追記）
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災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１５節　住宅
対策

153

第１５節　住宅対策
　【都市局、各区、県、（一社）千葉市建設業協会、プレハブ建築協会、千葉
県建設業協会、全国木造建設事業協会、千葉県宅地建物取引業協会、全
日本不動産協会、全国賃貸住宅経営者協会連合会、全国賃貸住宅経営者
協会連合会千葉県支部】

第１　応急仮設住宅の供給
　災害により住家が滅失した被災者のうち、自らの資力では住宅を確保
出来ない者に対し応急に住宅を提供し一時的な居住の安定を図る。
　また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則
に規定する救助の程度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助
（応急仮設住宅の供与）を実施し、一般基準での救助が困難なときは、本
部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。ま
た、本市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、
「千葉県災害救助資源配分計画」に基づき、県の連絡調整の下、救助を実
施する。

１　市営住宅等の活用
　空家の数や設備を調査し、応急仮設住宅として活用できる住宅を提供
する。

２　借上げによる応急仮設住宅
　災害救助法が適用された後に協力団体への協力要請を行い、協力団体
の受諾後、入居募集を開始する。
　市は、入居を希望する被災者から民間賃貸住宅の賃貸借契約に必要な
書類を受け付け、民間賃貸住宅の借上げを行う。

第１５節　住宅対策
　【都市局、各区、県、（追記）市建設業協会、プレハブ建築協会（追記）】

第１　応急仮設住宅の建設等
　市営住宅や借上げ型の応急仮設住宅への一時入居を行っても供給が不
足する場合、建設型の応急仮設住宅により対応する。
　（追記）

１　市営住宅等の活用
　空家の数や設備を調査し、応急仮設住宅として活用できる住宅として
必要な備品を設置する。

２　借上げによる応急仮設住宅
　応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借上げは、災害救助法が適用さ
れた後に県知事が行う。
　市は、入居を希望する被災者から民間賃貸住宅の賃貸借契約に必要な
書類を受（追記）付後、県へ送付し、以降の手続は県知事が行う。

・団体名称を計画内で統一するため。（追記）
・救助実施市に指定されたため。（修正）

22／30
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91

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１５節　住宅
対策

153

第１５節　住宅対策
第１ 応急仮設住宅の建設等
３ 建設による応急仮設住宅
　建設による応急仮設住宅の要請戸数は、区本部長（区長）の意見を聞い
て本部長（市長）が決定（削除）する。
（１）大規模地震発災直後の要請戸数
　全壊・大規模半壊住宅数の 10％を目安とする。
（２）大規模地震発災から２週間目以降の要請戸数
　避難所にいる被災者へのヒアリング調査や市営住宅、借上げによる応
急仮設住宅の受付状況などにより、要請戸数を算定する。
（３）実施機関
　災害救助法の適用の有無にかかわらず、応急仮設住宅の建設は、本部
長（市長）が行う。
　（削除）

（４）建設地の選定
　応急仮設住宅の建設地は、あらかじめ選定された建設予定候補地の中
から以下の条件を考慮し、現況を調査したうえで選定する。

（略）
（５）応急仮設住宅の建設
　建設予定地の現況調査の結果を基に「応急仮設住宅建設計画書」を策
定し本部長（市長）へ報告の上、協力団体から建設業者の斡旋を受け、建
設をする。
（６）応急仮設住宅の解体・撤去
　応急仮設住宅の供与が終了した場合、その解体及び撤去を行う。

第１５節　住宅対策
第１ 応急仮設住宅の建設等
３ 建設による応急仮設住宅
　建設による応急仮設住宅の要請戸数は、区本部長（区長）の意見を聞い
て本部長（市長）が決定し、県知事へ要請する。
（１）大規模地震発災直後の要請戸数
　全壊・大規模半壊住宅数の 10％を目安とする。
（２）大規模地震発災から２週間目以降の要請戸数
　避難所にいる被災者へのヒアリング調査や市営住宅、借上げによる応
急仮設住宅の受付状況などにより、要請戸数を算定する。
（３）実施機関
　（追記）応急仮設住宅の建設は、災害救助法が適用された後に県知事が
行う。
　本部長（市長）は、県知事の職権の一部を委任された場合、県知事の補
助機関として応急仮設住宅の建設を行う。
（４）建設地の選定
　応急仮設住宅の建設地は、あらかじめ選定された建設予定候補地の中
から以下の条件を考慮し、現況を調査したうえで都市部長都市局長）が
区本部長（区長）と協議して県知事へ報告する。
（略）
（追記）

（追記）

・救助実施市に指定されたため。（削除、追記、修正）
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災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１５節　住宅
対策

154

第１５節　住宅対策
第２　応急仮設住宅への入居
２　選定の方法
（略）
（１）特定の資産のない高齢者、障害者、一人親世帯
（２）乳児（3歳以下）のいる世帯、妊婦のいる世帯、18歳未満の子供が3
人以上いる世帯
（３）病弱者等のいる世帯、被保護世帯並びに要保護世帯

第４　応急仮設住宅の解体・撤去
応急仮設住宅の供与が終了した場合、その解体及び撤去は市長が行

う。

第１５節　住宅対策
第２　応急仮設住宅への入居第２　応急仮設住宅への入居
２　選定の方法
（略）
（１）特定の資産のない高齢者、障害者、母子世帯、病弱者等
（２）上記に準ずる者

（３）被災時に千葉市に居住していた者（住民登録の有無は問わない。）

第４　応急仮設住宅の解体・撤去
応急仮設住宅の供与が終了した場合、その解体及び撤去は県知事が行

う。

・救助実施市に指定されたため。（修正）
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災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１５節　住宅
対策

155

第５　被災住宅の応急修理
（削除）
（削除）
　被災住宅の応急修理の実施は、災害救助法が適用された場合に（削除）
本部長（市長）が実施するものとする。
　都市部長（都市局長）は、直ちに住宅の応急修理実施に必要な体制を整
え事務にあたる。また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救
助法施行細則に規定する救助の程度、方法及び期間（一般基準）の範囲
において救助（応急仮設住宅の供与）を実施し、一般基準での救助が困難
なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協
議する。また、本市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された
場合は、「千葉県災害救助資源配分計画」に基づき、救助を実施する。
　なお、市の体制のみにおいて処理不可能な場合は、近接市町、県、国そ
の他関係機関の応援を得て実施する。

第５　被災住宅の応急修理
１ 被災住宅の応急修理
（１）実施機関
　被災住宅の応急修理の実施は、災害救助法が適用された場合に知事が
行い、本部長（市長）はこれを補助するものとする。
（追記）

　なお、市の体制のみにおいて処理不可能な場合は、近接市町、県、国そ
の他関係機関の応援を得て実施する。

・救助実施市に指定されたため。（削除、修正、追記）

23／30
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災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１５節　住宅
対策

155

第５　被災住宅の応急修理
１　被災住宅の応急修理
（１）日常生活に必要な最小限度の部分の修理
ア　対象者

災害のため住家が半壊（焼）・準半壊し、自らの資力では応急修理をする
ことができない者や、大規模な補修を行わなければ居住することが困難
な程度に住家が半壊した者。
イ　応急修理の給付内容
（略）
　修理に要する費用の限度は、災害救助法の定めるところによる。
（削除）

※災害救助法による災害救助基準（資料8-1）
ウ　期間
　応急修理は、原則として災害発生の日から３ケ月以内に完了するものと
する。

また、国の災害対策本部が設置された災害においては６ケ月以内に完
了するものとする。
なお、期限内の実施が困難な場合は内閣総理大臣へ協議する。
（削除）

第５　被災住宅の応急修理
（追記）
（追記）
（２）対象者

災害のため住家が半壊（焼）・準半壊し、自らの資力では応急修理をする
ことができない者（追記）。

（３）応急修理の給付内容
（略）
　修理に要する費用の限度は、災害救助法の定めるところによる。
（令和元年度基準 半壊：一世帯当たり595,000円、準半壊：300,000
円）
※災害救助法による災害救助基準（資料8-1）
（４）期間

応急修理は、原則として災害発生の日から１ケ月以内に完了するものと
する。
（追記）

　なお、期限内の実施が困難な場合は県と協議する。
（５）実施（略）

・救助実施市に指定されたため。（追記、修正、削除）
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災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１５節　住宅
対策

156

（２）住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理
ア　対象者
　災害のため住家が半壊（焼）又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水
の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者

イ　応急修理の内容
　応急修理は、住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な
部分について、実施（給付）するものとする。
　修理に要する費用の限度が、災害救助法の定めるところによる。
※災害救助法による災害救助基準（資料8-1）

ウ　期間
　応急修理は、原則として災害発生の日から10日以内に完了するものと
する。なお、期限内の実施が困難な場合は内閣総理大臣へ協議する。

（追記） ・救助実施市に指定されたため。（追記）
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災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１５節　住宅
対策 156

第１５節　住宅対策
第５　被災住宅の応急修理
２　市営住宅の応急修理

第１５節　住宅対策
第５　被災住宅の応急修理
４　市営住宅の応急修理

・所要の修正（修正）
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災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１６節　環境
対策等

158

第１６節　環境対策等
市は災害廃棄物対策組織として、必要に応じ総務、し尿処理、ごみ処理

及びがれき処理に関する各担当を置き、被害状況を把握する。また、国、
県、他の市町村、関係団体等と連携を図りながら、必要に応じ広域処理を
行う等により災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理に当たる。

第１６節　環境対策等
　（追記）

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

24／30
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災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１６節　環境
対策等

159

第１６節　環境対策等
第１　障害物の処理
　【環境局、都市局、建設局、消防局、警察署、道路管理者、千葉土木事務
所、（一社）千葉市建設業協会、土木建設業者、市下水管路維持協同組合、
市指定排水設備工事業者】
１　住宅関係障害物の処理
（３）処理の実施
（削除）
　災害救助法の適用の有無にかかわらず、都市部長（都市局長）は、本部
長（市長）の指示に基づき、区本部長（区長）の意見及び周囲の状況を考
慮して、優先度の高い箇所を指定し、区本部及び関係各部（局）、（一社）
千葉市建設業協会の協力により作業班を編成し実施する。
　また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則
に規定する救助の程度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助
（障害物の除去）を実施し、一般基準での救助が困難なときは、本部長（市
長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、本市を
含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害
救助資源配分計画」に基づき、救助を実施する。
（削除）

－災害救助法が適用された場合の障害物の処理－
ア　市は、（略）調査（削除）する。
イ　（略）
ウ　（略）
エ　（略）
オ　実施期間は、（略）
　なお、期限内の実施が困難な場合は内閣総理大臣へ協議する。

第１６節　環境対策等
第１　障害物の処理
　【環境局、都市局、建設局、消防局、警察署、道路管理者、千葉土木事務
所、（追記）市建設業協会、土木建設業者、市下水管路維持協同組合、市指
定排水設備工事業者】
１　住宅関係障害物の処理
（３）処理の実施
ア 災害救助法適用前
　（追記）都市部長（都市局長）は、本部長（市長）の指示に基づき、区本部
長（区長）の意見及び周囲の状況を考慮して、優先度の高い箇所を指定
し、区本部及び関係各部（局）、（追記）千葉市建設業協会の協力により作
業班を編成し実施する。
（追記）

イ 災害救助法適用後
　災害救助法が適用された場合の障害物の処理は、次のとおり実施す
る。
（追記）
（ア）市は、（略）調査し、県知事に報告する。
（イ）　（略）
（ウ）　（略）
（エ）　（略）
（オ）実施期間は、（略）
（追記）

・団体名称を計画内で統一するため。（追記）
・救助実施市に指定されたため。（追記、修正、削除）

99

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１６節　環境
対策等

160

第１６節　環境対策等
第１　障害物の処理
２　河川等関係障害物の処理
（略）

特に、橋脚、暗渠流入口及び工事箇所の仮設物等につかえる浮遊物並
びに流下浮遊物その他の障害物の処理作業を区本部・関係各部、関係機
関及（一社）千葉市建設業協会と協力して実施する。

第１６節　環境対策等
第１　障害物の処理
２　河川等関係障害物の処理
（略）

特に、橋脚、暗渠流入口及び工事箇所の仮設物等につかえる浮遊物並
びに流下浮遊物その他の障害物の処理作業を区本部・関係各部、関係機
関及び（追記）千葉市建設業協会と協力して実施する。

・団体名称を計画内で統一するため。（追記）

100

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１６節　環境
対策等

160

第１６節　環境対策等
第１　障害物の処理
４　県及び県内市町村での援助協力

市は、災害等による大量の廃棄物が発生し、単独での処理が困難な場
合には、「災害時等における廃棄物処理施設に係る相互援助細目協定」に
基づき相互に援助協力を行う。

また、建築物の解体に伴うがれき等の大量発生が予想されることから、
「地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定」及び
「地震等大規模災害時における被災建物の解体撤去等に関する協定」に
基づき、県を通じて民間事業者の協力を求める。

第１６節　環境対策等
第１　障害物の処理
（追記）

・現在の運用に合わせて修正するため。（追記）

101

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１６節　環境
対策等

160

第１６節　環境対策等
第１　障害物の処理
５　県による災害廃棄物処理

県は、市町村災害廃棄物処理計画策定に関する助言、災害廃棄物処理
に関する技術的な助言、情報処理を行う。なお、甚大な被害を受けた市町
村が、自ら災害廃棄物の処理を行うことが困難な場合や、県が一括して
処理を行ったほうが円滑かつ迅速に災害廃棄物の処理が行えると判断
される場合は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の14の規
定に基づき、被災市町村が県に災害廃棄物の処理に関する事務の全部ま
たは一部を委託し、県が被災市町村に代わって災害廃棄物の処理を行
う。

第１６節　環境対策等
第１　障害物の処理
（追記）

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

102

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１６節　環境
対策等

160

第１６節　環境対策等
第２　ガレキの処理

【環境局、都市局、建設局、（一社）千葉市建設業協会、千葉県解体工事
業協同組合、土木建設業者、解体工事業者、廃棄物処理関係業者、運送業
者】

第１６節　環境対策等
第２　ガレキの処理

【環境局、都市局、建設局、（追記）市建設業協会、千葉県解体工事業協
同組合、土木建設業者、解体工事業者、廃棄物処理関係業者、運送業者】

・団体名称を計画内で統一するため。（追記）

25／30



令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市地域防災計画　風水害・雪害・火山災害対策計画

No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

103

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第16節 環境
対策等

168

第5　防疫・保健衛生
【保健福祉局、都市局、千葉県警察本部及び警察署､自衛隊､市医師会､

市薬剤師会､薬業会等関係業者､（公社）千葉県獣医師会開業部会千葉支
部】

第5　防疫・保健衛生
【保健福祉局、都市局、千葉県警察本部及び警察署､自衛隊､市医師会､

市薬剤師会､薬業会等関係業者､公益社団法人千葉県獣医師会開業部会
千葉市地域獣医師会】

・団体名称を計画内で統一するため。（修正）

104

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第16節 環境
対策等

170

第5　防疫・保健衛生
２　防疫・保健衛生活動の実施
（５）動物救護活動等の実施
ア 県衛生指導課・（公社）千葉県獣医師会開業部会千葉支部等との連絡
調整

第5　防疫・保健衛生
２　防疫・保健衛生活動の実施
（５）動物救護活動等の実施
ア 県衛生指導課・（公社）千葉県獣医師会開業部会千葉市地域獣医師会
等との連絡調整

・団体名称を計画内で統一するため。（修正）

105

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１６節　環境
対策等

171

第１６節　環境対策等
第６　行方不明者及び死体の捜索・収容・埋葬
対策のあらまし
　県地域防災計画の定めるところにより行方不明者及び死体の捜索、収
容、処理及び埋葬は、本 部長（市長）が行う。
　また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則
に規定する救助の程度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助
（障害物の除去）を実施し、一般基準での救助が困難なときは、本部長（市
長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、本市を
含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害
救助資源配分計画」に基づき、救助を実施する。
 なお、市限りで対応不可能な場合は、近接市町、県、国その他関係機関
の応援を得て実施する

第１６節　環境対策等
第６　行方不明者及び死体の捜索・収容・埋葬
対策のあらまし
　県地域防災計画の定めるところにより行方不明者及び死体の捜索、収
容、処理及び埋葬は、本部長（市長）が行う。
　ただし、災害救助法が適用された後の死体の処理（検案）については、
県知事が行う。 本部長（市長）は、県知事から委任されたとき、又は県知
事による救助のいとまがないときは、 県知事の補助機関として実施す
る。

　なお、市限りで対応不可能な場合は、近接市町、県、国その他関係機関
の応援を得て実施する。

・救助実施市に指定されたため。（修正）

106

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１６節　環境
対策等

171

第１６節　環境対策等
第６ 行方不明者及び死体の捜索・収容・埋葬
１　安否情報照会・捜索依頼の受付
　（略）

家族等から被災者の安否情報の照会があったときは、個人情報の保
護に関する法律の規定にかかわらず、被災者等の権利利益を不当に害す
るおそれがない範囲内で家族等に回答できる。
　（略）
　また、避難住民・死亡住民等のリストに（略）

市は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても積極的に
情報収集する。また、県は要救助者の迅速な把握による救助活動の効率
化・円滑化のために必要と認めるときは、市等と連携の上、安否不明者の
氏名等を公表し、その安否情報を収集・精査することにより、速やかな安
否不明者の絞り込みに努める。

第１６節　環境対策等
第６ 行方不明者及び死体の捜索・収容・埋葬
１　安否情報照会・捜索依頼の受付
　（略）

家族等から被災者の安否情報の照会があったときは、個人情報保護
条例の規定にかかわらず、被災者等の権利利益を不当に害するおそれが
ない範囲内で家族等に回答できる。
　（略）
　また、避難住民・死亡住民等のリストに（略）
　（追記）

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）
・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）
・個人情報保護条例が廃止されたため。（修正）

107

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１７節　教育
対策

179

第１７節　教育対策
第４　学用品の調達及び支給
２ 給与の期間
　 災害救助法が適用された場合の支給期間は、災害発生の日から教科書
及び教材は１か月以内、その他については 15 日以内と定められてい
る。
　ただし、交通通信の途絶による学用品の調達及び輸送の困難が予想さ
れる場合には、（削除）内閣総理大臣の承認を受け、必要な期間を延長す
ることができる。

２ 給与の期間
 災害救助法が適用された場合の支給期間は、災害発生の日から教科書
（追記）は１か月以内、その他については 15 日以内と定められている。
 ただし、交通通信の途絶による学用品の調達及び輸送の困難が予想さ
れる場合には、県知事を通じて内閣総理大臣の承認を受け、必要な期間
を延長することができる。

・救助実施市に指定されたため。（追記、削除）

108

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１８節　公共
施設等の応急
対策

180

第１８節　公共施設等の応急対策
第１　道路・橋梁(きょうりょう)
【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱、（一社）千葉市建設業協
会、警察署】

第１８節　公共施設等の応急対策
第１　道路・橋梁(きょうりょう)
【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱、（追記）市建設業協会、警
察署】

・団体名称を計画内で統一するため。（修正）

26／30



令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市地域防災計画　風水害・雪害・火山災害対策計画

No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

109

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１８節　公共
施設等の応急
対策

183

第１８節　公共施設等の応急対策
第２　河川・海岸保全及び内水排除施設
【建設局、千葉土木事務所、県千葉港湾事務所、（一社）千葉市建設業協
会】

１　市建設局
（３）施設管理者は、（略）なお、能力不足のときは、（一社）千葉市建設業協
会のポンプ、労力応援を要請して応急排水を実施する。

第１８節　公共施設等の応急対策
第２　河川・海岸保全及び内水排除施設
【建設局、千葉土木事務所、県千葉港湾事務所、（追記）市建設業協会】

１　市建設局
（３）施設管理者は、（略）なお、能力不足のときは、（追記）市建設業協会の
ポンプ、労力応援を要請して応急排水を実施する。

・団体名称を計画内で統一するため。（修正）

110

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１８節　公共
施設等の応急
対策

183

第１８節　公共施設等の応急対策
第３　港湾施設
１　港内の船舶安全対策
　県千葉港湾事務所長は港内における船舶の安全を確保するため、港湾
法（昭和25年法律第218号）等海事関係法令に基づき諸規制の厳正な
励行監視と各関係特定事業所等の防災体制の確立強化に努める。

３　海上における避難
（略）
（１）関係船舶・船舶会社・船舶代理店・岸壁管理者・港湾管理者・曳船協会
等の関係者への避難勧告又は命令（削除）
（略）
（３）東京湾海上交通センター及び巡視艇による通航船舶の監視警戒並び
に管制信号等による安全確保

第１８節　公共施設等の応急対策
第３　港湾施設
１　港内の船舶安全対策
　県千葉港湾事務所長は港内における船舶の安全を確保するため、港則
法(昭和23年法律第174号)等海事関係法令に基づき諸規制の厳正な
励行監視と各関係特定事業所等の防災体制の確立強化に努める。

３　海上における避難
（略）
（１）関係船舶・船舶会社・船舶代理店・岸壁管理者・港湾管理者・洩船協会
等（追記）関係者への避難（追記）命令通報
（略）
（３）各信号所の管制信号による港内交通の安全確保並びに巡視艇の規
制による港内交通警戒

・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）

111

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１８節　公共
施設等の応急
対策

184

第１８節　公共施設等の応急対策
第４　その他の社会公共施設
【施設所管局区等、施設管理者、県危機管理政策課、警察署、市医師会等
関係医療機関】

第１８節　公共施設等の応急対策
第４　その他の社会公共施設
【施設所管局区等、施設管理者、県危機管理（追記）課、警察署、市医師会
等関係医療機関】

・千葉県の組織改正を反映するため。（追記）

112

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１９節　ボラ
ンティアとの連
携

187

第１９節　ボランティアとの連携
　大規模災害発生時においては、災害応急対策の実施には多くの人員を
必要とするため、市は日本赤十字社、（削除）市社会福祉協議会等やボラ
ンティア団体との連携を図るとともに、ボランティア活動の協力を申し入
れる団体や個人の協力を得て、ボランティアの自主性を尊重しつつ、効果
的な応急対策を実施するものとする。
　（削除）市災害ボランティアセンターは、（削除）市社会福祉協議会が市と
協力し設置する。（削除）市社会福祉協議会が中心となって運営し、市は、
ボランティア活動が円滑に行われるよう、その運営を支援する。
　（削除）

　また、市は、国、県及び関係団体と相互に協力し、ボランティアに対する
被災地のニーズの把握に努めるとともに、ボランティアの受付、調整等そ
の受入体制を確保するよう努め、ボランティアの受入れに際して、ボラン
ティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮するとともに、必要に応
じてボランティアの活動拠点を提供するなど、ボランティアの活動の円滑
な実施が図られるよう支援に努める。

第１９節　ボランティアとの連携
　大規模災害発生時においては、災害応急対策の実施には多くの人員を
必要とするため、市は日本赤十字社、千葉市社会福祉協議会等やボラン
ティア団体との連携を図るとともに、ボランティア活動の協力を申し入れ
る団体や個人の協力を得て、ボランティアの自主性を尊重しつつ、効果的
な応急対策を実施するものとする。
　千葉市災害ボランティアセンターは、千葉 市社会福祉協議会が市と協
力し設置する。千葉 市社会福祉協議会が中心となって運営し、市は、ボ
ランティア活動が円滑に行われるよう、その運営を支援する。
　なお、千葉県社会福祉協議会と千葉市社会福祉協議会では「千葉県社
会福祉協議会と市町村社会福祉協議会における災害時の相互支援に関
する協定」に基づき、「災害時における相互支援マニュアル」が整備されて
いる。
（追記）

・団体名称を計画内で統一するため。（削除）
・現在の運用に合わせて修正するため。（削除、追記）

113

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１９節　ボラ
ンティアとの連
携

187

第１９節　ボランティアとの連携
第２　ボランティアの活動分野
１　一般分野
（３）救援物資や義援品の仕分け（削除）

第３　ボランティアとして活動する個人、団体
２　団体
（２）（削除）市社会福祉協議会

第１９節　ボランティアとの連携
第２　ボランティアの活動分野
１　一般分野
（３）救援物資や義援品の仕分け、輸送

第３　ボランティアとして活動する個人、団体
２　団体
（２）社会福祉法人千葉 市社会福祉協議会

・現在の運用に合わせて修正するため。（削除）
・団体名称を計画内で統一するため。（削除）

27／30
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114

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１９節　ボラ
ンティアとの連
携

188

第１９節　ボランティアとの連携
第４　ボランティアの受入れ体制の整備
　（略）
　なお、（略）に基づき実施する。
　また、市に災害救助法を適用した場合において、共助のボランティア活
動と市の実施する救助の調整事務について、市社会福祉協議会が設置す
る市災害ボランティアセンターに委託する場合は、当該事務に必要な人
件費及び旅費を災害救助法の国庫負担の対象とすることができる。

１　一般ボランティアの受入れ体制の整備
（１）千葉市災害ボランティアセンター等の設置
 千葉 市社会福祉協議会は、（略）一般分野のボランティアの活動拠点と
なる千葉市災害ボランティアセンター及び必要に応じて 現地センターを
開設する。（略）

第１９節　ボランティアとの連携
第４　ボランティアの受入れ体制の整備
　（略）
　なお、（略）に基づき実施する。
（追記）

１　一般ボランティアの受入れ体制の整備
（１）千葉市災害ボランティアセンター等の設置
　（削除）市社会福祉協議会は、（略）一般分野のボランティアの活動拠点
となる千葉市災害ボランティアセンター及び（追記）現地センターを開設
する。（略）

・救助実施市に指定されたため。（追記）
・団体名称を計画内で統一するため。（削除）
・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）

115

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１９節　ボラ
ンティアとの連
携

189

（３）登録・派遣について
（略）
エ　千葉県及び（削除）市災害ボランティアセンターによる登録を経ずに、
直接現地へ来たボランティア希望者については、設置されている（削除）
市災害ボランティアセンター又は現地センターの窓口において受付を行
い、災害ボランティア 活動に従事する。
（４）食事、宿泊場所の提供
（略）
（５）（削除）市災害ボランティアセンター（削除）及び現地センターの設置
場所
（削除）市災害ボランティアセンター（削除）及び現地センターの設置場所
については、 次のとおりとする。

（３）登録・派遣について
（略）
エ　千葉県及び千葉市災害ボランティアセンターによる登録を経ずに、直
接現地へ来たボランティア希望者については、設置されている千葉市災
害ボランティアセンター又は現地センターの窓口において受付を行い、災
害対策活動に従事する。
（４）食事、宿泊場所の提供
（略）
（５）千葉市災害ボランティアセンター本部事務所 及び現地センターの設
置場所
千葉市災害ボランティアセンター本部事務所 及び現地センターの設置場
所については（追記）次のとおりとする。

・団体名称を計画内で統一するため。（削除）
・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）
・所要の修正（追記）

116

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１９節　ボラ
ンティアとの連
携

190

（６）活動費用の負担及び資機材の確保
　ボランティアの活動に伴う経費は、その必要性に応じて（削除）市（削
除）が負担する。ボランティアが活動に必要とする資機材については、市
と（削除）市社会福祉協議会が相互に協力して確保する。

（７）ボランティア活動保険への加入
　ボランティア活動に伴う事故の発生に対処するため、（削除）市災害ボラ
ンティアセンターは市内で活動する一般ボランティアの把握に努め、ボラ
ンティア活動 保険の加入を勧める。

（６）活動費用の負担及び資機材の確保
　ボランティアの活動に伴う経費は、その必要性に応じてボランティアを
受け入れる 市町村 が負担する。ボランティアが活動に必要とする資機材
については、市と千葉 市社会福祉協議会が相互に協力して確保する。

（７）保険の付与
　ボランティア活動に伴う事故の発生に対処するため、千葉市災害ボラン
ティアセンターは市内で活動する一般ボランティアの把握に努め、ボラン
ティア（追記）保険の加入を勧める。

・現在の運用に合わせて修正するため。（削除、修正）

117

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１９節　ボラ
ンティアとの連
携

190

第１９節　ボランティアとの連携
第４　災害ボランティアの受入れ体制の整備
２　専門ボランティアの受入れ体制の整備

（２）ボランティア活動保険への加入
　　　市は、ボランティアの活動を支援するため、専門ボランティアの把握
に努め、ボランティア活動保険への加入を活動の条件とする。

第１９節　ボランティアとの連携
第４　災害ボランティアの受入れ体制の整備
２　専門ボランティアの受入れ体制の整備

（２）ボランティア活動（追記）への加入
　　　市は、ボランティアの活動を支援するため、専門ボランティアの把握
に努め、ボランティア活動（追記）への加入を活動の条件とする。

・本市の組織改正を反映するため。（修正）
・現在の運用に合わせて修正するため。（追記）

28／30
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118

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１９節　ボラ
ンティアとの連
携

191

第１９節　ボランティアとの連携
第４　災害ボランティアの受入れ体制の整備
５　ボランティア活動団体等との連携

市は、市社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ等
との連携を図るとともに、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活
動支援や活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、災害の
状況やボランティアの活動状況等に関する最新の情報を共有する場を設
置するなどし、被災者のニーズや支援活動の全体像を関係者と積極的に
共有するものとする。

第１９節　ボランティアとの連携
第４　災害ボランティアの受入れ体制の整備
５　ボランティア活動団体等との連携

市、市社会福祉協議会、市内で活動するボランティア活動団体及びＮＰ
Ｏ団体等は、災害時の効率的なボランティア活動を行えるように、災害時
の情報集約・共有等を行う「千葉市災害支援ネットワーク（仮称）」を設置
し、ボランティア団体・ＮＰＯ法人等と十分な情報交換を行うとともに必
要な支援策を実施し、密接な連携の下に各種救援救護策を進める。

・防災基本計画の修正を反映するため。（追記）

119

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第１９節　ボラ
ンティアとの連
携

192

第１９節　ボランティアとの連携
第５　ボランティアの育成とボランティア意識の啓発
　（削除）市社会福祉協議会や関係団体との連携により、大規模災害時に
おいても有効な活動が展開できるよう、平常時から市民が自発的にボラ
ンティア活動に参加できる環境づくりや団体等の主体性を尊重した運営
が図れるよう、ボランティア意識の啓発やボランティアリーダーの養成等
を行う。

第１９節　ボランティアとの連携
第５　ボランティアの育成とボランティア意識の啓発
　千葉 市社会福祉協議会や関係団体との連携により、大規模災害時にお
いても有効な活動が展開できるよう、平常時から市民が自発的にボラン
ティア活動に参加できる環境づくりや団体等の主体性を尊重した運営が
図れるよう、ボランティア意識の啓発やボランティアリーダーの養成等を
行う。

・団体名称を計画内で統一するため。（削除）

120

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２１節　雪害
対策

199

第２１節　雪害対策
第４　道路対策　【都市局、建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千
葉・市原管理事務所（削除）、千葉県警察、（一社）千葉市建設業協会】
１　道路の除雪・凍結防止活動　【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道
路㈱千葉・市原管理事務所（削除）、（一社）千葉市建設業協会】

第２１節　雪害対策
第４　道路対策　【都市局、建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千
葉・市原管理事務所、千葉県道路公社、千葉県警察、（追記）千葉市建設業
協会】
１　道路の除雪・凍結防止活動　【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道
路㈱千葉・市原管理事務所、千葉県道路公社、（追記）千葉市建設業協会】

・市内区域に千葉県道路公社が管理する道路がないため。（削除）
・団体名称を計画内で統一するため。（追記）

121

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２１節　雪害
対策

200

第２１節　雪害対策
第４　道路対策
１　道路の除雪・凍結防止活動
（２）市道（生活道路を除く）
（略）
除雪活動については、状況に応じ、（一社）千葉市建設業協会に対して「災
害時における応急工事等の協力に関する業務基本協定書」に基づく要請
を行い共同で実施する。
（４）有料道路（京葉道路、千葉東金道路、東関東自動車道水戸線・館山線
（削除））

第２１節　雪害対策
第４　道路対策
１　道路の除雪・凍結防止活動
（２）市道（生活道路を除く）
（略）
除雪活動については、状況に応じ、（一社）千葉市建設業協会に対して「除
雪等業務の協力に関する基本協定書」に基づく要請を行い共同で実施す
る。

（４）有料道路（京葉道路、千葉東金道路、東関東自動車道水戸線・館山
線、千葉外房有料道路）

・除雪協定を災害時協定に網羅し令和4年4月1日廃止・改正したため。（修
正）
・「千葉外房有料道路」の管理が移管されたため。（削除）

122

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第21節 雪害
対策

201

第４　道路対策
２ 倒木の処理 【都市局、建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千
葉・市原管理事務所（削除）】

3 放置自動車の移動等【都市局、建設局、千葉国道事務所、東日本高速
道路㈱千葉・市原管理事務所（削除）】

4 交通規制【都市局、建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・
市原管理事務所（削除）】

第４　道路対策
２ 倒木の処理 【都市局、建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千
葉・市原管理事務所、千葉県道路公社】

3 放置自動車の移動等【都市局、建設局、千葉国道事務所、東日本高速
道路㈱千葉・市原管理事務所、千葉県道路公社】

4 交通規制【都市局、建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・
市原管理事務所、千葉県道路公社】

・市内区域に千葉県道路公社が管理する道路がないため。（削除）

123

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２１節　雪害
対策

202

第２１節　雪害対策
第６ ライフライン施設対策 【東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社、ＮＴ
Ｔ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、エヌ・ティ・ティ・ コミュニケーションズ㈱、ＫＤ
ＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱】

２ 通信施設 【ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ㈱、ＫＤＤＩ㈱、 ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱】

第２１節　雪害対策
第６ ライフライン施設対策 【東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社、ＮＴ
Ｔ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、エヌ・ティ・ティ・ コミュニケーションズ㈱、ＫＤ
ＤＩ㈱、ソフトバンク㈱（追記）】

２ 通信施設 【ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ㈱、ＫＤＤＩ㈱、 ソフトバンク㈱（追記）】

・新たに指定公共機関として指定されたため。（追記）
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124

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２２節　火山
災害対策

210

第２　情報の収集
２　噴火警報等の種類と発表
（３）噴火警戒レベル

第２　情報の収集
２　噴火警報等の種類と発表
（３）噴火警戒レベル

・所要の修正（修正）

125

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２２節　火山
災害対策

212

第２２節　火山災害対策
第４　道路・河川対策

【建設局、千葉県千葉土木事務所、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱
千葉・市原管理事務所（削除）、千葉県警察】
１　道路の除灰活動

【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所（削
除）】

（略）
（３）有料道路（京葉道路・千葉東金道路、東関東自動車道水戸線・館山線
（削除））有料道路を管理する道路管理者は、路線の降灰状況、交通量等
の条件を踏まえて、除灰活動を実施する。
（略）

第２２節　火山災害対策
第４　道路・河川対策

【建設局、千葉県千葉土木事務所、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱
千葉・市原管理事務所、千葉県道路公社、千葉県警察】
１　道路の除灰活動

【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所、
千葉県道路公社】
（略）
（３）有料道路（京葉道路・千葉東金道路、東関東自動車道水戸線・館山
線、千葉外房有料道路）有料道路を管理する道路管理者は、路線の降灰
状況、交通量等の条件を踏まえて、除灰活動を実施する。
（略）

・「千葉外房有料道路」の管理が移管されたため。（削除）

126

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２２節　火山
災害対策

214

第２２節　火山災害対策
第６ ライフライン施設対策 【建設局、水道局、県企業局、四街道市上下
水道部、東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社、ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴ
ドコモ、エヌ・ティ・ティ・ コミュニケーションズ㈱、
ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱】

４ 通信施設 【ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、エヌ・ティ・ティ・ コミュニ
ケーションズ㈱、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱】

第６ ライフライン施設対策 【建設局、水道局、県企業局、四街道市上下
水道部、東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社、ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴ
ドコモ、エヌ・ティ・ティ・ コミュニケーションズ㈱、
ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱（追記）】

４ 通信施設 【ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、エヌ・ティ・ティ・ コミュニ
ケーションズ㈱、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱（追記）】

・新たに指定公共機関として指定されたため。（追記）

127

災害応急対策
編

第 2 章 風 水
害・雪害・火山
災害対策計画

第２２節　火山
災害対策

220

第１４　市民への呼びかけ、注意喚起【総務局危機管理部、関係各局区等】

本部事務局（総務局危機管理部）及び関係各局区部（関係各局区）は、市
民への呼びかけ、注意喚起を行うため、必要な対策を実施する。

１　市民への呼びかけ、注意喚起例
・ドアや窓を閉める
・湿ったタオルをドアの隙間や通気口に置く。隙間風が入る窓にはテープ
を張る。
・壊れやすい電化製品にカバーをして、周囲の火山灰が完全になくなるま
でカバーを外さない。
・下水がつまらないように、雨どいや配水管を排水溝からはずす。排水溝
もつまらないように、火山灰と水が地面に流れるような状態にする。

２　降灰中の注意喚起例
・パニックに陥らず、冷静に行動する。
・外出はなるべく控え、帰宅時は、うがい、手洗い、洗顔等を行う。
・マスクやハンカチ、もしくは衣類で鼻と口を覆う。
・コンタクトレンズは付けない。
・可能な限り自動車の運転は避ける。

降灰への備え 事前の準備、事後の対応（独立行政法人 防災科学技術研
究所）抜粋(一部改変

（追記） ・現在の運用に合わせて修正。
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令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市地域防災計画　大規模事故災害対策計画

No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

1

災害応急対策
編

第3章　大規模
事故災害対策
計画

第１節　大規模
火災対策計画

1

第１節　応急活動体制
第１　大規模事故等災害警戒本部の設置
２　構成局区及び警戒本部長等
警戒本部の構成は、総務局、消防局、関係区及び災害種別、規模に応じ

た関係局とし、警戒本部長は危機管理監、警戒副本部長は危機管理部長
とする。

３　設置場所及び事務局
 警戒本部の設置場所は、危機管理監が指定する場所に設置とする。

なお、情報収集及び応急措置対応等のための事務局を総務局危機管理
部に置く。

５　警戒本部の廃止
 警戒本部長（危機管理監）は、被害情報収集の結果、災害の拡大が認めら
れないと判断したとき、又は災害対策本部が設置されたとき、警戒本部
を解散する。

第１節　応急活動体制
第１　大規模事故等災害警戒本部の設置
２　構成局区及び警戒本部長等
警戒本部の構成は、総務局、消防局、関係区及び災害種別、規模に応じ

た関係局とし、警戒本部長は総務局長、警戒副本部長は総務局危機管理
監とする。

３　設置場所及び事務局
警戒本部の設置場所は、総務局危機管理監が指定する場所に設置とす

る。
なお、情報収集及び応急措置対応等のための事務局を総務局（危機管理

部門）に置く。

５　警戒本部の廃止
警戒本部長（総務局長）は、被害情報収集の結果、災害の拡大が認められ

ないと判断したとき、又は災害対策本部が設置されたとき、警戒本部を
解散する。

・本市の組織改正を反映するため。（修正）

2

災害応急対策
編

第3章　大規模
事故災害対策
計画

第１節　大規模
火災対策計画

6

第１節　応急活動体制
第２　予防計画
４ 市民等の防火・防災体制の強化 【総務局危機管理部、市民局、都市
局、消防局、市民、事業者、日本赤十字社千葉県支部】

第１節　応急活動体制
第２　予防計画
４ 市民等の防火・防災体制の強化 【総務局（危機管理部門）、市民局、都
市局、消防局、市民、事業者、日本赤十字社千葉県支部】

・本市の組織改正を反映するため。（修正）

3

災害応急対策
編

第3章　大規模
事故災害対策
計画

第１節　大規模
火災対策計画

9

第１節　大規模火災対策計画
第２　予防計画
１１　文化財の防火対策　【消防局、教育委員会】
（略）
（１）消防設備の設置・整備
文化財の所有者及び管理者は、（略）迅速な消火活動を行うことができる
よう設備の設置・整備を行う。

防火施設の整備にあたっては、重要文化財（建造物）については、「重要
文化財（建造物）等防災施設整備事業（防災施設等）指針（令和３年１２月６
日文化庁文化資源活用課長裁定）に基づき行い、それ以外の指定・登録
文化財（建造物）についても、本指針を勘案して行う。

第１節　大規模火災対策計画
第２　予防計画
１１　文化財の防火対策　【消防局、教育委員会】
（略）
（１）消防設備の設置・整備
文化財の所有者及び管理者は、（略）迅速な消火活動を行うことができる
よう設備の設置・整備を行う。
　（追記）

・国の「重要文化財（建造物）等防災施設整備事業（防災施設等）指針」が示
されたため。（追記）

4 9

第３　応急対策計画
【総務局危機管理部、消防局、消防団、保健福祉局、病院局、各区、県警察
※森林火災時は経済農政局、市医師会等、森林組合、ガス事業者、東京電
力、交通事業者、危険物・有毒物等取扱施設管理者】

第３　応急対策計画
【総務局（危機管理部門）、消防局、消防団、保健福祉局、病院局、各区、県
警察 ※森林火災時は経済農政局、市医師会等、森林組合、ガス事業者、
東京電力、交通事業者、危険物・有毒物等取扱施設管理者】

・本市の組織改正を反映するため。（修正）
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令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市地域防災計画　大規模事故災害対策計画

No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

5

災害応急対策
編

第3章　大規模
事故災害対策
計画

第１節　大規模
火災対策計画

11

第１節　大規模火災対策計画
第３　応急対策計画
１　情報の収集・伝達
（２）気象情報の収集・伝達
エ　収集体制系統

第１節　大規模火災対策計画
第３　応急対策計画
１　情報の収集・伝達
（２）気象情報の収集・伝達
エ　収集体制系統

・千葉県の組織改正を反映するため。（修正）
・本市の組織改正を反映するため。（削除、修正）

6

災害応急対策
編

第3章　大規模
事故災害対策
計画

第１節　大規模
火災対策計画

14

４　避難計画　【総務局危機管理部、各区、消防局、県警察】

６　災害救助法の適用
災害救助法の適用については、本編第１章第５節「災害救助法の適用」

に定めるところによる。

４　避難計画　【総務局（危機管理部門）、各区、消防局、県警察】

（追記）

・本市の組織改正を反映するため。（修正）
・救助実施市に指定されたため。（追記）

7

災害応急対策
編

第3章　大規模
事故災害対策
計画

第３節　危険物
等災害対策計
画

23

第３節　危険物等災害対策計画
１ 情報の収集・伝達 【総務局危機管理部、消防局、各区、警察署※道路
上における危険物等輸送車両による発災時は建設局も含む※鉄軌道上
における危険物等輸送車両による発災時は都市局も含む】

第３節　危険物等災害対策計画
１ 情報の収集・伝達 【総務局（危機管理部門）、消防局、各区、警察署※
道路上における危険物等輸送車両による発災時は建設局も含む※鉄軌
道上における危険物等輸送車両による発災時は都市局も含む】

・本市の組織改正を反映するため。（修正）
・千葉県の組織改正を反映するため。（修正）

8

災害応急対策
編

第3章　大規模
事故災害対策
計画

第４節　海上災
害対策計画

28

第４節　海上災害対策計画
第１　基本的な考え方　【総務局危機管理部】

第４節　海上災害対策計画
第１　基本的な考え方　【総務局（危機管理部門）】

・本市の組織改正を反映するため。（修正）

2／6



令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市地域防災計画　大規模事故災害対策計画

No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

9

災害応急対策
編

第3章　大規模
事故災害対策
計画

第４節　海上災
害対策計画

29

第４節　海上災害対策計画
第２　予防計画
３ 情報連絡体制の整備 【総務局危機管理部、関係局区等、港湾関係機
関】
（１）庁内連絡体制

（２）関係機関連絡体制

第４節　海上災害対策計画
第２　予防計画
３ 情報連絡体制の整備 【総務局（危機管理部門）、関係局区等、港湾関
係機関】

（２）関係機関連絡体制

・本市の組織改正を反映するため。（修正）

10

災害応急対策
編

第3章　大規模
事故災害対策
計画

第４節　海上災
害対策計画

31

６ 港湾情報の把握 【総務局危機管理部、都市局（海辺活性化推進課）、
消防局、関係局等】

６ 港湾情報の把握 【総務局（危機管理部門）、都市局（海辺活性化推進
課）、消防局、関係局等】

・本市の組織改正を反映するため。（修正）

11

災害応急対策
編

第3章　大規模
事故災害対策
計画

第４節　海上災
害対策計画

33

第３　応急対策計画
２　情報の収集・伝達
（２）区本部（区）
イ 区本部（区）は、海面監視やパトロール等区情報班からの報告をはじ
め、区民からの通報等情報の収集・整理に努め、実態を把握し適時市本部
等に報告する。

また、災害の規模・態様により必要があると認められる場合並びに、流
出油等危険物の爆発、引火又は気化による毒性等危険物や人体への影
響があると市警戒本部長（危機管理監）並びに市（区）災害対策本部長が
判断した場合は、市民に迅速かつ的確な情報提供を行う。

第３　応急対策計画
２　情報の収集・伝達
（２）区本部（区）
イ 区本部（区）は、海面監視やパトロール等区情報班からの報告をはじ
め、区民からの通報等情報の収集・整理に努め、実態を把握し適時市本部
等に報告する。

また、災害の規模・態様により必要があると認められる場合並びに、流
出油等危険物の爆発、引火又は気化による毒性等危険物や人体への影
響があると市警戒本部長（総務局長）並びに市（区）災害対策本部長が判
断した場合は、市民に迅速かつ的確な情報提供を行う。

・本市の組織改正を反映するため。（修正）

12

災害応急対策
編

第3章　大規模
事故災害対策
計画

第４節　海上災
害対策計画

34

第３　応急対策計画
６　油等漂着物の回収及び処理活動　【環境局】
（１）活動体制
ア 総務局危機管理部は、被害状況に応じて、庁内・区並びに関係各機関
の協力を得て、漂着物の回収及び処理活動要員の体制を整えるととも
に、備蓄資機材を適正に配備する。
イ 都市部公園緑地班（都市局公園緑地部）は、美浜公園緑地事務所の備
蓄分を含め、漂着物の回収に必要な資機材に不足が生じた場合は、活動
に要する資機材の調達について速やかに総務局危機管理部と協議する。

７　広報活動　【総務局危機管理部】
（１）総務局危機管理部は、事故発生状況や異臭等による沿岸地域への影
響等について、防災行政無線、広報車、CATV等による広報活動を行う。

第３　応急対策計画
６　油等漂着物の回収及び処理活動　【環境局】
（１）活動体制
ア 総務局危機管理部門は、被害状況に応じて、庁内・区並びに関係各機
関の協力を得て、漂着物の回収及び処理活動要員の体制を整えるととも
に、備蓄資機材を適正に配備する。
イ 都市部公園緑地班（都市局公園緑地部）は、美浜公園緑地事務所の備
蓄分を含め、漂着物の回収に必要な資機材に不足が生じた場合は、活動
に要する資機材の調達について速やかに総務局危機管理部門と協議す
る。

７　広報活動　【総務局（危機管理部門）】
（１）総務局危機管理部門は、事故発生状況や異臭等による沿岸地域への
影響等について、防災行政無線、広報車、CATV等による広報活動を行
う。

・本市の組織改正を反映するため。（修正）
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13

災害応急対策
編

第3章　大規模
事故災害対策
計画

第５節　航空機
災害対策計画

36

第５節　航空機災害対策計画
第１　基本的な考え方　【総務局危機管理部】

第２　予防計画
１　情報収集・伝達体制等の整備　【総務局危機管理部、消防局】

第５節　航空機災害対策計画
第１　基本的な考え方　【総務局（危機管理部門）】

第２　予防計画
１　情報収集・伝達体制等の整備　【総務局（危機管理部門）、消防局】

・本市の組織改正を反映するため。（修正）

14

災害応急対策
編

第3章　大規模
事故災害対策
計画

第５節　航空機
災害対策計画

37

第５節　航空機災害対策計画
第３　応急対策計画
１ 情報収集・伝達体制 【総務局危機管理部、消防局、千葉県警察東京航
空局成田空港事務所、成田国際空港㈱、航空運送事業者】
（１）成田国際空港区域内の場合

（２）成田国際空港区域周辺の場合

第５節　航空機災害対策計画
第３　応急対策計画
１ 情報収集・伝達体制 【総務局（危機管理部門）、消防局、千葉県警察東
京航空局成田空港事務所、成田国際空港㈱、航空運送事業者】

（２）成田国際空港区域周辺の場合

・本市の組織改正を反映するため。（修正、削除）

15

災害応急対策
編

第3章　大規模
事故災害対策
計画

第５節　航空機
災害対策計画

38

第５節　航空機災害対策計画
第３　応急対策計画
１　情報収集・伝達体制
（３）発生地点が明確な場合

第５節　航空機災害対策計画
第３　応急対策計画
１　情報収集・伝達体制
（３）発生地点が明確な場合

・本市の組織改正を反映するため。（削除）
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令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市地域防災計画　大規模事故災害対策計画

No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

16

災害応急対策
編

第3章　大規模
事故災害対策
計画

第６節　鉄軌道
災害対策計画

40

第６節　鉄軌道災害対策計画
第２　予防計画
１ 事業者による予防計画 【ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱、千葉都
市モノレール㈱、京葉臨海鉄道㈱】

第３　応急対策計画
１ 情報収集・伝達体制等 【総務局危機管理部、都市局、各区、消防局、警
察署、ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱、京葉臨
海鉄道㈱】

第６節　鉄軌道災害対策計画
第２　予防計画
１ 事業者による予防計画 【ＪＲ東日本㈱（追記）、京成電鉄㈱、千葉都市
モノレール㈱、京葉臨海鉄道㈱】

第３　応急対策計画
１ 情報収集・伝達体制等 【総務局（危機管理部門）、都市局、各区、消防
局、警察署、ＪＲ東日本㈱（追記）、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱、京
葉臨海鉄道㈱】

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）
・本市の組織改正を反映するため。（修正）

17

災害応急対策
編

第3章　大規模
事故災害対策
計画

第６節　鉄軌道
災害対策計画

41

第６節　鉄軌道災害対策計画
第２　予防計画
２ 消防活動 【消防局、ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱、千葉都市モ
ノレール㈱、京葉臨海鉄道㈱】

３　救急・救助活動
【消防局、ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱、京
葉臨海鉄道㈱、警察レスキュー】

第６節　鉄軌道災害対策計画
第２　予防計画
２ 消防活動 【消防局、ＪＲ東日本㈱（追記）、京成電鉄㈱、千葉都市モノ
レール㈱、京葉臨海鉄道㈱】

３　救急・救助活動
【消防局、ＪＲ東日本㈱（追記）、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱、京葉
臨海鉄道㈱、警察レスキュー】

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）
・本市の組織改正を反映するため。（修正）

18

災害応急対策
編

第3章　大規模
事故災害対策
計画

第６節　鉄軌道
災害対策計画

43

第６節　鉄軌道災害対策計画
第２　予防計画
５ 事業者の応急・復旧対策 【ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱、千葉
都市モノレール㈱、京葉臨海鉄道㈱】

第６節　鉄軌道災害対策計画
第２　予防計画
５ 事業者の応急・復旧対策 【ＪＲ東日本㈱（追記）、京成電鉄㈱、千葉都
市モノレール㈱、京葉臨海鉄道㈱】

・千葉県地域防災計画の修正を反映するため。（追記）

19

災害応急対策
編

第3章　大規模
事故災害対策
計画

第７節　道路災
害対策計画

47

第７節　道路災害対策計画
第１　基本的な考え方　【総務局危機管理部】

第２　予防計画
１　危険箇所の把握・改修
【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所（削
除）】

第７節　道路災害対策計画
第１　基本的な考え方　【総務局（危機管理部門）】

第２　予防計画
１　危険箇所の把握・改修
【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所、千
葉県道路公社】

・本市の組織改正を反映するため。（修正）
・「千葉県道路公社」部分の削除（削除）

20

災害応急対策
編

第3章　大規模
事故災害対策
計画

第７節　道路災
害対策計画

48

第７節　道路災害対策計画
第２　予防計画
２　資機材の整備
【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所（削
除）】

第３　応急対策計画
１　情報の収集・伝達
【総務局危機管理部、建設局、各区、消防局、千葉土木事務所、東日本高
速道路㈱千葉・市原管理事務所、県警察本部及び警察署、千葉運輸支局、
千葉県トラック協会、千葉県バス協会、（削除）千葉国道事務所】

２ 応急活動 【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管
理事務所（削除）】

第７節　道路災害対策計画
第２　予防計画
２　資機材の整備
【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所、千
葉県道路公社】

第３　応急対策計画
１　情報の収集・伝達
【総務局（危機管理部門）、建設局、各区、消防局、千葉土木事務所、東日
本高速道路㈱千葉・市原管理事務所、県警察本部及び警察署、千葉運輸
支局、千葉県トラック協会、千葉県バス協会、千葉県道路公社、千葉国道
事務所】

２ 応急活動 【建設局、千葉国道事務所、東日本高速道路㈱千葉・市原管
理事務所、千葉県道路公社】

・市内区域に千葉県道路公社が管理する道路がないため。（削除）
・本市の組織改正を反映するため。（修正）

21

災害応急対策
編

第3章　大規模
事故災害対策
計画

第７節　道路災
害対策計画

49

第７節　道路災害対策計画
第２　予防計画
２　応急活動
（２）応急活動
　各機関の実施する業務の詳細は以下のとおりである。

第７節　道路災害対策計画
第２　予防計画
２　応急活動
（２）応急活動
　各機関の実施する業務の詳細は以下のとおりである。

・救助実施市に指定されたため。（修正）
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22

災害応急対策
編

第3章　大規模
事故災害対策
計画

第７節　道路災
害対策計画

50

第７節　道路災害対策計画
第３　応急対策計画
５ 危険物等を積載する車両の事故等による危険物等の流出への対処
（５）広報
市及び関係機関は、（略）
※危険物等：消防法で規定する「危険物」、毒物及び劇物取締法で規定す
る「毒物」「劇物」（削除）、高圧ガス保安法で規定する「高圧ガス」、火薬類
取締法で規定する「火薬類」をいう。

第７節　道路災害対策計画
第３　応急対策計画
５ 危険物等を積載する車両の事故等による危険物等の流出への対処
（５）広報
市及び関係機関は、（略）
※危険物等：消防法で規定する「危険物」、毒物及び劇物取締法で規定す
る「毒物」「劇物」「特定劇物」、高圧ガス保安法で規定する「高圧ガス」、火
薬類取締法で規定する「火薬類」をいう。

・所要の修正（削除）
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令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市水防計画

No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

1

水防計画 第１章　総則

ー 5

５　安全配慮
（略）
・指揮者は、水防活動が長時間にわたるときは、疲労に起因する事故を防
止するために、団員を随時交代させる。
・水防活動を行う範囲に応じて監視員を適宜配置する。
・指揮者又は監視員は、現場状況の把握に努め、団員の安全を確保する
ため、必要に応じ、速やかに避難を含む具体的な指示や注意を行う。
・指揮者は団員等の安全確保のため、予め活動可能な時間等を団員等へ
周知し、共有しなければならない。
・出水期前に、洪水時の堤防決壊の事例等の資料を団員全員に配付し、
安全確保のための研修を実施する。
・津波浸水想定の区域内になる団は、気象庁が発表する津波警報等の情
報を入手し、活動可能時間が確保できることを確認するまでは、原則とし
て退避を優先する。

５　安全配慮
（略）
（追記）

・千葉県水防計画の修正を反映するため。（追記）

2

水防計画 第３章　重要水
防箇所

ー 6

第３章　重要水防箇所
１　千葉県管理河川における重要水防箇所

第３章　重要水防箇所
１　千葉県管理河川における重要水防箇所

（追記）

・千葉県水防計画の修正を反映するため。（追記）

3

水防計画 第４章　警報、
水位情報及び
避難対策

ー 7

第４章　警報、水位情報及び避難対策
１　千葉県知事が行う水防警報
（１）水防警報区域

第４章　警報、水位情報及び避難対策
１　千葉県知事が行う水防警報
（１）水防警報区域

・所要の修正（修正）

4

水防計画 第４章　警報、
水位情報及び
避難対策

ー 9

第４章　警報、水位情報及び避難対策
４　洪水対策

第４章　警報、水位情報及び避難対策
４　洪水対策

・千葉県水防計画の修正を反映するため。（修正）

5

水防計画 第４章　警報、
水位情報及び
避難対策

ー 10

第４章　警報、水位情報及び避難対策
５　水防・高潮対策

第４章　警報、水位情報及び避難対策
５　水防・高潮対策

・所要の修正（修正）
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令和5年度　千葉市防災会議資料 【新旧対照表】千葉市水防計画

No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

6

水防計画 第５章　気象予
報等の情報収
集

ー 11

第５章　気象予報等の情報収集
１　雨量・水位等の観測
（２）情報の収集
（略）
（削除）

ウ　気象庁「キキクル」（略）

第５章　気象予報等の情報収集
１　雨量・水位等の観測
（２）情報の収集
（略）
ウ　自動電話応答装置（千葉県）
　　自動音声再生により各管内の雨量・河川の水位情報を確認
　できる。
　  ０４３－２２２－５４６０
エ　気象庁「キキクル」（略）

・現在の運用に合わせて修正するため。（削除、修正）

7

水防計画 第6章 水門等
の操作

ー 12

・現在の運用に合わせて修正するため。（削除）

8

水防計画 第6章 水門等
の操作

ー 13

・現在の運用に合わせて修正するため。（追記）

9

水防計画 第７章　通信連
絡

ー
15

第７章　通信連絡
２　水防警報の受領・伝達
千葉県知事により発表された水防警報の受領及び伝達は、総務局危機

管理部が担当する。
総務局危機管理部は、警報を受領した場合、速やかに市長、副市長、危

機管理監、建設局長、消防局長及び教育長（削除）に報告するとともに、
関係各課長及び区長に伝達する。

第７章　通信連絡
２　水防警報の受領・伝達
千葉県知事により発表された水防警報の受領及び伝達は、総務局危機

管理監（危機管理課・防災対策課）が担当する。
総務局危機管理監（危機管理課・防災対策課）は、警報を受領した場合、

速やかに市長、副市長、建設局長、消防局長、教育長及び総務局長に報告
するとともに、関係各課長及び区長に伝達する。

・本市の組織改正を反映するため。（修正）

10

水防計画 第７章　通信連
絡

ー
15

第７章　通信連絡
２　水防警報の受領・伝達
（１）都川水防警報区域における水防警報の伝達系統
・観測所　矢作
・水位基準　氾濫危険水位　5.22m
　　　　　　　氾濫注意水位　4.10m
　　　　　　　水防団待機水位　2.80m

第７章　通信連絡
２　水防警報の受領・伝達
（１）都川水防警報区域における水防警報の伝達系統
・観測所　　　矢作
・水位基準　　氾濫危険水位　5.52m
　　　　　　　　氾濫注意水位　4.10m
　　　　　　　　水防団待機水位　2.80m

千葉県水防計画の修正を反映するため。（修正）

11

水防計画 第７章　通信連
絡

ー 16

第７章　通信連絡
２　水防警報の受領・伝達
（１）都川水防警報区域における水防警報の伝達系統

第７章　通信連絡
２　水防警報の受領・伝達
（１）都川水防警報区域における水防警報の伝達系統

・千葉県の組織改正を反映するため。（修正）
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No. 計画 章 節 頁（修正案） 新 旧 修正理由

12

水防計画 第７章　通信連
絡

ー 16

第７章　通信連絡
２　水防警報の受領・伝達
（２）千葉港海岸水防警報区域における水防警報等の伝達系統
・観測所　　　千葉港
・水位基準　　計画潮高位　5.00m
（略）

第７章　通信連絡
２　水防警報の受領・伝達
（２）千葉港海岸水防警報区域における水防警報等の伝達系統
・観測所　　　千葉港
・水位基準　　氾濫危険水位　5.00m
（略）

・所要の修正（修正）

13

水防計画 第７章　通信連
絡

ー
16

第７章　通信連絡
２　水防警報の受領・伝達
（２）千葉港海岸水防警報区域における水防警報等の伝達系統

第７章　通信連絡
２　水防警報の受領・伝達
（２）千葉港海岸水防警報区域における水防警報等の伝達系統

・千葉県の組織改正を反映するため。（修正）
・本市の組織改正を反映するため。（修正）

14

水防計画 第７章　通信連
絡

ー 16

第７章　通信連絡
３　避難判断水位到達情報の伝達系統

第７章　通信連絡
３　避難判断水位到達情報の伝達系統

・千葉県の組織改正を反映するため。（修正）
・本市の組織改正を反映するため。（修正）
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水防計画 第７章　通信連
絡

ー 17

第７章　通信連絡
４　その他
　その他観測所における水位等の情報が、千葉県から危機管理部、宿日
直、中央・美浜土木事務所及び下水道維持課携帯電話にメールで送信さ
れる。
（略）
（２）水位観測情報
○設置場所　都川(矢作・大草)、葭川(栄町)
○情　　　報　水防団待機水位、氾濫注意水位、氾濫危険水位等

第７章　通信連絡
４　その他
　その他観測所における水位等の情報が、千葉県から危機管理課、防災
対策課、宿日直、中央・美浜土木事務所及び下水道維持課携帯電話に
メールで送信される。
（略）
（２）水位観測情報
○設置場所　都川(矢作・大草)、葭川(栄町)
○情　　　報　氾濫注意水位、避難判断水位、氾濫危険水位

・本市の組織改正を反映するため。（修正）
・現在の運用に合わせて修正するため。（修正）
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想定区域等に
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を確保するた
めの措置
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第１５章　浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難を確保するため
の措置
１　浸水想定区域について
　（１）洪水浸水想定区域
　国土交通大臣及び都道府県知事は、河川が氾濫した場合に浸水が想定
される区域を洪水浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸水した
場合に想定される水深を公表するとともに、関係市町村に通知するもの
とする。
　現在、本市に関係する浸水想定区域図は次のとおりである。
　・都川水系都川洪水浸水想定区域図（想定最大規模）
　　（令和元年１２月公表：千葉県土整備部河川環境課）
　・南白亀川水系南白亀川洪水浸水想定区域図（想定最大規模）
　　（令和元年１２月公表：千葉県土整備部河川環境課）
　・村田川水系村田川洪水浸水想定区域図（想定最大規模）
　　（令和２年３月公表：千葉県土整備部河川環境課）
　・利根川水系高崎川洪水浸水想定区域図（想定最大規模）
　　（令和２年５月公表：千葉県土整備部河川環境課）
　・利根川水系印旛放水路（大和田排水機場～東京湾区間）及び
　　勝田川洪水浸水想定区域図（想定最大規模）
　　（令和４年３月公表：千葉県土整備部河川環境課）
　・菊田川水系菊田川及び支川菊田川洪水浸水想定区域図（想定最大
　　規模）
　　（令和４年３月公表：千葉県土整備部河川環境課）
　・浜田川水系浜田川洪水浸水想定区域図（想定最大規模）
　　（令和４年３月公表：千葉県土整備部河川環境課）
　・浜野川水系浜野川洪水浸水想定区域図（想定最大規模）
　　（令和４年３月公表：千葉県土整備部河川環境課）
　・生実川水系生実川洪水浸水想定区域図（想定最大規模）
　　（令和４年３月公表：千葉県土整備部河川環境課）

第１５章　浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難を確保するため
の措置
１　浸水想定区域について
　浸水の情報及び避難に関する情報を掲載した「都川水系・村田川浸水想
定図」を作成し、市民等に周知を図っている。
（追記）

・現在の運用に合わせて修正するため。（削除、追記）

17

水防計画 第１５章　浸水
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つ迅速な避難
を確保するた
めの措置
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第１５章 浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難を確保するため
の措置
１　浸水想定区域について
（２）高潮浸水想定区域

都道府県知事は、氾濫した場合に浸水が想定される区域を水防法第14
条の３に規定される高潮浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸
水した場合に想定される水深を公表するとともに、関係市町村に通知す
る者とする。
　現在、本市に関係する浸水想定区域図は次のとおりである。
・東京湾沿岸［千葉県区間］高潮浸水想定区域図
（令和４年６月公表：千葉県土整備部河川環境課）

第１５章 浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難を確保するため
の措置
１　浸水想定区域について
（追記）

・現在の運用に合わせて修正するため。（追記）
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